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◆まえがき 

 この『 建⠏ἲつの㐣去問㢟㞟 』は、実㝿の建⠏士ヨ㦂問㢟㸦㸯⣭及び㸰⣭㸧の原

則、㐣去㸵年㛫分の問㢟の中から「制度つ定」、「単体つ定」、「㞟団つ定」、「その他ἲ

令」の㸲つに分㢮し、それぞれ 25 問ずつ㧗ᰯ⏕に合うと思う問㢟を㑅び出し、ゎㄝを

つけてあります。また、平成 21 年∧より「㸰⣭建⠏施工⟶⌮技⾡᳨定㸦学⛉㸧㸦ἲ令

㛵係㸧」の内容も加➹しております。「建⠏ἲつ」の教⛉書でᴫせをつかみ、「建⠏ἲつ

学⩦ノート」でより具体ⓗに⌮ゎし、この問㢟㞟で㸳択問㢟又は㸲択問㢟に取り⤌み、

内容をṇ☜に判断し☜実な▱㆑を㌟に付けましょう。 

また、択一問㢟といえども㸯⫥ずつその文❶が何故にṇしいのか或いはㄗっている

のかをἲ令㞟で☜かめることが実力アップへの㏆㐨です。 

 

◆⦅㞟について 

この『 建⠏ἲつの㐣去問㢟㞟 』は、㸯ページ中に「問㢟」・「ゎㄝ」・「ゎ⟅」を収

めており、問㢟に取り⤌んだ後にゎㄝ・ゎ⟅と↷合し、その場でἲ令を参↷すること

で、より効ᯝⓗな学⩦を⾜うことができます。       

なお、この『 建⠏ἲつの㐣去問㢟㞟 』は、「令和㸲年㸯月㸯日⌧在の施⾜ἲ令」に

基づいて⦅㞟しました。どうぞ有効にά⏝して下さい。 
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◎ 制 度 つ 定  㸯 㹼 㸰㸳 

◎ 単 体 つ 定  㸰㸴 㹼 㸳㸮 

◎ 㞟 団 つ 定  㸳㸯 㹼 㸵㸳 

◎ その他の㛵係ἲ令  㸵㸴 㹼 㸯㸮㸰 

◎ 㸰⣭建⠏施工⟶⌮技⾡検定 

㸦ἲ令㛵係㸧 

 㸯㸮㸱 㹼 㸯㸳㸯 

 
 
 
※タ問中、左の数字は出㢟年度(19 年度)と⣭(㸯⣭) を⾲しています。 

 
㸦例) 17-1 【10】ḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗっているものはどれか。 

 
※本書においては㺂ἲ令➼の名⛠をḟのように␎⛠を⏝いています。 

・建⠏基‽ἲ        → ἲ 

・建⠏基‽ἲ施⾜令   → 令 

・建⠏基‽ἲ施⾜つ則 →㸦則㸧 

・建⠏士ἲ           → 士ἲ 

・建⠏士ἲ施⾜つ則   →㸦士則㸧 

・建タᴗἲ          → ᴗἲ 

・建タᴗἲ施⾜令     → ᴗἲ㸦令㸧 

・ᾘ㜵ἲ施⾜令       → ᾘ㜵ἲ㸦令㸧 

・住宅の品㉁☜保の促㐍➼に㛵するἲ律         → 品☜ἲ 

・㛗期優Ⰻ住宅の普及の促㐍に㛵するἲ律        → 㛗期優Ⰻ住宅促㐍ἲ 

・≉定住宅⍗⑅担保㈐任の履⾜の☜保➼に㛵するἲ律   → 住宅⍗⑅担保履⾜ἲ 

・㧗㱋⪅㺂㞀害⪅➼の⛣動➼の円化の促㐍に㛵するἲ律 → バリアフリーἲ 

 
 

 

 

 

 

2020

-2 

【1】 ⏝ㄒに㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 建⠏≀の周囲においてⓎ⏕する㏻常のⅆ⅏による延↝を抑制するために当ヱ建
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⠏≀の外壁又は㌺に必せとされる性⬟を「㜵ⅆ性⬟」という。 

  2) 建⠏≀の周囲においてⓎ⏕する㏻常のⅆ⅏による延↝の抑制に一定の効ᯝをⓎ

揮するために外壁に必せとされる性⬟を、「‽㜵ⅆ性⬟」という。 

  3) 木㐀㸰㝵建ての一戸建て住宅において、㸯㝵から㸰㝵に㏻ずる屋内㝵ẁの㐣半の

修⧋は、「大つᶍの修⧋」である。 

  4) 地域ά動支援センターの⏝㏵に供する建⠏≀は、「≉Ṧ建⠏≀」である。 

  5) 㑊㞴上有効なバルコニーがある㝵は、「㑊㞴㝵」である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【1】 1) 法ᇹᲬ条ᇹ八号Ტ᧸火構ᡯᲣより、ṇしい。 

  2) 法ᇹᲬᲭ条Ტ外壁Უより、ṇしい。 

  3) 法ᇹᲬ条ᇹ十四号Ტ大ᙹ模の修ጣᲣ及びᇹ五号Ტ主ᙲ構ᡯᢿᲣより、ṇしい。 

  4) 法ᇹᲬ条ᇹ二号Ტཎ殊建ሰཋᲣ、別ᘙᇹ一ᲢいᲣ欄Ტ二Უ、令ᇹ 115条のᲭᲢ᎑

火建ሰཋሁとしなければならないཎ殊建ሰཋᲣᇹ一号及び、令ᇹᲫᲳ条ᇹᲫᲢ学

校、၏ᨈ、児ᇜᅦᅍ施ᚨሁの居室の採光Უより、ṇしい。 

  5) 令ᇹᲫᲭ条ᇹ一号Ტᢤᩊ᨞Უより、ᢤᩊ᨞とはႺ接地上へᡫずる出入口のある᨞

をいい、ᢤᩊ上有効なバルコニーがある᨞は「ᢤᩊ᨞」でなく、ㄗり。 

 答 䠑 
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解 

答  

24-1 【3】 ḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 学ᰯ、体⫱㤋、ボーリング場、スキー場、スケート場、ỈὋ場又はスポーツの⦎

⩦場は、㠀常⏝の↷明⨨のタ⨨に㛵するつ定における「学ᰯ➼」にヱ当する。 

  2) 㟁子ィ⟬ᶵに対する指令であって、一の⤖ᯝを得ることができるように⤌み合わ

されたものを、「プログラム」という。 

  3) 土地に定╔するほぴのための工作≀で、屋᰿を有しないものは、「建⠏≀」にヱ

当しない。 

  4) ≉定㒔市Ἑ川ᾐỈ⿕害対⟇ἲ➨㸶条並びにこのつ定に基づく命令及び条例のつ

定で、建⠏≀の敷地、ᵓ㐀又は建⠏タ備に係るものは、「建⠏基‽㛵係つ定」に

ヱ当する。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

-2 

【2】 ⏝ㄒに㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 建⠏≀の周囲においてⓎ⏕する㏻常のⅆ⅏による延↝の抑制に一定の効ᯝをⓎ

揮するために外壁に必せとされる性⬟を、「㜵ⅆ性⬟」という。 

  2) 建⠏≀の⮬㔜及び✚㍕Ⲵ㔜を支える最下㝵の床∧は、「ᵓ㐀⪏力上主せな㒊分」

である。 

  3) 建⠏≀の床が地┙㠃下にある㝵で、床㠃から地┙㠃までの㧗さがその㝵の天井の

㧗さの㸯㸭㸰のものは、㺀地㝵㺁である。 

  4) 建⠏≀に㛵する工事のㄳ㈇契⣙のὀ文⪅又はㄳ㈇契⣙によらないで⮬らその工

事をする⪅は、「建⠏主」である。 

  5) 原則として、地┙㠃から建⠏≀の小屋⤌又はこれに代わるᶓᯫ材を支持する壁、

敷᱆又はᰕの上➃までの㧗さを、「㌺の㧗さ」という。 
 【2】 1) 法ᇹᲬᲭ条Ტ外壁Უ及び法ᇹᲬ条ᇹ 1ᇹ八号Ტ᧸火構ᡯᲣより、ᛚり。ᛟ明は

準᧸火性Ꮱに᧙するᚡᡓである。 

  2) 令ᇹᲫ条ᇹ 1ᇹ三号Ტ構ᡯ᎑力上主ᙲなᢿ分Უより、ṇしい。 

  3) 令ᇹᲫ条ᇹ 1ᇹ二号Ტ地᨞Უより、ṇしい。 

  4) 法ᇹᲬ条ᇹ 1ᇹ十六号Ტ建ሰ主Უより、ṇしい。 

  5) 令ᇹᲬ条ᇹ 1ᇹ七号Ტ᠀の᭗さᲣより、ㄗり。 

 答 䠑 
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          解 答  

 【3】 1) 令ᇹ 126 条のᲮᲢ᩼常ဇༀ明ᘺፗのᚨፗᲣᇹ三号は、令ᇹ 126 条の 2Ტ排

ᚨ備のᚨፗᲣᇹ 1ᇹ二号と同じであり、該する。 

  2) 法ᇹ 2条ᇹ三十四号ᲢプログラムᲣにより、ਜ਼しい。 

  3) 法ᇹ 2条ᇹ一号Ტ建ሰཋᲣカッコ書により、該しない。 

  4) 令ᇹ 9条ᇹ十六号により、該する。 

    

 答 䠏 

27-2                   【4】 ⏝ㄒに㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ṇしいものはどれか。 

  1) 床が地┙㠃下にある㝵で、床㠃から地┙㠃までの㧗さが㸯m 以上のものは、「地

㝵」である。 

  2) 木㐀㸰㝵建住宅において、土台の㐣半について⾜う修⧋は、「大つᶍの修⧋」で

ある。 

  3) 建⠏≀の周囲においてⓎ⏕する㏻常のⅆ⅏による延↝を抑制するために当ヱ外

壁又は㌺に必せとされる性⬟を、「‽㜵ⅆ性⬟」という。 

  4) 㑊㞴上有効なバルコニーがある㝵は、「㑊㞴㝵」である。 

  5) 住宅に付属する㛛及び塀で幅員㸲m の㐨㊰に接してタけられるものは、「延↝の

おそれ
・ ・ ・

のある㒊分」にヱ当する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【4】 1) 令ᇹᲫ条ᇹ 1ᇹ二号Ტ地᨞Უより、ޣり。 

  2) 法ᇹᲬ条ᇹ 1ᇹ十四号Ტ大ᙹ模の修ጣᲣより、ޣり。  

  3) 法ᇹ 23条Ტ外壁Უより、ޣり。᠀ᘻは含まれない。 

  4) 令 13条ᇹ 1ᇹ一号Ტᢤᩊ᨞Უより、ޣり。 

  5) 法ᇹᲬ条ᇹ 1ᇹ一号Ტ建ሰཋᲣより建ሰཋであり、ᇹ六号Ტ延のおそれのあ

るᢿ分Უよりਜ਼しい。 

 答 䠑 
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28-2 【5】 ⏝ㄒに㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 㞀害⪅支援施タの⏝㏵に供する建⠏≀は、「≉Ṧ建⠏≀」である。 

  2) 建⠏≀にタけるボイラーの↮✺は、「建⠏タ備」である。 

  3) 地下の工作≀内にタける店⯒は「建⠏≀」であるが、㕲㐨のプラットホームの上

家は「建⠏≀」ではない。 

  4) 建⠏≀の⮬㔜ⱝしくは✚㍕Ⲵ㔜、✚㞷Ⲵ㔜、㢼圧、土圧ⱝしくはỈ圧又は地㟈そ

の他の㟈動ⱝしくは⾪撃を支える壁や➽かいは、「ᵓ㐀⪏力上主せな㒊分」であ

る。 

  5) 建⠏≀の周囲においてⓎ⏕する㏻常のⅆ⅏による延↝の抑制に一定の効ᯝをⓎ

揮するために外壁に必せとされる性⬟を、「㜵ⅆ性⬟」という。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          解 答  

 【5】 1) 令ᇹ 19 条ᇹ 1 より児ᇜᅦᅍ施ᚨሁにᛆ当し、法ᇹᲬ条ᇹ 1 ᇹ二号Ტཎ殊

建ሰཋᲣより、ṇしい。 

  2) 法ᇹᲬ条ᇹ 1ᇹ三号Ტ建ሰᚨ備Უより、ṇしい。 

  3) 法ᇹᲬ条ᇹ 1ᇹ一号Ტ建ሰཋᲣおよびカッコ書きより、ṇしい。 

  4) 令ᇹᲫ条ᇹ 1ᇹ三号Ტ構ᡯ᎑力上主ᙲなᢿ分Უより、ṇしい。 

  5) 法ᇹᲬ条ᇹ 1 ᇹ八号Ტ᧸火構ᡯᲣより、「㌺」が対㇟とされていないためㄗ

り。 

 答 䠑 

25-2 【6】 ⏝ㄒに㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ޣっているものはどれか。 

  1) ᵓ㐀上㔜せでない㛫仕切壁は、「主せᵓ㐀㒊」ではない。 

  2) 㢼圧又は地㟈その他の㟈動ⱝしくは⾪撃を支えるⅆ打材は、「ᵓ㐀⪏力上主せな

㒊分」である。 

  3) 㑊㞴上有効なバルコニーがある㝵は、「㑊㞴㝵」である。 

  4) 床が地┙㠃下にある㝵で、床㠃から地┙㠃までの㧗さがその㝵の天井の㧗さの 

1/2 のものは、「地㝵」である。 

  5) 「‽㐽⅖性⬟」とは、建⠏≀の周囲においてⓎ⏕する㏻常のⅆ⅏時におけるⅆ⅖

を有効に㐽るために㜵ⅆタ備に必せとされる性⬟をいう。 
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          解 答  

 【6】 1) 法ᇹ 2条ᇹ 1ᇹ五号Ტ主ᙲ構ᡯᢿᲣより、ਜ਼しい。 

  2) 令ᇹᲫ条ᇹᲫᇹ三号Ტ構ᡯ᎑力上主ᙲなᢿ分Უより、ਜ਼しい。 

  3) 令ᇹ 13条ᇹᲫᇹ一号Ტᢤᩊ施ᚨሁのር囲Უカッコ書により、ޣり。 

  4) 令ᇹᲫ条ᇹᲫᇹ二号Ტ地᨞Უにより、ਜ਼しい。 

  5) 法ᇹ 64条Ტ外壁の口ᢿの᧸火戸Უカッコ書により、ਜ਼しい。 

 答 䠏 

30-2 【7】 ḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗっているものはどれか。 

  1) ≉定⾜政庁、建⠏主事又は建⠏┘ど員は、建⠏材料➼を〇㐀した⪅に対して、建⠏

材料➼の受取又は引Ώしの≧ἣに㛵する報告をồめることができる。 

  2) 建⠏基‽ἲ➨㸴条➨㸯㡯➨一号の建⠏≀の新⠏において、指定☜ㄆ᳨ᰝᶵ㛵が安全

上、㜵ⅆ上及び㑊㞴上支㞀がないものとして国土交㏻大⮧が定める基‽に㐺合して

いることをㄆめたときは、当ヱ建⠏≀の建⠏主は、᳨ ᰝ῭ドの交付を受ける前にお

いても、仮に、当ヱ建⠏≀又は建⠏≀の㒊分を使⏝し、又は使⏝させることができ

る。 

  3) 一戸建て住宅の一㒊である床㠃✚㸯㸮㎡の㒊分を㝖却しようとする場合、当ヱ㝖却

の工事を施工する⪅は、その旨を㒔㐨府┴▱事に届け出る必せはない。 

  4) 㕲➽コンクリート㐀㸱㝵建ての事務所の新⠏において、☜ㄆ῭ドの交付を受けた後

に、当ヱ建⠏≀のィ⏬において、建⠏≀の㝵数をῶ少する変更を⾜う場合、変更後

も建⠏基‽㛵係つ定に㐺合することが明らかであっても、建⠏主は、改めて、☜ㄆ

῭ドの交付を受ける必せがある。 

  5) 建⠏基‽ἲ➨㸴条➨㸯㡯の建⠏、大つᶍの修⧋又は大つᶍのᶍᵝ替の工事の施工⪅

は、当ヱ工事⌧場のぢやすい場所に、建⠏主、タィ⪅、工事施工⪅及び工事の⌧場

⟶⌮⪅のẶ名又は名⛠並びに当ヱ工事に係る建⠏主事又は指定☜ㄆ᳨ᰝᶵ㛵の☜

ㄆがあった旨の⾲♧をしなければならない。 

 
          解 答  
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25-2 【8】 ḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗっているものはどれか。 

  1) ≉定⾜政庁は、建⠏基‽ἲ令のつ定に㐪反した建⠏≀又は建⠏≀の敷地について

は、当ヱ建⠏≀に㛵する工事のㄳ㈇人㸦ㄳ㈇工事の下ㄳ人を含む。㸧に対して、

当ヱ工事の施工の停Ṇを命じることができる。 

  2) 建⠏≀の㝖去の工事を施工する⪅は、延べ㠃✚ 100 ㎡の建⠏≀について、当ヱ㝖

去の工事に係る㒊分の床㠃✚の合ィが 10 ㎡である場合、その旨を㒔㐨府┴▱事

に届け出る必せはない。 

  3) 建⠏主事又は指定☜ㄆ᳨ᰝᶵ㛵は、㜵ⅆ地域又は‽㜵ⅆ地域内における一戸建住

宅の新⠏に係る☜ㄆをする場合においては、当ヱ☜ㄆに係る建⠏≀の工事施工地

又は所在地を⟶㎄するᾘ㜵㛗㸦ᾘ㜵本㒊を⨨かない市⏫村にあっては、市⏫村㛗㸧

又はᾘ㜵⨫㛗の同意を得なければならない。 

  4) 指定☜ㄆ᳨ᰝᶵ㛵は、建⠏≀に㛵する完了᳨ᰝの引受を工事完了日の前に⾜った

ときは、当ヱ᳨ᰝの引受を⾜った日から㸵日以内に、当ヱ᳨ᰝをしなければなら

ない。 

  5) 指定⾜政庁は、建⠏≀に㛵する工事の工⛬のうちヱ当工事の施工中に建⠏主事又

は指定☜ㄆ᳨ᰝᶵ㛵が建⠏基‽ἲ㛵係つ定に㐺合しているかどうかを᳨ᰝする

ことが必せなものを、≉定工⛬として指定することができる。 

 

 

 

 
          解 答  

 【8】 1) 法ᇹᲳ条ᇹᲫᲢᢌ反建ሰཋに対する措ፗᲣにより、ਜ਼しい。 

  2) 法ᇹ 15条ᇹᲫᲢ届出及びወᚘᲣにより、ਜ਼しい。 

  3) 法ᇹ 93条ᇹᲫ、法ᇹᲰ条ᇹᲫのᄩᛐሁにより、ਜ਼しい。 

  4) 法ᇹᲱ条のᲬᇹᲮᲢ国土交ᡫ大ᐫの指定を受けたᎍによる完了検査Უにより、

 。りޣ

  5) 法ᇹᲱ条のᲭᇹᲫᇹ二号Ტ建ሰཋに᧙する中᧓検査Უにより、ਜ਼しい。 

 【7】 1) 法ᇹ 12条ᇹ 5ᇹ一号Ტ報告、検査ሁᲣより、ਜ਼しい。 

  2) 法ᇹᲱ条の 6ᇹᲫᇹ一号及びᇹ二号Ტ検査済ᚰの交付を受けるまでの建ሰཋの

使ဇ制ᨂᲣより、ਜ਼しい。 

  3) 法ᇹ 15条ᇹᲫᲢ届出及びወᚘᲣより、ਜ਼しい。 

  4) ᙹ則ᇹ 3条の 2ᇹ 1ᇹ四号Ტ᠉微な変更Უにより、᠉微な変更にᛆ当するた

め、චགྷない。 

  5) 法ᇹ 89条ᇹᲫᲢ工事ྵ場におけるᄩᛐのᘙᅆሁᲣより、ṇしい。 

  
答 

 
䠐 
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 答 䠐 

23-2 【9】 ḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 建⠏主は、㝵数が㸱以上の㕲➽コンクリート㐀の共同住宅を新⠏する場合、㸰㝵

の床及びこれを支持するᱱに㕲➽を㓄⨨する工⛬に係る工事を⤊えたときは、建

⠏主事又は指定☜ㄆ᳨ᰝᶵ㛵の中㛫᳨ᰝを⏦ㄳしなければならない。 

  2) 指定☜ㄆ᳨ᰝᶵ㛵は、完了᳨ᰝの引受けを⾜ったときは、その旨をドする書㠃を

建⠏主に交付するとともに、その旨を建⠏主事に㏻▱しなければならない。 

  3) 建⠏主事➼は、建⠏主事が完了᳨ᰝの⏦ㄳを受⌮した日から㸵日以内に、当ヱ工

事に係る建⠏≀及びその敷地が建⠏基‽㛵係つ定に㐺合しているかどうかを᳨

ᰝしなければならない。 

  4) 建⠏≀の㝖去の工事を施工しようとする⪅は、当ヱ工事に係る㒊分の床㠃✚の合

ィが 10 ㎡を㉸える場合、その旨を≉定⾜政庁に届け出なければならない。 

  5) ≉定⾜政庁、建⠏主事又は建⠏┘ど員は、建⠏≀の工事┘⌮⪅に対して、当ヱ建

⠏≀の施工の≧ἣに㛵する報告をồめることができる。 

  

 

 

 

 

 

          解 答  

 【9】 1) 法ᇹᲱ条のᲭᇹᲫᲢ建ሰཋに᧙する中᧓検査Უ、令ᇹ 11 条、法ᇹᲱ条のᲮᇹ

ᲫᲢ国土交ᡫ大ᐫの指定を受けたᎍによる中᧓検査Უより、ṇしい。 

  2) 法ᇹᲱ条のᲬᇹᲭᲢ国土交ᡫ大ᐫሁの指定を受けたᎍによる完了検査Უより、

ṇしい。 

  3) 法ᇹᲱ条ᇹᲮᲢ建ሰཋに᧙する完了検査Უより、ṇしい。 

  4) 法ᇹ 15 条ᇹᲫᲢ届出及びወᚘᲣより、ㄗり。「ཎ定ᘍ政庁」ではなく、建ሰ

主事をኺဌして「ᣃᢊ府Ⴤჷ事」に届け出なければならない。 

  5) 法ᇹ 12条ᇹᲯᲢ報告、検査ሁᲣより、ṇしい。 

 答 䠐 

28-2 【10】 つぎのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ޣっているものはどれか。                                  

  1) 建⠏≀の㝖去の工事を施工しようとする⪅は、当ヱ工事に係る㒊分の床㠃✚の合

ィが 10 ㎡を㉸える場合、その旨を≉定⾜政庁に届け出なければならない。 

  2) 建⠏≀の㧗さの最低㝈度が定められている区域外で、㕲㦵㐀㸱㝵建ての共同住宅

の新⠏工事について☜ㄆ῭ドの交付を受けた後に、当ヱ建⠏≀のィ⏬において、

建⠏基‽㛵係つ定に㐺合する⠊囲内で、建⠏≀の㧗さをῶ少する変更を⾜う場

合、建⠏主は、改めて、☜ㄆ῭ドの交付を受ける必せはない。 

  3) 建⠏基‽ἲ令のつ定に㐪反した建⠏≀を新⠏した建⠏主は、≉定⾜政庁から、┦

当の⊰予期㝈をつけて、当ヱ建⠏≀の改善を命ぜられることがある。 
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  4) タィ⪅は、国土交㏻大⮧が、建⠏基‽ἲ➨ 1 条の┠ⓗを㐩成するため≉に必せが

あるとㄆめるときは、建⠏≀のᵓ㐀➼について報告をồめられることがある。 

  5) 建⠏主は、建⠏基‽ἲ➨㸴条➨ 1 㡯のつ定による☜ㄆ、中㛫᳨ᰝ及び完了᳨ᰝの

⏦ㄳを、同一の指定☜ㄆ᳨ᰝᶵ㛵に⾜うことができる。 

    

 

 

 

 

          解 答  

 【10】 1) 法ᇹ 15条ᇹᲫᲢ届出及びወᚘᲣより、ཎ定ᘍ政庁ではなくᣃᢊ府Ⴤჷ事に届

け出なければならないのでㄗり。 

  2) ᙹ則ᇹᲭ条のᲬᇹᲫ三号Ტ᠉微な変更Უにより、᠉微な変更にᛆ当するため、

必せない。 

  3) 法ᇹ 9条ᇹ 1Ტᢌ反建ሰཋに対する処ፗᲣより、ṇしい。 

  4) 法ᇹ 15条のᲬᲢ届出及びወᚘᲣより、報告ሁを求めることができるため、正し

い。 

  5) 法ᇹᲰ条ᇹᲫᲢ建ሰཋの建ሰሁに᧙するဎᛪ及びᄩᛐᲣを同一の機᧙でできな

いというᙹ定はないので、ਜ਼しい。 

 答 １ 

24-2 【11】 ḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 建⠏主は、㝵数が㸱以上の㕲➽コンクリート㐀の共同住宅を新⠏する場合、㸰㝵

の床及びこれを支持するᱱに㕲➽を㓄⨨する工⛬に係る工事を⤊えたときは、≉

定⾜政庁の中㛫᳨ᰝを⏦ㄳしなければならない。 

  2) 建⠏主は、床㠃✚の合ィが 10 ㎡を㉸える建⠏≀を建⠏しようとする場合におい

ては、原則として建⠏主事を⤒⏤して、その旨を㒔㐨府┴▱事に届け出なければ

ならない。 

  3) 建⠏基‽ἲ➨㸴条➨㸯㡯➨一号の建⠏≀の新⠏において、完了᳨ᰝの⏦ㄳ前に≉

定⾜政庁から当ヱ建⠏≀の仮使⏝の承ㄆを受けることが出᮶るのは、安全上、㜵

ⅆ上及び㑊㞴上支㞀がないとㄆめられたときである。 

  4) ≉定⾜政庁は、⏝㏵地域内における建⠏≀の⏝㏵の制㝈に㛵して、公┈上やむを

得ないとㄆめて新⠏をチ可する場合は、あらかじめ、そのチ可に利害㛵係を有す

る⪅の出㢌をồめて公㛤による意ぢの⫈収を⾜い、かつ、建⠏審ᰝ会の同意を得

なければならない。 

  5) 指定☜ㄆ᳨ᰝᶵ㛵が☜ㄆ῭ドの交付をした建⠏≀のィ⏬について、≉定⾜政庁が

建⠏基‽㛵係つ定に㐺合しないとㄆめ、その旨を建⠏主及び指定☜ㄆ᳨ᰝᶵ㛵に

㏻▱した場合において、当ヱ☜ㄆ῭ドは、その効力を失う。 

 

 
          解 答  



                           ©ᮾ日本建⠏教⫱◊✲会(2004―2022)                        

 【11】 1) 法ᇹᲱ条のᲭᇹᲫᲢ建ሰཋに᧙する中᧓検査Უより、ޣり。「ཎ定ᘍ政庁」で
はなく、建ሰ主事に対してᘍう。 

  2) 法ᇹ 15条ᇹᲫᲢ届出及びወᚘᲣより、ṇしい。 

  3) 法ᇹᲱ条のᲰᇹᲫ一号Ტ検査済ᚰの交付を受けるまでの建ሰཋの使ဇ制ᨂᲣよ

り、ṇしい。 

  4) 法ᇹ 48条ᇹ 14(ဇᡦ地域ሁ)より正しい。 

  5) 法ᇹᲰ条のᲬᇹ 6Ტ国土交ᡫ大ᐫሁの指定を受けたᎍによるᄩᛐᲣより、ṇし

い。 

 答 䠐 

25-2 【12】 ḟの⾜Ⅽのうち、建⠏基‽ἲ上、全国どこの場所においても、☜ㄆ῭書の交付を受け

る必せがあるものはどれか。 

  1) 㕲㦵㐀平家建、延べ㠃✚ 100 ㎡の㐟技場の大つᶍのᶍᵝ替 

  2) 㕲㦵㐀平家建、延べ㠃✚ 300 ㎡のゴルフ⦎⩦場からバッティング⦎⩦場への⏝㏵

の変更 

  3) 㕲㦵㐀㸰㝵建、延べ㠃✚ 300 ㎡の工場における㕲㦵㐀、床㠃✚ 10 ㎡の倉庫の増

⠏ 

  4) 㕲➽コンクリート㐀平家建、延べ㠃✚ 100 ㎡の⮬動㌴修⌮工場の新⠏ 

  5) 㕲➽コンクリート㐀㸰㝵建、延べ㠃✚ 90 ㎡の一戸建住宅の大つᶍの修⧋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【12】 1) 法別ᘙᲫᲢᲮᲣ、法ᇹᲰ条ᇹᲫᇹ一号およびᇹ三号Ტဎᛪ及びᄩᛐᲣにᛆ当

しないため、චགྷない。 

  2) 法ᇹ 87条ᇹ 1Ტဇᡦの変更Უにより法ᇹ 6条ᇹ 1ᇹ一号Ტဎᛪ及びᄩᛐᲣ

が準ဇされるが、令ᇹ 137条の 18ᇹᲫᇹ七号にᛆ当するため、චགྷない。 

  3) 法ᇹᲰ条ᇹᲫᇹ三号Ტဎᛪ及びᄩᛐᲣ、法ᇹᲰ条ᇹᲬによりᨊ外されるため、

චགྷない。 

  4) 法別ᘙᲫᲢᲰᲣ、法ᇹᲰ条ᇹᲫᇹ一号およびᇹ三号Ტဎᛪ及びᄩᛐᲣにᛆ当

しないため、චགྷない。 

  5) 法ᇹᲰ条ᇹᲫᇹ三号Ტဎᛪ及びᄩᛐᲣにより、චགྷである。 

 答 䠑 
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27-2 【13】 ḟの⾜Ⅽのうち、建⠏基‽ἲ上、全国どの場所においても、☜ㄆ῭ドの交付を受ける

必せがあるものはどれか。 

  1) 㕲➽コンクリート㐀㸰㝵建、延べ㠃✚ 300 ㎡の下宿から寄宿⯋への⏝㏵の変更 

  2) 㕲➽コンクリート㐀平家建、延べ㠃✚ 200 ㎡の事務所の大つᶍのᶍᵝ替 

  3) 㕲㦵㐀㸱㝵建、延べ㠃✚ 300 ㎡の倉庫における床㠃✚ 10 ㎡の増⠏ 

  4) 㕲㦵㐀平家建、延べ㠃✚ 200 ㎡の⮬動㌴㌴庫の改⠏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5) 㕲㦵㐀平家建、延べ㠃✚ 100 ㎡の≀品㈍売ᴗを営む店⯒の新⠏ 

          解 答  

 【13】 1) 令 137条のᲫ8ᇹᲫᇹ五号Ტ似のဇᡦᲣより、ᄩᛐ済ᚰの交付の必せなし。 

  2) 法ᇹᲰ条ᇹᲫᲢဎᛪ及びᄩᛐᲣより、ᇹ一号及びᇹ三号にᛆ当せず、ᄩᛐ済ᚰ

の交付の必せなし。 

  3) 法ᇹᲰ条ᇹᲫᇹ三号(ဎᛪ及びᄩᛐᲣにᛆ当するが、ᇹ 2 より、ᄩᛐ済ᚰの

交付の必ᙲなし。 

  4) 法ᇹᲰ条ᇹᲫᇹ一号Ტဎᛪ及びᄩᛐᲣおよび別ᘙ 1より、ᐯ動庫はཎ殊建

ሰཋのためᄩᛐ済ᚰの交付が必せ。 

  5) 法ᇹᲰ条ᇹᲫᲢဎᛪ及びᄩᛐᲣより、ᇹ一及び三号にᛆ当せず、ᄩᛐ済ᚰの

交付の必ᙲなし。 

 答 䠐 
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          解 答  

 【14】 1) 法ᇹᲰ条ᇹᲫᇹ一号およびᇹ三号Ტဎᛪ及びᄩᛐᲣにより、ᄩᛐ済ᚰの交付の

必せなし。 

  2) 法ᇹᲰ条ᇹᲫᇹ三号Ტဎᛪ及びᄩᛐᲣより、ᄩᛐ済ᚰの交付が必せ。 

  3) 法ᇹ 88条ᇹᲫᲢ工作ཋへの準ဇᲣおよび令ᇹ 138条ᇹ 1ᇹ三号Ტ工作ཋ

の指定Უより、Ხmなのでᄩᛐ済ᚰの交付の必せなし。 

  4) 法ᇹᲰ条ᇹᲫᲢဎᛪ及びᄩᛐᲣより、ᇹ一号及び三号にᛆ当せず、ᄩᛐ済ᚰの

交付の必せなし。 

  5) 法ᇹᲰ条ᇹᲫᲢဎᛪ及びᄩᛐᲣおよび別ᘙᲫより、ཎ殊建ሰཋではないので、

ᄩᛐ済ᚰの交付の必せなし。 

 答 ２ 

2019
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【15】 ḟの⾜Ⅽのうち、建⠏基‽ἲ上、全国どの場所においても、☜ㄆ῭ドの交付を受ける

必せがあるものはどれか。 

  1) 㕲➽コンクリート㐀、㧗さ㸰m の擁壁の⠏㐀 

  2) 㕲㦵㐀、㧗さ㸲㹫の広告ᯈの⠏㐀 

  3) 㕲㦵㐀平家建、延べ㠃✚ 100 ㎡の倉庫の新⠏ 

  4) 㕲➽コンクリート㐀平家建、延べ㠃✚ 150 ㎡の㣧㣗店の大つᶍの修⧋ 

  5) 㕲➽コンクリート㐀平家建、延べ㠃✚ 200 ㎡の巡ᰝὴ出所の新⠏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【15】 1) 法ᇹᲰ条ᇹᲫᲢဎᛪ及びᄩᛐᲣより、ᇹ一号にᛆ当せず、ᄩᛐ済ᚰの交付の必

28-2 【14】 ḟの⾜Ⅽのうち、建⠏基‽ἲ上、全国どの場所においても、☜ㄆ῭ドの交付を受ける

必せがあるものはどれか。 

  1) 㕲㦵㐀平家建、延べ㠃✚ 100 ㎡の⮬動㌴㌴庫の新⠏ 

  2) 㕲㦵㐀㸰㝵建、延べ㠃✚ 100 ㎡の一戸建住宅の新⠏ 

  3) 㕲㦵㐀、㧗さ㸲m の広告塔の⠏㐀 

  4) 㕲➽コンクリート㐀平屋建、延べ㠃✚ 200 ㎡の一戸建住宅の新⠏ 

  5) 㕲➽コンクリート㐀㸰㝵建、延べ㠃✚ 300 ㎡の共同住宅から事務所への⏝㏵の変

更 
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せなし。 

  2) 令ᇹ 138条ᇹᲫᇹ三号Ტ工作ཋの指定Უにᛆ当せず、法ᇹ 88条ᇹᲫᲢ工

作ཋへの準ဇᲣより、ᄩᛐ済ᚰの交付の必せなし。 

  3) 法ᇹᲰ条ᇹᲫᲢဎᛪ及びᄩᛐᲣより、ᇹ一号及びᇹ三号にᛆ当せず、ᄩᛐ済ᚰ

の交付の必せなし。 

  4) 法ᇹᲰ条ᇹᲫᇹ一号Ტဎᛪ及びᄩᛐᲣおよび別ᘙ 1より、店はཎ殊建ሰཋ

のためにより、ᄩᛐ済ᚰの交付が必せ。 

  5) 法ᇹᲰ条ᇹᲫᲢဎᛪ及びᄩᛐᲣより、ᇹ一号及びᇹ三号にᛆ当せず、ᄩᛐ済ᚰ

の交付の必せなし。 

 答 䠐 

24-2 【16】 ḟの⾜Ⅽのうち、建⠏基‽ἲ上、全国どの場所においても、☜ㄆ῭ドの交付を受ける

必せがあるものはどれか。 

  1) 㕲㦵㐀㸱㝵建、延べ㠃✚ 300 ㎡の倉庫における床㠃✚ 10 ㎡の増⠏ 

  2) 㕲㦵㐀平家建、延べ㠃✚ 200 ㎡のᶵᲔ〇作工場の大つᶍの修⧋ 

  3) 㕲➽コンクリート㐀、㧗さ㸰㹫の擁壁の⠏㐀 

  4) 木㐀㸰㝵建、延べ㠃✚ 150 ㎡、㧗さ㸶㹫の事務所から㣧㣗店への⏝㏵の変更 

  5) 木㐀㸰㝵建、延べ㠃✚ 100 ㎡、㧗さ㸷㹫の㞟会場の新⠏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【16】 1) 法ᇹᲰ条ᇹᲫᇹ三号Ტဎᛪ及びᄩᛐᲣにᛆ当するが、同条Წより、ᄩᛐ済ᚰ

の交付の必せなし。 

  2) 法ᇹᲰ条ᇹᲫᲢဎᛪ及びᄩᛐᲣより、ᇹ一号及び三号にᛆ当せず、ᄩᛐ済ᚰの

交付の必せなし。 

  3) 法ᇹ 88条ᇹᲫᲢ工作ཋへの準ဇᲣより法ᇹ 6条が準ဇ 

令 138条ᇹᲫᇹ五号(工作ཋの指定)にᛆ当せず、ᄩᛐ済ᚰの交付の必せなし。 

  4) 法ᇹᲰ条ᇹᲫᇹ一号Ტဎᛪ及びᄩᛐᲣにᛆ当、法ᇹ 87 条(ဇᡦ変更)のᢘဇが

あり必ᙲ。 

  5) 法ᇹᲰ条ᇹᲫᲢ建ሰཋの建ሰሁに᧙するဎᛪ及びᄩᛐᲣより、ᇹ二号にᛆ当せ

ず、ᄩᛐ済ᚰの交付の必せなし。 

 答 䠐 
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【17】 ḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 建⠏主は、建⠏≀の⏝㏵の変更に係る☜ㄆ῭ドの交付を受けた場合において、当

ヱ工事を完了したときは、建⠏主事又は指定☜ㄆ᳨ᰝᶵ㛵に届け出なければなら

ない。 

  2) 建⠏基‽ἲ➨㸴条の㸲➨㸯㡯➨三号に掲げる建⠏≀のうち㜵ⅆ地域及び‽㜵ⅆ

地域以外の区域内における一戸建て住宅㸦住宅の⏝㏵以外の⏝㏵に供する㒊分は

ない。㸧を新⠏しようとする場合において、建⠏≀の建⠏に㛵する☜ㄆの≉例に

より、建⠏基‽ἲ㸰㸶条㸦居室の採光及び換Ẽ㸧のつ定については審ᰝから㝖外

される。 

  3) 建⠏基‽ἲ㸴条➨㸯㡯の建⠏、大つᶍの修⧋又は大つᶍのᶍᵝ替の工事の施工⪅

は、当ヱ工事に係るタィ図書を当ヱ工事⌧場に備えておかなければならない。 

  4) ≉定⾜政庁、建⠏主事又は建⠏┘ど員は、建⠏≀の工事┘⌮⪅に対して、当ヱ建

⠏≀の施工の≧ἣに㛵する報告をồめることができる。 

 

 

 

 

 

 5) ≉定⾜政庁は、所定の建⠏≀のᵓ㐀について、損傷、⭉㣗その他の劣化が⏕じ、

そのまま放⨨すれば保安上きけんとなるおそれがあるとㄆめる場合においては、

当ヱ主建⠏≀の所有⪅➼に対して、当ヱ建⠏≀の⥔持保全に㛵し必せな指導及び

助ゝをすることができる。 

          解 答  

 【17】 1) 法ᇹᲱ条ᇹᲫᲢ完了検査Უ、法ᇹ 87条ᇹ 1Ტဇᡦ変更Უ及び、法ᇹ 7条の

Წᇹ 1Ტ指定を受けたものによる完了検査Უより、ㄗり。建ሰ主は、建ሰཋの

ဇᡦの変更に係る当ᛆ工事が完了したときは、建ሰ主事に届けなければならな

い。ただし、指定ᄩᛐ検査機᧙が検査を引き受けた場合をᨊく。 

  2) 法ᇹ 6条のᲮᇹ 1ᇹ三号Ტᄩᛐのཎ例Უ及び令 10条ᇹ三号イより、ṇしい。 

  3) 法ᇹᲲᲳ条ᇹᲬᲢ工事ྵ場におけるᄩᛐのᘙᅆᲣより、ṇしい。 

  4) 法ᇹᲫᲬ条ᇹᲯᇹ一号Ტ報告、検査ሁᲣより、ṇしい。 

  5) 法ᇹᲳ条のᲮᲢ指導及び助ᚕᲣより、ṇしい。 

 答 １ 

25-2 【18】 張り㛫方向に図のような断㠃㸦けた⾜方向には同一とする。㸧を有する㸿㹼㹁の各室

の天井の㧗さについて、建⠏基‽ἲのつ定への㐺合・不㐺合の⤌合せとして、ਜ਼しい
ものは、ḟのうちどれか。 

 

       

 

 
 㸿 喫Ⲕ店の喫Ⲕ室     㹀 保⫱所の保⫱室   㹁 ↓人の保⟶⏝倉庫 

 

     㸿     㹀     㹁    

半径 

2.5㹫 
床 床 床 天井 天井 

天井 

5㹫 

1㹫 3㹫 

5㹫 
0.5㹫 

6㹫 2㹫 

2㹫 
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  1) 㐺合 㐺合 不㐺合  

  2) 㐺合 不㐺合 㐺合  

  3) 㐺合 不㐺合 不㐺合  

  4) 不㐺合 㐺合 㐺合  

  5) 不㐺合 不㐺合 㐺合  

 

 

  

 

 

 

 

          解 答  

 【18】 A 令ᇹ 21条ᇹᲬᲢ居室の天井の᭗さᲣより 

᩿ᆢᲴ2.5×2.5×3.14×1/2Ჷ9.81㎡ ᭗さᲴ9.81÷5Ჷ1.96᳧ 

令ᇹ 21条ᇹᲫᲢ居室の天井の᭗さᲣよりనである。 

  㹀 令ᇹ 21条ᇹᲬᲢ居室の天井の᭗さᲣより 

᩿ᆢᲴ6×2Ქ2×3Ჷ18㎡ ᭗さᲴ18÷8Ჷ2.25᳧ 

令ᇹ 21条ᇹᲫᲢ居室の天井の᭗さᲣよりనである。 

  㹁 法ᇹ 2 条ᇹ 1ᇹ四号(居室)より居室でない、令ᇹ 21 条ᇹᲫ(居室の天井の

᭗さ)により、నである。 

   以上により、Ჽはన、న、నである。 

 答 䠐 

30-2 【19】 図のような一ᵝに傾斜した勾㓄天井㒊分をもつ居室の天井の㧗さとして、建⠏基‽ἲ

上、ਜ਼しいものは、ḟのうちどれか。 

  1) 2.400㹫 

  2) 2.700㹫 

  3) 2.750㹫 

  4) 2.850㹫 

  5) 2.875㹫 

 

 

 

                            天井㠃をỈ平に投影した図     

 

 

 

 

 
       A㸫A 断㠃                    B㸫B 断㠃     
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          解 答  

 【19】  令ᇹ 21条ᇹ 2より、1室で天井の᭗さのီなるᢿ分がある場合においては、

その平均の᭗さによるものとする。 

勾ᣐ天井ᢿ分の容ᆢ Ტ3×2Ქ3×1×1/2Უ×6Ჷ45Ὑ 

   その他のᢿ分の容ᆢ  3×3×6Ქ6×3×4Ჷ126Ὑ 

   容ᆢの合ᚘを床᩿ᆢで割ると、Ტ45Ქ126ᲣὙ÷Ტ6×10Უ㎡Ჷ2.85m 

    

    

 答 䠐 

 
28-2 【20】 一戸建て住宅のィ⏬に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲに㐺合しないものはどれ

か。 

  1) 子ども㒊屋の天井㧗さを 2.3m とし、便所の天井の㧗さを 2.0m とした。 

  2) 㧗さ㸯m 以下の㝵ẁの㒊分には、手すりをタけなかった。 

  3) 㝵ẁ㸦┤㝵ẁ㸧のけあげの寸ἲを 23cm、㋃㠃の寸ἲを 15cm とした。 

  4) 㝵ẁに代わる傾斜㊰の勾㓄を、1/7 とした。 

  5) 排Ỉのための㓄⟶タ備のởỈに接する㒊分は、不ᾐ㏱㉁の⪏Ỉ材料で㐀った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【20】 1) 法ᇹᲬ条ᇹᲫᇹ四号Ტ延べ᩿ᆢᲣおよび令ᇹ 21条ᇹ 1Ტ居室の天井の᭗さᲣ

により、ṇしい。 

  2) 令ᇹ 25条ᲮᲢ᨞段の手すりᲣにより、ṇしい。 

  3) 令ᇹ 23条ᇹ 1Ტ᨞段Უただし書きにより、ṇしい。 

  4) 令ᇹ 26条ᇹᲫᇹ一号Ტ᨞段に変わる傾斜ែᲣより、ㄗり。 

  5) 令ᇹ 129条のᲬのᲯᇹᲭᇹ四号Ტᣐሥᚨ備Უにより、ṇしい。 

 答 䠐 
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建⠏基‽ἲ➨42条➨㸯㡯➨四号に基づき≉定⾜政庁が指定した㐨㊰ 

30-2 【21】 木㐀₂ 㝵建て、延べ㠃✚ 100 ㎡の一戸建て住宅のィ⏬に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏

基‽ἲにనしないものはどれか。ただし、国土交㏻大⮧が定めたᵓ㐀方ἲ及び国土

交㏻大⮧のㄆ定は⪃慮しないものとする。 

  1) 回り㝵ẁの㒊分における㋃㠃の寸ἲを、㋃㠃の⊃い方の➃から 30 ㎝の位⨨にお

いて、15 ㎝とした。 

  2) 敷地内の排Ỉに支㞀がなかったので、建⠏≀の敷地は、これに接する㐨の境より

も低くした。 

  3) 「居室を有する建⠏≀の建⠏材料についてのホルムアルデヒドに㛵する技⾡ⓗ

基‽」において、寝室と廊下が常時㛤放された㛤口㒊を㏻じて┦互に㏻Ẽが☜保

されていたので、廊下に所定のᶵᲔ換Ẽタ備をタけた。 

  4) 居㛫㸦床㠃✚ 16 ㎡、天井の㧗さ 2.5㹫㸧にᶵᲔ換Ẽタ備をタけるに当たり、「居

室を有する建⠏≀の換Ẽタ備についてのホルムアルデヒドに㛵する技⾡ⓗ基‽」

による有効換Ẽ㔞を、20 ㎥㸭㹦とした。 

  5) 居室にタける㛤口㒊で、川に㠃するものについて、採光に有効な㒊分の㠃✚を⟬

定する場合、当ヱ川の反対側の境⏺⥺を㞄地境⏺⥺とした。 

          解 答  

 【21】 1) 令ᇹ 23 条ᇹ 1 ただし書き、ᇹ 2 Ტ᨞段及びその៉場の幅並びに᨞段のけ

あげ及び៊᩿の寸法Უにより、నする。 

  2) 法ᇹ 19条ᇹ 1Ტ敷地のᘓဃ及び安全Უにより、నする。 

  3) 法ᇹ 28 条の 2 ᇹ 1 ᇹ三号Ტჽዪその他のཋឋの散又はႆ散に対するᘓဃ

上の措ፗᲣ、令ᇹ 20条のᲲᇹ 1ᇹ一号Ტ居室を有する建ሰཋの換気ᚨ備につ

いてのホルムアルデヒドに᧙する技ᘐႎ基準Უ、令ᇹ 20条のᲱᇹ 1ᇹ一号カ

ッコ書きᲢ居室を有する建ሰཋの建ሰ材料についてのホルムアルデヒドに᧙する

技ᘐႎ基準Უにより、నする。 

  4) 令ᇹ 20条のᲲᇹ 1ᇹ一号Ტ居室を有する建ሰཋの換気ᚨ備についてのホルム

アルデヒドに᧙する技ᘐႎ基準Უにより、నする。 

  5) 令ᇹ 20条ᇹᲬᇹ一号カッコ書きᲢ有効᩿ᆢのም定方法Უにより、నしない。 
 

 答 䠑 

 

24-2 【22】 図のような建⠏≀に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ṇしいものはどれか。た

だし、図にグ㍕されているものを㝖き、≉定⾜政庁の指定➼はないものとし、国土交

㏻大⮧が㧗い㛤放性を有するとㄆめて指定するᵓ㐀の㒊分はないものとする。 
  1) 敷地㠃✚は、300 ㎡である。 

  2) 建⠏㠃✚は、80 ㎡である。 

  3) 延べ㠃✚は、152 ㎡である。 

  4) 建⠏基‽ἲ➨ 56 条➨㸯㡯➨二号につ定する㧗さを⟬定する場合の建⠏≀の㧗

さは、9.5m である。 
  5) 㝵数は、㸰である。 

                               

                                

                                       宅地 

 

┿
北 
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建⠏基‽ἲ➨42条➨1㡯➨四号に
基づき≉定⾜政庁が指定した㐨㊰ 
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                                   ᮾす断㠃図 

          解 答  

 【22】 1) 令ᇹᲬ条ᇹ 1ᇹ一号Ტ敷地᩿ᆢᲣより、ㄗり。法 42条ᇹᲬのᙹ定により

みなしᢊែのᢿ分は敷地にም入しない。(敷地᩿ᆢは 280㎡) 

  2) 令ᇹ 2条ᇹᲫᇹ二号Ტ建ሰ᩿ᆢᲣより、ㄗり。令ᇹᲬ条ᇹᲫᇹ二号より、

地Ⴔ᩿上Ძ᳧以下のᢿ分およびひさしの先ᇢからᲫ᳧以内のᢿ分の水平投影᩿

ᆢは、建ሰ᩿ᆢにም入しない。Ტ建ሰ᩿ᆢは 84㎡Უ 

  3) 令ᇹᲬ条ᇹ 1ᇹ四号Ტ延べ᩿ᆢᲣより、ㄗり。PHᢿ分の床᩿ᆢも含む。 

  4) (延べ᩿ᆢは 167㎡) 

  5) 令ᇹᲬ条ᇹ 1 ᇹ六号Ტ建ሰཋの᭗さᲣより、ਜ਼しい。PHᲢ᨞段室Უᢿ分の

床᩿ᆢが建ሰ᩿ᆢの 1/8をឬえているので᭗さにም入される。 

 答 䠐 

23-2 【23】 図のような建⠏≀に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ṇしいものはどれか。た

だし、国土交㏻大⮧が㧗い㛤放性を有するとㄆめて指定するᵓ㐀の㒊分はないものと

する。 
  1) 敷地㠃✚は、500 ㎡である。 
  2) 建⠏㠃✚は、150 ㎡である。 
  3) 延べ㠃✚は、286 ㎡である。 
  4) 㧗さは、10.5m である。 
  5) 㝵数は、3 である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

㸳㹫 
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       解 答  

 【23】 1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

令ᇹᲬ条ᇹ 1ᇹ一号Ტ敷地᩿ᆢᲣより、ㄗり。(敷地᩿ᆢは 400㎡) 

令ᇹ 2条ᇹᲫᇹ二号Ტ建ሰ᩿ᆢᲣより、ṇしい。 

令ᇹᲬ条ᇹ 1ᇹ四号Ტ延べ᩿ᆢᲣより、ㄗり。(延べ᩿ᆢは 271㎡) 

令ᇹᲬ条ᇹ 1ᇹ六号Ტ建ሰཋの᭗さᲣより、ㄗり。(᭗さは 7.0m) 

令ᇹᲬ条ᇹ 1ᇹ八号Ტ᨞数Უより、ㄗり。(᨞数は 2) 

 答 ２ 

30-2 【24】 図のような建⠏≀に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ޣっているものはどれか。 
ただし、図にグ㍕されているものを㝖き、≉定⾜政庁の指定➼はないものとし、国土

交㏻大⮧が㧗い㛤放性を有するとㄆめて指定するᵓ㐀の㒊分はないものとする。 
  1) 敷地㠃✚は、475 ㎡である。 
  2) 建⠏㠃✚は、180 ㎡である。 
  3) 延べ㠃✚は、384 ㎡である。 
  4) 㧗さは、10.5m である。 
  5) 㝵数は、3 である。 
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            1 㝵平㠃図兼㓄⨨図         地㝵平㠃図 

           解 答 
               【24】  PHᢿ分の建ሰ᩿ᆢ 令ᇹᲬ条ᇹᲫᇹ八号より、PHᢿ分の建ሰ᩿ᆢ 24㎡≧

建ሰ᩿ᆢ 180㎡×1/8なので᨞数にም入される。 

 

 
 

 
答 

 
䠑 

22-2 【25】 図のような地㠃の一㒊が一ᵝに傾斜した敷地に建てられた建⠏≀の建⠏㠃✚として、
建⠏基‽ἲ上、ṇしいものは、ḟのうちどれか。ただし、国土交㏻大⮧が㧗い㛤放性
を有するとㄆめて指定するᵓ㐀の㒊分はないものとする。 

  1) 63 ㎡ 
  2) 70 ㎡ 
  3) 77 ㎡ 
  4) 84 ㎡ 
  5) 91 ㎡ 
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4m 
地㝵平㠃図    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   解 答  

  【25】  建ሰ᩿ᆢ 令ᇹᲬ条ᇹᲫᇹ二号より、地Ⴔ᩿上Ძ᳧以下のᢿ分をᨊく。 

     令ᇹᲬ条ᇹᲬより、断᩿図からは地᨞は地Ⴔ᩿上Ძ᳧以下にある

といえるので建ሰ᩿ᆢからᨊく。 

 
     12×7Ჷ 84Ტ㎡Უ 

 
 
 
 

答 䠐 
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解 答  

 

 【26】 1) 令ᇹᲭᲲ条ᇹᲬより、建ሰཋには、ီなる構ᡯ方法による基ᄽを併ဇしてはな

らないので、㐺合しない。 

  2) 令ᇹᲮᲭ条ᇹᲰより、構ᡯ᎑力上主ᙲなᢿ分である柱の有効ኬᧈ比は、ᲫᲯᲪ

以下としなければならないので、㐺合する。 

   3) 令ᇹᲰᲲ条ᇹᲫより、᭗力ボルトのႻ互᧓の中心ុᩉは、その径のᲬᲨᲯ倍以

上としなければならないので、㐺合する。 

   4) 令ᇹᲰ2条のᲲᇹ二号より、ᙀ強コンクリートブロックᡯの塀の壁の厚さは、᭗

さᲬ᳧以下の塀にあっては、ᲫᲪ᳧᳝以上としなければならないので、㐺合する。 

   5) 令ᇹᲱᲲ条のᲬᇹ三号ただし書きより、平家建てのᤧሂコンクリートᡯ建ሰཋに

あっては、ᤧሂの᧓ᨠを、ᙐᣐሂとしてᣐፗする場合においては、ᲯᲪ᳧᳝以下

としなければならないので、㐺合する。 

 答 １ 

30-2 【26】  建築の構造強ౕに関する次の記述のうち、建築基準๑にనしないものはどれか。
ただし、構造計算による安全性の確は行わないものとし、建築は建築基準๑第 20
条第 2項に該しないものとする。 
 

  1) 地൭の支持層が傾斜していたので、基礎の一෨を杭基礎とした。 
  2) 延べ積 100 ᶹの造住宅の構造耐ྙ上主གྷな෨である柱の༙効細ௗർを、120

とした。 

  3) ర骨造建築の高ྙボルトの相互間の中心距を、その径の３ഔとした。 

  4) 高さ２ｍのึ強コンクリートブロック造のฏのปの厚さを、10cmとした。 
  5) ฑ家建て、延べ積 100 ᶹのర筋コンクリート造建築（ป式構造ではない。）の

耐ྙปについて、径９ｍｍのర筋を縦横 50ｃｍの間隔でഓ筋としてഓ置した。 
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2019

-1 

【27】 図のような木㐀、 地上㸱㝵建ての住宅㸦屋᰿を㔠属ᯈでⵌいたもの㸧の㸯㝵㒊分

について、᱆⾜方向にタけなければならないᵓ㐀⪏力上必せな㍈⤌の最小㝈の㛗さと

して、建⠏基‽ἲ上、ਜ਼しいものは、ḟのうちどれか。ただし、地┙がⴭしく㌾弱な

区域として≉定⾜政庁が指定する区域内にあるものとし、小屋➼に≀⨨➼はタけ

ず、 地方の㢼の≧ἣに応じた「㢼圧力」に対する㍈⤌の割増はないものとする。ま

た、ᵓ㐀⪏力上必せな㍈⤌➼のつ定の㐺⏝の㝖外はないものとする。なお、図は␎図

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1) 1,610 cm 

2) 2,150 cm 

3) 2,415 cm 
4) 2,600 cm 

 

 

 

 

          解 答  

 

 【27】 ① 地ᩗ力に対する必ᙲ壁 

Ჷ35m2Ტ床᩿ᆢᲣ×46cm/m2Ტ係数Უ×1.5Ტ᠂弱な区域ᲣᲷ2,415cm 

  ② 圧力に対する必ᙲ壁 

ᲷᲢ52m2Ყ5m×Ტ0.45Ქ1.35ᲣmᲣ×50cm/m2Ჷ2,150cm 

  ③ ①と②を比べて大きい方の数値が必ᙲ壁である。 

 答 䠏 
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          解 答  

 

 【28】 1) 令ᇹ 43条ᇹᲫᘙより「左欄以外の柱」、ᘙᲢᲬᲣ「最上᨞又は᨞数がᲫの建ሰ

ཋの柱」より、ṇしい。 

  2) 令ᇹ 4Ჰ条ᇹᲮより、ᘙᲢᲫᲣᲢᲮᲣ及びᲢᲰᲣより、倍ྙは 0.5ᲥᲬ×ᲬᲷ

4.5 ㄗっている。 

  3) 令ᇹ 42条ᇹᲫᇹ三号より、ṇしい。 

  4) 令ᇹ 79条ᇹᲫより、ṇしい。 

  5) 令ᇹ 46条ᇹᲫより、ṇしい。 

 答 ２ 

   

2020

-2 

【29】 

 

 

建築のඈೋ施設に関する次の記述のうち、建築基準๑上、ޣっているものはど
れか。 
 

2020

-2 

 

【28】 

 

 

 

 

 

 

1) 

造２階建て、延べ積 150 ᶹ、高さ７ｍの一戸建て住宅の構造耐ྙ上主གྷな
෨の構造強ౕに関する次の記述のうち、建築基準๑上、ޣっているものはどれ
か。ただし、構造計算による安全性の確は行わないものとし、国ౖ交௪大臣
がఈめた構造๏๑は考ྂしないものとする。 
 
屋根を金属൚でふいた場合、張り間๏向及び桁行๏向に相互の間隔が 10ｍາຮの
２階の柱において、張り間๏向及び桁行๏向の小径は、横架材の相互間の垂距
の１/33以上としなければならない。 

  2) 構造耐ྙ上චགྷな軸組のௗさの算ఈにおいて、軸組の種ྪを、厚さ 4.5cmで９
cmの材の筋かいをたすき掛けにれ、ずりを柱及び間柱のฤに打ちけた
ปを設けた軸組とした場合、そのௗさに乗ずるഔིは５とすることができる。 

  3) 構造耐ྙ上主གྷな෨である１階の柱をర筋コンクリート造のා基礎に緊結した
場合、該柱の下෨にはౖ台を設けなくてもよい。 

  4) ා基礎においては、ཱི上り෨以外の෨のర筋に対するコンクリートのかぶり
厚さは、捨コンクリートの෨を除いて６cm以上としなければならない。 

  5) 構造耐ྙ上主གྷな෨であるป、柱及び横架材を造としたものにあっては、全
ての๏向の水ฑྙに対して安全であるように、原則として、各階の張り間๏向及
び桁行๏向に、それぞれปを設けは筋かいをれた軸組を合いྒྷくഓ置しな
ければならない。 
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  1) ２階建て、各階の床積がそれぞれ 200ᶹのജ業を営むవะ（ඈೋ階は１
階）は、ඈೋ階以外の階からඈೋ階は地上に௪ずる２以上の௪階段を設けな
ければならない。 

  2) ３階建て、延べ積 600ᶹの下宿の宿ഩ室から地上に௪ずる࿕下、階段その他の
௪࿑で、採光上༙効に接外気に開๎されたものには、ඉ常༽の照装置を設け
なくてもよい。 

  3) 主གྷ構造෨を準耐火構造とした２階建ての༙ྋ人ホームのඈೋ階以外の階
において、主たる༽に供する居室及びこれから地上に௪ずる主たる࿕下、階段
その他の௪࿑のป及びళ井の室಼にする෨の仕上げを準೫材ྋでしたも
のについては、 居室の各෨からඈೋ階は地上に௪ずる௪階段の一に至る
ิ行距を 60ｍ以下としなければならない。 

  4) බ院における患者༽の࿕下のは、ྈ側に居室がある場合、1.6ｍ以上としなけれ
ばならない。 

  5) 体育館における建築基準๑施行ྫ第 116 条の２第１項第್号に該する窓その
他の開口෨を༙しない居室には、ഋ煙設ඍを設けなくてもよい。 

 

 

 

 

 

          解 答  

 【29】 1) 
2) 

令ᇹᲫᲬᲫ条ᇹᲫより、Წ以上のႺᡫ᨞段は不ᙲであるので、ޣっている。 

法別ᘙᲫᲢいᲣ欄ᲢᲬᲣ、令ᇹᲫᲬᲰ条のᲮより、採光上有効にႺ接外気に

放されたᡫែはᨊかれるので、ਜ਼しい。 

  3) 令ᇹᲫᲫᲯ条のᲭᇹ一号、令ᇹᲫᲳ条ᇹᲫ及び令ᇹᲫᲬᲪ条ᇹᲫᘙᲢᲬᲣ

より、主ᙲ構ᡯᢿが準᎑火構ᡯで仕上げを準不༓材料でしたᡫែはᲯᲪ᳧ᲥᲫᲪ

᳧ᲷᲰᲪ᳧以下とすることができるので、ਜ਼しい。 

  4) 令ᇹᲫᲫᲳ条より、၏ᨈにおける患ᎍဇのもので両側に居室がある廊下の幅は

1.6᳧以上としなければならないので、ਜ਼しい。 

  5) 令ᇹᲫᲬᲰ条のᲬᇹ 1、令ᇹᲫᲫᲰ条のᲬᇹ 1ᇹ二号より、体Ꮛは排

ᚨ備をᚨけなくてもよいので、ਜ਼しい。 

 答 １ 

   

29-2 【30】 

 

 

建⠏≀の㑊㞴施タ➼に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ޣっているものはどれ

か。ただし、⪏ⅆ性⬟᳨ドἲ、㜵ⅆ区⏬᳨ドἲ、㝵㑊㞴安全᳨ドἲ、全㤋㑊㞴安全᳨

ドἲ及び国土交㏻大⮧のㄆ定による安全性の☜ㄆは⾜わないものとする。 

    

  1) ２階建ての耐火建築である༰ฯ࿊携型ఈこども園のඈೋ階以外の階におい
て、主たる༽に供する居室及びこれから地上に௪ずる主たる࿕下、階段その
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他の௪࿑のป及びళ井の室಼にする෨の仕上げを準೫材ྋでしたものに
ついては、居室の各෨からඈೋ階は地上に௪ずる௪階段の一に至るิ行
距を 60ｍ以下としなければならない。 

  2) 集会場の客༽に供する屋外への出口の戸は、集会場の規ໝにかかわらず、಼開
きとしてはならない。 

  3) ඉ常༽エレベーターを設置している建築であっても、ඉ常༽の進口を設け
なければならない。 

  4) ඈೋ階以外の階をホテルの༽に供する場合、その階における宿ഩ室の床積
の合計が 250ᶹのものは、その階からඈೋ階は地上に௪ずる２以上の௪階
段を設けなければならない。 

  5) 屋಼に設けるඈೋ階段の階段室のళ井（ళ井がない場合は、屋根）及びปの室
಼にする෨は、仕上げを೫材ྋでし、かつ、その下地を೫材ྋで造ら
なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

          解 答  

 【30】 1) 令ᇹ 115条のᲭᇹ 1一号、法別ᘙᇹᲫᲢいᲣ欄ᲢᲬᲣ、令 120条ᇹ 1ᘙ

Ტ2Უより、ṇしい。 

  2) 令ᇹ 125条ᇹᲬより、ṇしい。 

  3) 令ᇹ 126 条のᲰᇹᲫᇹ一号により、᩼常ဇのエレベーターをᚨፗしている場合

は、᩼常ဇのᡶ入口は不ᙲであるため、ㄗっている。 

  4) 令ᇹ 121条ᇹᲫ五号、令ᇹ 121条ᇹ 2により、ṇしい。 

  5) 令ᇹ 123条ᇹᲫ二号により、ਜ਼しい。 

    

 答 䠏 

  

30-1 【31】 建築設ඍに関する次の記述のうち、建築基準๑上、ޣっているものはどれか。 
 

  1) 乗༽エレベーター（ಝ殊な構造は使༽形態のもので国ౖ交௪大臣がఈめたもの

を除く。）の昇降࿑については、昇降࿑の出口の床先とかご
㸬㸬
の床先との水ฑ距

は４ｃｍ以下とし、かごの床先と昇降࿑ปとの水ฑ距は 12.5ｃｍ以下としなけ
ればならない。 

  2) エスカレーター（ಝ殊な構造は使༽形態のもので国ౖ交௪大臣がఈめたものを
除く。）は、勾ഓを 30ౕ以下とし、ಁ段のは 1.1ｍ以下としなければならない。 
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  3) 準耐火構造の床若しくはปは火戸その他の政ྫでఈめる火設ඍで床積
200 ᶹ以಼に区画された共ಋ住宅の住戸には、窓その他の開口෨で開๎できる෨
の積にかかわらず、ഋ煙設ඍを設けなくてもよい。 

  4) 建築（換気設ඍを設けるべき調ཀྵ室を除く。）に設ける自然換気設ඍの給気口
は、居室のళ井高さの１／２を超える高さの位置に設け、常時外気に開๎された
構造としなければならない。 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          解 答  

 【31】 1) 令ᇹ 129条のᲱᇹ四号により、ṇしい。 

  2) 令ᇹ 129条のᲫᲬᇹᲫᇹ二号及びᇹ四号により、ṇしい。 

  3) 令ᇹ 12Ჰ条のᲬᇹᲫᇹ一号により、共同住宅は法別ᘙᇹ一ᲢいᲣ欄Ტ二Უ

のཎ殊建ሰཋで、準᎑火構ᡯの床ᒉしくは壁又は᧸火戸その他の政令で定め

る᧸火ᚨ備で床᩿ᆢ 200 ㎡以内に区ဒされている場合、排ᚨ備をᚨけなく

てもよいので、ṇしい。 

  4) 令ᇹᲫᲬᲳ条のᲬのᲰᇹᲫᇹ二号により、建ሰཋᲢ換気ᚨ備をᚨけるべきᛦ

ྸ室ሁをᨊく。Უにᚨけるᐯ換気ᚨ備のዅ気口は、居室の天井の᭗さのᲫᲩᲬ

以下の᭗さの位ፗにᚨけ、常時外気に放された構ᡯとしなければならないの

で、ޣっている。 

    

 答 䠐 
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29-2 【32】 図のような平㠃を有する木㐀平家建ての倉庫のᵓ㐀⪏力上必せな㍈⤌の㛗さを⟬定

するに当たって、張り㛫方向と᱆⾜方向における「壁をタけ又は➽かいを入れた㍈⤌

の㒊分の㛗さに所定の倍⋡を乗じて得た㛗さの合ィ㸦ᵓ㐀⪏力上有効な㍈⤌の㛗さ㸧」

の⤌合せとして、建⠏基‽ἲ上、ਜ਼しいものは、ḟのうちどれか。 

 
 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

ᵓ㐀⪏力上有効な㍈⤌の㛗さ 

張り㛫方向 ᱆⾜方向 

20ｍ 42ｍ 
24ｍ 40ｍ 
32ｍ 18ｍ 
36ｍ 26ｍ 
40ｍ 24ｍ 

 

 

 

 
          解 答  

 【32】  構ᡯ᎑力上有効な᠆ኵのᧈさᲷ壁の実ᧈ×㸦壁の倍ྙᲥሂかいの倍ྙᲣとなる。 

   〔張り᧓方向〕令ᇹ 46条ᲮᘙᲫᲢᲫᲣより、構ᡯ᎑力上有効な᠆ኵのᧈさは、

ᲢᲬ᳧×Ხሖ所Უ×ᲢᲪ.Ჯ倍ᲥᲮ倍ᲣᲷ36᳧ 

   〔桁ᘍ方向〕令ᇹ 46 条ᲮᘙᲫᲢᲫᲣより、構ᡯ᎑力上有効な᠆ኵのᧈさは、

ᲢᲬ᳧×Წሖ所Უ×ᲢᲪ.Ჯ倍ᲥᲪ倍ᲣᲷᲬ᳧、及び 

   ᲢᲬ᳧×Ხሖ所Უ×ᲢᲫ倍ᲥᲬ倍ᲣᲷ24᳧、合ᚘᲬ᳧Ქ24᳧Ჷ26᳧ 

答 䠐 
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30-1 【33】  火・ඈೋに関する次の記述のうち、建築基準๑上、ޣっているものはどれか。た
だし、耐火性検証๑、火区画検証๑、階ඈೋ安全検証๑、全館ඈೋ安全検証๑及
び国ౖ交௪大臣のఈによる安全性の確は行わないものとする。 
 

  1) 主གྷ構造෨を準耐火構造とした地上２階建てのఴ示場のඈೋ階以外の階におい
ては、主たる༽に供する居室の各෨からඈೋ階は地上に௪ずる௪階段一
に至るิ行距を、原則として、30ｍ以下としなければならない。 

  2) 延べ積 2,000ᶹのබ院において、床積 100ᶹ以಼ごとに火区画した෨に
ついては、ഋ煙設ඍを設けなくてもよい。 

  3) 延べ積 3,000ᶹ、地上３階建てのスポーツ࿇習場には、ඉ常༽の照装置を設
けなくてもよい。 

  4) 各階をജ業を営むవะの༽に供する地上３階建ての建築（各階の床
積 600 ᶹ）においては、各階におけるඈೋ階段のの合計を 3.0ｍ以上としなけ
ればならない。 

    

 

 

 

 

 

 

          解 答  

 【33】 1) 展ᅆ場は、法別ᘙᇹ一ᲢいᲣ欄Ტ四Უにᛆ当する。令ᇹᲫᲬᲪ条ᇹᲫᘙᲢ一Უ

により、ṇしい。 

  2) ၏ᨈは、法別ᘙᇹ一ᲢいᲣ欄Ტ二Უにᛆ当する。令ᇹ 12Ჰ条のᲬᇹᲫᇹ一

号により、床᩿ᆢ 100 ㎡以内ごとに᧸火区ဒされたᢿ分には、排ᚨ備をᚨけ

なくてもよいので、ਜ਼しい。 

  3) スポーツጀ፼場は、令ᇹ 12Ჰ条のᲬᇹᲫᇹ二号により、学校ሁにᛆ当する。

令ᇹ 126条のᲮᇹᲫ及びᇹ三号により、学校ሁはᢘဇがᨊ外される。ṇしい。 

  4) 令ᇹ 124 ᇹᲫᇹ一号により、各᨞におけるᢤᩊ᨞段の幅の合ᚘは、60cm×

ᲰᲷ360cm以上必ᙲとなるため、ㄗっている。 

    

 答 䠐 

   

2020

-2 

【34】 建⠏基‽ἲ➨ 35条の㸰のつ定による内の制㝈に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、 

っているものはどれか。ただし、内の制㝈を受ける「❆その他の㛤口㒊を有しない居ޣ

室」及び「内の制㝈を受けるㄪ⌮室➼」はないものとする。また、⮬動式のᾘⅆタ備及

び排↮タ備はタけないものとする。 
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  1) 内の制㝈を受ける居室の天井の回り⦕は、内の制㝈の対㇟とはならない。 
  2) ⮬動㌴㌴庫は、そのᵓ㐀及びつᶍにかかわらず、内の制㝈を受ける。 

  3) 地㝵にタける居室で㣧㣗店の⏝㏵に供するものを有する≉Ṧ建⠏≀は、 そのᵓ

㐀及びつᶍにかかわらず、 内の制㝈を受ける。 

  4) 延べ㠃✚250㎡の㞀害⪅支援施タで、当ヱ⏝㏵に供する㒊分の床㠃✚の合ィが180

㎡のものは、内の制㝈を受けない。 

  5) 主せᵓ㐀㒊を⪏ⅆᵓ㐀とした㸱㝵建て、延べ㠃✚ 600 ㎡の学ᰯは、内の制㝈を受け

る。 
 

 

 

 

 

 

 

 
       解 答  

 【34】 1) 令ᇹ 1ᲬᲲ条のᲯᇹᲫかっこ書より、回りጂのᢿ分はᨊかれるので、ਜ਼しい。 

  2) 令ᇹ 1ᲬᲲ条のᲮᇹᲫᇹ二号より、構ᡯ及び床᩿ᆢにかかわらずᐯ動庫は

内ᘺ制ᨂを受けるので、ਜ਼しい。 

  3) 法別ᘙᲫ、令ᇹᲫᲫᲯ条のᲭᇹ三号、令ᲫᲬᲲ条の 4 ᇹ 1 ᇹ三号より、地᨞

にᚨける店はそのᙹ模にかかわらず内ᘺ制ᨂを受けるので、ਜ਼しい。 

  4) 令ᇹᲫᲳ条ᇹᲫ、法別ᘙᲫ、令ᇹᲫᲬᲲ条の 4 ᇹ 1 ᇹ一号ᘙᲢᲬᲣより、

ᨦ害ᎍ支援施ᚨは児ᇜᅦᅍ施ᚨሁにᛆ当し、床᩿ᆢの合ᚘが 200 ㎡未満の場合

は内ᘺ制ᨂを受けないので、ਜ਼しい。 

  5) 令ᇹ 128条のᲮᇹ 2及びかっこ書より、学校ሁのဇᡦに供するものはᨊかれ

るため、ޣっている。 

 答 䠑 

   

   

2021

-2 

【35】 木㐀㸰㝵建て(主せᵓ㐀㒊を‽⪏ⅆᵓ㐀としたもの)、延べ㠃✚ 600㹫2(各㝵の床㠃✚

300㹫2、㸰㝵の居室の床㠃✚ 250㹫2)の≀品㈍売ᴗを営む店⯒の㑊㞴施タ➼に㛵するḟ

のグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗっているものはどれか。ただし、㑊㞴㝵は 1㝵とす

る。 

 

  1) 㸰㝵の居室の各㒊分から㸯㝵又は地上に㏻ずる┤㏻㝵ẁの一に⮳るṌ⾜㊥㞳は、

30㹫以下としなければならない。 

  2) 㸰㝵から㸯㝵又は地上に㏻ずる㸰以上の┤㏻㝵ẁをタけなければならない。 

  3) ⅆ⅏がⓎ⏕した場合に㑊㞴上支㞀のある㧗さまで↮又はガスの㝆下が⏕じない
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建⠏≀の㒊分として、天井の㧗さ、壁及び天井の仕上げに⏝いる材料の✀㢮➼を

⪃慮して国土交㏻大⮧が定めるものには、排↮タ備をタけなくてもよい。 

  4) 居室から地上に㏻ずる廊下、㝵ẁその他の㏻㊰で、採光上有効に┤接外Ẽに㛤放

されたものには、㠀常⏝の↷明⨨をタけなくてもよい。 

  5) 敷地内には、建⠏基‽ἲ施⾜令➨ 125条➨㸯㡯の出口から㐨又は公園、広場その

他の✵地に㏻ずる幅員が 1.5㹫以上の㏻㊰をタけなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

          解 答  

 【35】 1) 令ᇹ 115条の 3ᇹ 1ᇹ三号、法別ᘙᇹ 1ᲢいᲣ欄Ტ四Უ、令ᇹ 120条ᇹ

1ᘙᲢ一Უより、正しい。 

  2) 令ᇹ 121条ᇹ 1ᇹ六号ロより、5᨞以下の᨞で、その᨞における居室の床᩿

ᆢの合ᚘがᢤᩊ᨞のႺ上᨞にあっては 200m2をឬえるものは、Წ以上のႺᡫ᨞

段をᚨけなければならないが、準᎑火構ᡯは令ᇹ 121 条ᇹᲬより、ᢤᩊ᨞の

Ⴚ上᨞の᩿ᆢ 200᳧Წを 400m2にᛠみ替えるため不ᙲなので、ᛚっている。 

  3) 令ᇹ 126条のᲬᇹ 1ᇹ五号より、正しい。 

  4) 令ᇹ 126条のᲮᇹᲫより、正しい。 

  5) 令ᇹ 128条、令ᇹ 125条ᇹᲫより、正しい。 

 答 ２ 

   

2021

-2 

【36】 建⠏基‽ἲ➨ 35 条の㸰のつ定による内の制㝈に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽

ἲ上、ㄗっているものはどれか。ただし、内の制㝈を受ける「❆その他の㛤口㒊を

有しない居室」はないものとする。また、ⅆ⅏がⓎ⏕した場合に㑊㞴上支㞀のある㧗

さまで↮又はガスの㝆下が⏕じない建⠏≀の㒊分はないものとする。 

 

  1) 主せᵓ㐀㒊を‽⪏ⅆᵓ㐀とした延べ㠃✚ 200㹫、客席の床㠃✚の合ィが 100㹫の

㞟会場㸦㸯時㛫‽⪏ⅆ基‽に㐺合しないもの㸧は、内の制㝈を受ける。 

  2) 主せᵓ㐀㒊を‽⪏ⅆᵓ㐀とした平家建て、延べ㠃✚ 3,500㹫の旅㤋㸦㸯時㛫‽⪏

ⅆ基‽に㐺合しないもの㸧は、内の制㝈を受ける。 

  3) 木㐀㸰㝵建て、延べ㠃✚ 200㹫の事務所兼⏝住宅の㸰㝵にあるⅆを使⏝するタ備

をタけたㄪ⌮室は、内の制㝈を受けない。 

  4) ⮬動㌴修⌮工場の⏝㏵に供する㒊分の壁及び天井の室内に㠃する㒊分の仕上げ

は、‽不⇞材料とすることができる。 
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  5) 地㝵にタける居室を有する建⠏≀は、当ヱ居室の⏝㏵にかかわらず、内の制㝈

を受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       解 答  

 

 【36】 1) 法別ᘙᇹ 1ᲢᲫᲣ、令ᇹ 128条のᲮᇹ 1ᇹ一号ᘙᲢᲫᲣより、正しい。 

  2) 令ᇹ 128条の 4ᇹᲭ、法ᇹ 35条のᲬより、正しい。 

  3) 令ᇹ 128条のᲮᇹ 4より、正しい。 

  4) 令ᇹ 128条のᲯᇹᲬ、令ᇹ 128条のᲮᇹᲫᇹ二号より、正しい。 

  5) 令ᇹ 128条の 4ᇹᲫᇹ三号、令ᇹ 128条のᲯᇹᲭより、居室及び居室か

ら地上にᡫずる主たる廊下、᨞段その他のᡫែの壁及び天井の室内に᩿するᢿ分

の仕上げを、準不༓材料ሁとしなければならないので、ᛚっている。 

 答 䠑 

   

2019

-2 

【37】 ḟの建⠏≀のうち、そのᵓ㐀及び床㠃✚に㛵係なく建⠏基‽ἲ➨ 35 条の 2 のつ定に

よる内の制㝈を受けるものはどれか。ただし、⮬動式のᾘⅆタ備及び排↮タ備はタ

けられていないものとする。 

 

  1) 㝔 

  2) 学ᰯ 

  3) ≀品㈍売ᴗを営む店⯒ 

  4) ⮬動㌴修⌮工場 

  5) ほぴ場 
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          解 答  

 

 【37】 1) 法別ᘙᇹ一ᲢいᲣ欄Ტ二Უ、令ᇹ 128条のᲮᇹ 1ᇹ一号ᘙᲢ二Უより、

ဇᡦのみでは内制㝈を受けない。 

  2) 法別ᘙᇹ一ᲢいᲣ欄Ტ三Უより、内制㝈を受けない。 

  3) 法別ᘙᇹ一ᲢいᲣ欄Ტ四Უ、令ᇹ 115条のᲭ、令ᇹ 128条のᲮᇹ 1ᇹ

一号ᘙᲢ三Უより、ဇᡦのみでは内制㝈を受けない。 

  4) 令ᇹ 128条のᲮᇹᲫᇹ二号より、಼ૹݸをणける。 

  5) 法別ᘙᇹ一ᲢいᲣ欄Ტ一Უ、令ᇹ 128条のᲮᇹ 1ᇹ一号ᘙᲢ一Უより、

ဇᡦのみでは಼ૹݸをणけない。 

 ሉ Ხ 

   

29-1 【38】 㜵ⅆ・㑊㞴に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 㝵㑊㞴安全᳨ドἲは、ⅆ⅏時において、建⠏≀の㝵からの㑊㞴が安全に⾜われ

ることを᳨ドする方ἲであり、当ヱ㝵の各居室ごとに、在室⪅が、ⅆ⅏がⓎ⏕

してから㑊㞴を㛤始するまでにせする時㛫、当ヱ居室の出口の一に㐩するまで

にせするṌ⾜時㛫、当ヱ居室の出口を㏻㐣するためにせする時㛫➼をィ⟬する

こととされている。 

 

  2) 全㤋㑊㞴安全᳨ドἲは、ⅆ⅏時において、建⠏≀からの㑊㞴が安全に⾜われる

ことを᳨ドする方ἲであり、各㝵における各ⅆ⅏室ごとに、ⅆ⅏がⓎ⏕してか

ら、在㤋⪅の全てが当ヱ建⠏≀から地上までの㑊㞴を⤊了するまでにせする時

㛫、ⅆ⅏により⏕じた↮又はガスが㝵ẁの㒊分又は当ヱ㝵の┤上㝵以上の㝵の

一にὶ入するためにせする時㛫➼をィ⟬することとされている。 

  3) ⪏ⅆ性⬟᳨ドἲは、屋内においてⓎ⏕が予 されるⅆ⅏によるⅆ⇕が加えられ

た場合に主せᵓ㐀㒊がᵓ㐀⪏力上支㞀のある損傷を⏕じないものであること、

建⠏≀の周囲においてⓎ⏕する㏻常のⅆ⅏によるⅆ⇕が加えられた場合に⪏力

壁である外壁がᵓ㐀⪏力上支㞀のある損傷を⏕じないものであること➼を☜か

める方ἲである。 
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  4) 㜵ⅆ区⏬᳨ドἲは、㛤口㒊にタけられる㜵ⅆタ備について、屋内及び建⠏≀の

周囲においてⓎ⏕が予 されるⅆ⅏によるⅆ⇕が加えられた場合に、ⅆ⅏の⥅

⥆時㛫以上、ⅆ⇕㠃以外の㠃にⅆ⅖を出すことなく⪏えることができることを

☜かめる方ἲである。 

 

 

 

 
          解 答  

 【38】 1) 

2) 

3) 

令ᇹ 129条ᇹᲭより、ਜ਼しい。 

令ᇹ 129条のᲬᇹ 3、令ᇹ 129条のᲬᇹᲮより、ਜ਼しい。 

令ᇹ 108条のᲭᇹᲫᇹ三号より、ਜ਼しい。 

  4) 令ᇹ 108条のᲭᇹ 5法ᇹ 62条ᇹᲫより、「᧸火区ဒ検ᚰ法」とは、口

ᢿにᚨけられる᧸火ᚨ備Ტ口ᢿᚨ備Უの火災におけるᢚ炎に᧙する性Ꮱを検

ᚰする方法で、屋内火災を対ᝋとしており、周囲における屋外火災は対ᝋとし

ていないので、ޣっている。 

    

 答 䠐 

   

2019

-2 

【39】 ḟの建⠏≀㸦各㝵を当ヱ⏝㏵に供するものとする。㸧のうち、建⠏基‽ἲ➨ 27条のつ

定による⪏ⅆ建⠏≀➼としなければならないものはどれか。ただし、㜵ⅆ地域及び‽

㜵ⅆ地域外にあるものとする。 

  

  1) 㸰㝵建ての㣧㣗店で、各㝵の床㠃✚の合ィがそれぞれ 250 m2のもの 

  2) 㸰㝵建ての児❺⚟♴施タで、各㝵の床㠃✚の合ィがそれぞれ 150 m2のもの 

  3) 㸰㝵建ての倉庫で、各㝵の床㠃✚の合ィがそれぞれ 100 m2のもの 

  4) 平家建ての患⪅の収容施タがあるデ⒪所で、床㠃✚の合ィが 300 m2のもの 

  5) 平家建ての⮬動㌴㌴庫で、床㠃✚の合ィが 200 m2のもの 
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          解 答  

 

 【39】 1) 法別ᘙᇹ一ᲢいᲣ欄Ტ四Უ、令ᇹ 11Ჯ条のᲭᇹ三号より、᨞数及び床᩿ᆢ

が該しない。  

  2) 法別ᘙᇹ一ᲢいᲣ欄Ტ二Უ、令ᇹ 11Ჯ条のᲭᇹ一号より、᨞数及び床᩿ᆢ

が該しない。 

  3) 法別ᘙᇹ一ᲢいᲣ欄Ტ五Უより、᨞数及び床᩿ᆢが該しない。 

  4) 法別ᘙᇹ一ᲢいᲣ欄Ტ二Უより、᨞数及び床᩿ᆢが該しない。 

  5) 法別ᘙᇹ一ᲢいᲣ欄Ტ六Უより、⪏ⅆ建⠏≀➼にしなければならない。 

 ሉ Ჯ 

   

2020

-1 

【40】 建築物䛾構造計算䛻関䛩䜛次䛾記述䛾䛖䛱、建築基準法上、ޣっている䜒䛾䛿䛹䜜䛛䚹 

 
  1) 㕲➽コンクリート㐀の建⠏≀において、保有Ỉ平⪏力ィ⟬によって安全性を☜か

める場合、ᵓ㐀⪏力上主せな㒊分であるᰕの主➽の断㠃✚の和は、コンクリート

の断㠃✚の 0.8㸣以上としなくてもよい。 

  2) 㕲㦵㐀の建⠏≀において、チ容応力度➼ィ⟬によって安全性を☜かめる場合、国

土交㏻大⮧が定める場合においては、ᵓ㐀⪏力上主せな㒊分であるᵓ㐀㒊材の変

形又は振動によって建⠏≀の使⏝上の支㞀が㉳こらないことを所定の方ἲによ

って☜かめなければならない。 

  3) 建⠏≀の実ἣによらないで、基♏の垂┤Ⲵ㔜による圧⦰力をィ⟬する場合、事務

室で、基♏のささえる床の数が㸵のときは、床の✚㍕Ⲵ㔜として採⏝する数値を

1,300㹌/㎡とすることができる。 

  4) 㕲㦵㐀の建⠏≀において、㝈⏺⪏力ィ⟬によって安全性を☜かめる場合、ᰕ以外

のᵓ㐀⪏力上主せな㒊分である㗰材の圧⦰材の有効⣽㛗ẚは、250 以下としなけ

ればならない。 
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          解 答  

 

 【40】 1) 令ᇹ 81条ᇹᲬᇹ一号イ、令ᇹ 36条ᇹᲬᇹ一号及び令ᇹ 77条ᇹ六号よ

り、ਜ਼しい。 

  2) 令ᇹᲲᲬ条ᇹ四号及び令ᇹ 82条のᲰ、並びに、令ᇹ 82条、令ᇹ 82条の 2

及び令ᇹ 82条の 4より、ਜ਼しい。 

  3) 令ᇹ 85条ᇹ 1及びᇹ 2より、1,800/㎡×0.7Ტささえる床の数ᲱᲣ

Ჷ1,260/㎡まで減じることができるので、ਜ਼しい。 

  4) 令ᇹᲭᲰ条ᇹ 1、ᇹᲬᇹ二号及び令ᇹ 65条より、ᨂမ᎑力ᚘምによって

安全性をᄩかめる場合には、᎑久性ሁ᧙係ᙹ定にᢘ合する構ᡯ方法をဇいる必

ᙲがある。しかし、「構ᡯ᎑力上主ᙲなᢿ分であるᥟ材の圧材の有効ኬᧈ比は、

柱は 200以下、柱以外のものは 250以下」とする᎑久性ሁ᧙係ᙹ定にはᛆ当

せずᢘ合させなくてもよいので、ޣっている。 

 ሉ Ხ 

   

2021

-1 

【41】 保有Ỉ平⪏力ィ⟬によって安全性が☜かめられた建⠏≀に㛵するḟのグ㏙のうち、建

⠏基‽ἲ上、ㄗっているものはどれか。ただし、㧗さが㸲㹫を㉸える建⠏≀とする。 

  1) 㕲㦵㐀の建⠏≀において、㧗力ボルト接合を⾜う場合、㧗力ボルト孔の径は、

原則として、㧗力ボルトの径より㸰mmを㉸えて大きくしてはならない。 

  2) 㕲➽コンクリート㐀の建⠏≀において、㕲➽に対するコンクリートのかぶり厚

さは、原則として、┤接土に接するᰕにあっては、㸲cm以上としなければなら

ない。 

  3) 㕲➽コンクリート㐀の建⠏≀において、主➽の⥅手の㔜ね㛗さは、径の同じ主

➽の⥅手をᵓ㐀㒊材における引張力の最も小さい㒊分にタける場合にあって

は、原則として、主➽の径の 25 倍以上としなければならない。 

  4) 㕲㦵㕲➽コンクリート㐀の建⠏≀において、ᵓ㐀⪏力上主せな㒊分であるᰕの

主➽は、㸲本以上としなければならない。 
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          解 答  

 

 【41】 1) 令ᇹ 68条ᇹ 2より、正しい。 

  2) 令ᇹ 79条ᇹ 1より、正しい。 

  3) 令ᇹ 36条ᇹᲬᇹ一号、法ᇹ 20条ᇹ 1ᇹ二号イより、ᇹ 81条ᇹ 2ᇹ

一号イに掲げる構ᡯᚘምᲢ保有水平᎑力ᚘምሁᲣによって安全性をᄩかめる場

合、令ᇹ 73条ᇹᲬのᙹ定はᢘဇされない。よって、ᛚり。 

  4) 令ᇹ 77条ᇹ 1ᇹ一号より、正しい。 

    

 答 䠏 

   

30-1 【42】 ḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗっているものはどれか。 

 

  1) ‽工ᴗ地域内の有料⪁人ホームの居室㸦天❆を有しないもの㸧で、外側にぬれ

⦕ではない幅㸯㹫の⦕側を有する㛤口㒊㸦㐨に㠃しないもの㸧の採光⿵ṇ係数

は、Ỉ平㊥㞳が㸴㹫であり、かつ、採光㛵係ẚ⋡が 0.24である場合においては、

0.7とする。 

 

 

 2) 㞟会場の⏝㏵に供する床㠃✚ 400 ㎡の居室に、換Ẽに有効な㒊分の㠃✚が 20

㎡の❆をタけた場合においては、換Ẽタ備をタけなくてもよい。 

  3) ≀品㈍売ᴗを営む店⯒で床㠃✚の合ィが 1,600 ㎡のものにおける客⏝の㝵ẁ

で、その㧗さが㸱㹫を㉸えるものにあっては、㧗さ㸱㹫以内ごとに㋀場をタけ

なければならない。 

  4) 居室の天井の㧗さは、室の床㠃から り、㸯室で天井の㧗さの␗なる㒊分があ

る場合においては、その平均の㧗さを 2.1㹫以上としなければならない。 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 
          解 答  

 

 【42】 1) 令ᇹ20条ᇹᲬᇹ二号により、採光ᙀ正係数は0.24×Ჲ―ᲫᲷ0.92となる。

令ᇹ 20条ᇹ 2ᇹ二号ロにより、1.0未満となる場合 1.0になる。 
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令ᇹ 20条ᇹᲬかっこ書きにより、ጂ側ᲢぬれጂをᨊくᲣを有する場合の採

光ᙀ正係数は 1.0×0.7Ჷ0.7となるので、ṇしい。 

  2) 法別ᘙᇹ一ᲢいᲣ欄Ტ一Უにᛆ当するཎ殊建ሰཋの居室においては、法ᇹ 28

条ᇹᲭ及び令ᇹ 20条のᲬᇹ一号による換気ᚨ備をᚨけなければならないの

で、ㄗっている。 

  3) 令ᇹ 23条ᇹ 1ᘙᲢ二Უにᛆ当する᨞段は、令ᇹ 24条ᇹ 1により៉場を

ᚨけなければならないので、ṇしい。 

  4) 令ᇹ 21条ᇹ 1及びᇹ 2により、ṇしい。 

 答 ２ 

   

26-2 【43】 木㐀㸰㝵建て、 延べ㠃✚ 120 m2の一戸建て住宅のィ⏬に㛵するḟのグ㏙のうち、 

建⠏基‽ἲに㐺合しないものはどれか。 

 

 

  1) Ⓨ⇕㔞の合ィが 10kW のⅆを使⏝する器具㸦「密㛢式⇞↝器具➼又は↮✺を

タけた器具」ではない。㸧のみをタけたㄪ⌮室㸦床㠃✚㸶m2㸧に、㸯m2 の有

効㛤口㠃✚を有する㛤口㒊を換Ẽ上有効にタけたので、換Ẽタ備をタけな

かった。 

  2) 㝵ẁ㸦┤㝵ẁ㸧の㋾上げの寸ἲを 23cm、㋃㠃の寸ἲを 15cmとした。  

  3) 㧗さ㸯m 以下の㝵ẁの㒊分には、手すりをタけなかった。   

  4) 㸯㝵の居室の床下をコンクリートでそったので、床の㧗さを、┤下の地㠃

からその床の上㠃まで 40 cmとした。 

  

  5) 下Ỉ㐨ἲ➨㸰条➨八号につ定する処⌮区域内であったので、便所について

は、ỈὙ便所とし、そのởỈ⟶を下Ỉ㐨ἲ➨㸰条➨三号につ定する公共下

Ỉ㐨に㐃⤖した。 

 

                                  

      

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 

 【43】 1) 法ᇹ 28条ᇹᲭ、令ᇹ 20条のᲭᇹ 1ᇹ二号より、延べ᩿ᆢが 100᳧Წを

ឬえるため換気ᚨ備は必ᙲである。నしない。 

  2) 令ᇹ 23条ᇹᲫ、ᇹ 1ただし書きより、㐺合する。 

  3) 令ᇹ 25条ᇹᲫ、ᇹ 4より、㐺合する。 
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  4) 令ᇹ 22条ᇹᲫ、ᇹ 1ただし書きより、㐺合する。 

  5) 法ᇹ 31条ᇹᲫより、㐺合する。 

    

 答 １ 

   

02-1 【44】 地上㸰㝵建ての事務所㸦㸰㝵の居室の床㠃✚の合ィが 300 ㎡㸧に屋内㝵ẁ㸦┤㝵ẁ㸧を

タける場合、図の㹊の値として、建⠏基‽ἲにనする࠹ঘのものは、 ḟのうちどれか。 

 

 

 

  1) 4.80m   

  2) 5.76m   

  3) 6.00m   

  4) 6.24m   

 

 

 

 

 

       解 答  

 【44】  令ᇹ 23条ᇹ 1ᘙᲢᲭᲣより、Ⴚ上᨞である 2᨞の居室床᩿ᆢの合ᚘが 200

㎡をឬえる屋内のႺ᨞段は、けあげ 20cm以下、៊᩿ 2Ხcm以上としなけれ

ばならない。 

   また、令ᇹ 24条より、៊幅 1.2m以上の៉り場をᚨけなければならない。 

   ᨞段の必ᙲ段数は、4.2᳧Ტ᨞᭗Უ÷0.20᳧ᲢけあげᲣᲷ21Ტ段Უ 

᨞段の必ᙲ៊᩿の最小数は、段数より 2᨞床᩿と៉場をᨊいた分となるため、 

21Ტ段Უ―ᲫᲢ2᨞床᩿ᲣᲧᲫᲢ៉場ᲣᲷ19Ტ៊᩿数Უ 

   よって、᳆の値の最小は、 

0.24᳧Ტ៊᩿寸法Უ×19Ტ៊᩿数ᲣᲥ1.2᳧Ტ៉場ᲣᲷ5.76m 
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 答 ２ 

   

29-2 【45】 木㐀㸰㝵建、延べ㠃✚ 100㎡の一戸建住宅のィ⏬に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽

ἲに㐺合しないものはどれか。 

  1) 㝵ẁ㸦㧗さ 3.0㹫の屋内の┤㝵ẁ㸧の㧗さ 1.5㹫の位⨨に、㋃幅 1.1㹫の㋀場を

タけた。 

  2) 㸯㝵の居室の床下をコンクリートでそったので、床の㧗さを、┤下の地㠃から

その床の上㠃まで 30cmとした。 

  3) 子ども㒊屋のクロゼット㸦収⣡スペース㸧の天井の㧗さを、2.0㹫とした。 

  4) Ⓨ⇕㔞の合ィが 12kWのⅆを使⏝する器具㸦「密㛢式⇞↝器具➼又は↮✺をタけ

た器具」ではない。㸧のみをタけたㄪ⌮室㸦床㠃✚ 10 ㎡㸧に、0.9 ㎡の有効㛤

口㠃✚を有する㛤口㒊を換Ẽ上有効にタけたので、その他の換Ẽタ備をタけな

かった。 

  5) 㝵ẁに代わる㧗さ 1.2㹫の傾斜㊰に幅 10cmの手すりをタけたので、当ヱ傾斜㊰

の幅の⟬定に当たっては、手すりはないものとみなした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       解 答  

 【45】 1) 令ᇹ 2Ხ条ᇹ 1より、నする。 

  2) 令ᇹ 22条より、నする。 

  3) 法ᇹ 2条ᇹ四号、令ᇹ 21条ᇹ 1より、నする。 

  4) 法ᇹ 28条ᇹ 3、令ᇹ 20条のᲭᇹ 1ᇹ二号より、床᩿ᆢのᲫᲩ10以上

の有効口ᢿを有する口ᢿを換気上有効にᚨけていないため、その他の換気

ᚨ備をᚨける必ᙲがある。よって、నしない。 

  5) 令ᇹ 23条ᇹ 3、令ᇹ 26条ᇹᲬより、నする。 

 ሉ Ხ 



                           ©ᮾ日本建⠏教⫱◊✲会(2004―2022)                        
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【46】 平家建て、延べ㠃✚ 120㹫2、㧗さ 5㹫の建⠏≀のᵓ㐀⪏力上主せな㒊分➼に㛵するḟ

のグ㏙のうち、建⠏基‽ἲに㐺合しないものはどれか。ただし、ᵓ㐀ィ⟬➼による安

全性の☜ㄆは⾜わないものとする。 

  1) 木㐀とするに当たって、木㐀の➽かいに、たすき掛けにするためのḞ㎸みをし

たので、必せな⿵強を⾜った。 

  2) 建⠏≀に㝃属する㧗さ 1.2㹫の塀を⿵強コンクリートブロック㐀とするに当た

って、壁の厚さを 10cmとし、控壁をタけなかった。 

  3) 㕲㦵㐀とするに当たって、ᰕの材料をⅣ⣲㗰とし、そのᰕの⬮㒊をアンカーボ

ルトにより基♏に⥭⤖した。 

  4 㕲㦵㐀とするに当たって、張り㛫が 13㹫以下であったので、㗰材の接合は、ボ

ルトが⦆まないように所定の措⨨をㅮじたボルト接合とした。 

  5) 㕲➽コンクリート㐀とするに当たって、ᰕの小径は、そのᵓ㐀⪏力上主せな支

Ⅼ㛫の㊥㞳の㸯/20以上とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       解 答  

 【46】 1) 令ᇹ 45条ᇹ 4より、ᢘ合する。 

  2) 令ᇹ 62条のᲲᇹ 1ᇹ五号より、ᢘ合する。 

  3) 令ᇹ 64条ᇹ 1より、ᢘ合する。 

  4) 令ᇹ 67条ᇹ 1より、ᢘ合する。 

  5) 令ᇹ 77条ᇹᲫᇹ五号より、ᤧሂコンクリートᡯにおける柱の小径は、その

構ᡯ᎑力上主ᙲな支点᧓のុᩉのᲫ/15以上としなければならない。よって、

ᢘ合しない。 

    

 答 䠑 
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【47】 建⠏≀のᵓ㐀強度及びᵓ㐀ィ⟬に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗっている

ものはどれか。 

  1) ᵓ㐀⪏力上主せな㒊分で≉に⭉㣗、⭉朽又は摩損のおそれ
㸬㸬㸬

のあるものには、⭉

㣗、⭉朽ⱝしくは摩損しにくい材料又は有効なさびṆめ、㜵⭉ⱝしくは摩損㜵

Ṇのための措⨨をした材料を使⏝しなければならない。 

  2) 屋᰿ふき材、外材➼は、㢼圧並びに地㟈その他の㟈動及び⾪撃によって⬺ⴠ

しないようにしなければならない。 

  3) 保有Ỉ平⪏力ィ⟬により、ᵓ㐀⪏力上主せな㒊分の断㠃に⏕ずる㛗期の応力度

をィ⟬する場合、≉定⾜政庁が指定する多㞷区域においては、地㟈力を⪃慮し

なければならない。 

  4) 倉庫ᴗを営む倉庫における床の✚㍕Ⲵ㔜は、3,900㹌/㹫2 未‶としてはならな

い。 

  5) 建⠏基‽ἲ➨ 20 条➨㸯㡯➨三号に掲げる建⠏≀にタける屋上から✺出する↮

✺については、国土交㏻大⮧が定める基‽に従ったᵓ㐀ィ⟬により㢼圧並びに

地㟈その他の㟈動及び⾪撃に対してᵓ㐀⪏力上安全であることを☜かめなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       解 答  

 【47】 1) 令ᇹ 37条より、正しい。 

  2) 令ᇹ 39条ᇹ 1より、正しい。  

  3) 令ᇹ 82条ᇹ 1ᇹ二号ᘙより、構ᡯ᎑力上主ᙲなᢿ分の断᩿にဃずるᧈ期の

応力度をᚘምする場合、ཎ定ᘍ政庁が指定する多ᩌ地域においては、地ᩗ力を

ᎋ慮しなくてもよい。よって、ᛚっている。 

  4) 令ᇹ 85条ᇹᲭより、正しい。 

  5) 令ᇹ 129条のᲬのᲭᇹ三号より、正しい。 

    

 ሉ Ჭ 

   

29-2 【48】 ḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗっているものはどれか。ただし、国土交㏻大⮧が

定める基‽に従ったᵓ㐀ィ⟬による安全性の☜ㄆは⾜わないものとする。 
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  1) 木㐀㸰㝵建て、延べ㠃✚ 200㎡の㞟会場において、床⤌及び小屋ばり⤌には木

ᯈその他これに㢮するものを国土交㏻大⮧が定める基‽に従って打ち付けし、

小屋⤌には振れṆめをタけなければならない。 

  2) 木㐀㸰㝵建て、延べ㠃✚ 300㎡の一戸建て住宅において、ᵓ㐀⪏力上主せな㒊

分である㸯㝵のᰕと基♏とをだぼ⥅ぎその他の国土交㏻大⮧が定めるᵓ㐀方ἲ

により接合し、かつ、当ヱᰕにᵓ㐀⪏力上支㞀のある引張応力が⏕じないこと

が国土交㏻大⮧が定める方ἲによって☜かめられた場合には、土台をタけなく

てもよい。 

  3) 建⠏基‽ἲ➨ 85 条➨㸰㡯につ定する工事を施工するために⌧場にタける事務

所㸦㕲㦵㐀㸰㝵建て、延べ㠃✚ 150 ㎡㸧において、ᰕに⏝いる㗰材は、その品

㉁が、国土交㏻大⮧の指定する日本工ᴗつ᱁に㐺合しなければならない。 

  4) 木㐀㸱㝵建て、延べ㠃✚ 250㎡の一戸建て住宅に対し、㕲㦵㐀平家建て、床㠃

✚ 60㎡のデ⒪所を、エキスパンションジョイントその他の┦互に応力を伝えな

いᵓ㐀方ἲのみで接する形で増⠏する場合には、建⠏基‽ἲ➨ 20条➨㸯㡯につ

定する基‽の㐺⏝については、それぞれ別の建⠏≀とみなされる。 

  5) 㕲㦵㐀平家建て、延べ㠃✚ 400 ㎡の体⫱㤋にタけられた≉定天井のᵓ㐀は、ᵓ

㐀⪏力上安全なものとして、国土交㏻大⮧が定めたᵓ㐀方ἲを⏝いるもの又は

国土交㏻大⮧のㄆ定を受けたものとしなければならない。 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【48】 1) 令ᇹ 46条ᇹᲭより、ṇしい。 

  2) 令ᇹ 42条ᇹᲫᇹ三号より、ṇしい。 

  3) 法ᇹ 37条、法ᇹ 85条ᇹᲬより、ㄗっている。 

  4) 法ᇹ 20条ᇹᲬ、令ᇹ 36条のᲮより、ṇしい。 

  5) 令ᇹ 39条ᇹᲭより、ṇしい。 

 

 答 䠏 

   

30-2 【49】 建⠏≀の㜵ⅆ区⏬、㜵ⅆ壁、㛫仕切壁➼に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、

ṇしいものはどれか。ただし、⪏ⅆ性⬟᳨ドἲ、㜵ⅆ区⏬᳨ドἲ、㝵㑊㞴安全᳨ドἲ、

全㤋㑊㞴安全᳨ドἲ及び国土交㏻大⮧が定めたᵓ㐀方ἲは⏝いないものとする。 

 

  1) 㸲㝵建ての⪏ⅆ建⠏≀の共同住宅で、メゾネット形式の住戸㸦住戸の㝵数が㸰

で、かつ、床㠃✚の合ィが 130 ㎡であるもの㸧においては、住戸内の㝵ẁの㒊
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分とその他の㒊分とを㜵ⅆ区⏬しなければならない。 

  2) ⤥Ỉ⟶が㜵ⅆ壁を㈏㏻する場合においては、当ヱ⟶と㜵ⅆ壁との㝽㛫を‽不⇞

材料で埋めなければならない。 

  3) 木㐀の建⠏≀に㜵ⅆ壁をタけなければならない場合においては、当ヱ㜵ⅆ壁は

⪏ⅆᵓ㐀とし、かつ、⮬❧するᵓ㐀であれば、⤌✚㐀とすることができる。 

  4) 建⠏㠃✚が 300㎡の建⠏≀の小屋⤌が木㐀である場合においては、原則として、

小屋の┤下の天井の全㒊を強化天井とするか、又は᱆⾜㛫㝸 12m以内ごとに

小屋に‽⪏ⅆᵓ㐀の㝸壁をタけなければならない。 

  5) 平家建て、延べ㠃✚が 1,200㎡の旅㤋で、⪏ⅆ建⠏≀及び‽⪏ⅆ建⠏≀以外の

ものは、床㠃✚の合ィ 1,000㎡以内ごとに㜵ⅆ上有効なᵓ㐀の㜵ⅆ壁よって有

効に区⏬しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         解 答  
 【49】 1) 令ᇹ 112条ᇹ 9及びᇹ 9ᇹ二号により、᧸火区ဒしなくてもよい。ޣり。 
  2) 令ᇹ 113条ᇹ 2、令ᇹ 112条 15により、モルタルその他の不༓材料で

埋めなければならない。ޣり。 

  3) 令ᇹ 113条ᇹᲫᇹ二号により、ኵᆢᡯとすることはできない。ޣり。 

  4) 令ᇹ 114条ᇹ 3により、300㎡をឬえていないので強化天井や準᎑火構ᡯ

のᨠ壁は不ᙲである。ޣり。 

  5) 法 26条により、ਜ਼しい。 

 ሉ Ჯ 
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【50】 屋᰿を㔠属ᯈでⵌき、壁を㔠属サイディング張りとした木㐀㸱㝵建て、延べ㠃✚ 180 

m2の一戸建て住宅において、ᶓᯫ材の┦互㛫の垂┤㊥㞳が 1 㝵にあっては 3.3m、㸰

㝵にあっては 3.2m、㸱㝵にあっては 2.5mである場合、建⠏基‽ἲ上、㸯㝵、㸰㝵及

び㸱㝵のᵓ㐀⪏力上主せな㒊分であるᰕの張り㛫方向及び᱆⾜方向の小径の必せ寸

ἲを‶たす最小の数値の⤌合せは、ḟのうちどれか。ただし、張り㛫方向及び᱆⾜方

向のᰕの┦互の㛫㝸は 10 㹫未‶とする。また、ᰕの小径に係る所定のᵓ㐀ィ⟬は⪃

慮しないものとする。 

   

   㸯㝵のᰕの小径 㸰㝵のᰕの小径 3㝵のᰕの小径  

  1) 12.0 cm 10.5 cm 10.5 cm 
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 2) 

3) 

4) 

12.0 cm 12.0 cm 10.5 cm 

12.0 cm 12.0 cm 12.0 cm 

13.5 cm 12.0 cm 10.5 cm 

 5) 13.5 cm 13.5 cm 12.0 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

    

 【50】  令ᇹ 43条 1ᘙᲢ二Უより、Ძ᨞は「その他の᨞の柱」でᲫ/30以上、Წ᨞

も「その他の᨞の柱」でᲫ/30 以上、Ჭ᨞は「最上᨞又は᨞数がᲫの建ሰཋの

柱」で 1Ჩ33以上としなければならない。 

   Ძ᨞の柱の小径は 3.3᳧×1Ჩ30Ჷ0.110mᲷ11.0cm また、令ᇹ 43 条ᇹ

2より、13.5cmを下回ってはいけない。よって、13.5cm 以上必せとなる。 

   2᨞の柱の小径は3.2᳧×1Ჩ30≒0.106
㸬
mᲷ10.6

㸬
cm→10.7cm以上必せとな

る。 

   Ჭ᨞の柱の小径は 2.5᳧×1Ჩ33≒0.075
㸬㸬

mᲷ7
㸬
.5
㸬
cm→10.5cm 以上必せとな

る。 

以上より、必ᙲ寸法の࠹ঘの数値のኵ合せをᎋえる。 

 答 䠐 

   

 

29-2 【51】 㐨㊰➼に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗっているものはどれか。ただし、

≉定⾜政庁による㐨㊰幅員に㛵する区域の指定はないものとする。 

  1) 㒔市ィ⏬区域及び‽㒔市ィ⏬区域以外の区域内においては、㐨㊰ἲによる幅

員 2m の㐨㊰に接している敷地の㐨㊰境⏺⥺ἢいに、建⠏≀に㝃属する㛛及

び塀は建⠏することができる。 

  2) ‽㒔市ィ⏬区域内においては、㒔市ィ⏬ἲによる幅員 4m の㐨㊰に 2m 接し

ている敷地には、建⠏≀を建⠏することができる。 

  3) 㒔市ィ⏬区域内のうち⏝㏵地域の指定のない区域㸦㒔市ィ⏬ἲ➨㸵条➨㸯㡯

につ定する市⾤化ㄪ整区域を㝖く㸧内においては、建⠏基‽ἲ➨㸱❶のつ定

が㐺⏝されるに⮳った㝿⌧に存在する幅員 6m の⚾㐨を廃Ṇしようとする場

合、≉定⾜政庁により、その⚾㐨の廃Ṇは制㝈されることがある。 
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  4) 㒔市ィ⏬ἲ➨㸵条➨㸯㡯につ定する市⾤化ㄪ整区域内においては、土地区⏬

整⌮ἲによる幅員 8m の㐨㊰の地┙㠃下にタける建⠏≀は、≉定⾜政庁のチ

可を受けることなく建⠏することができる。 

  5) 㒔市ィ⏬ἲ➨㸵条➨㸯㡯につ定する市⾤化区域内においては、㒔市再㛤Ⓨἲ

による幅員 30m の㐨㊰のṌ㐨㒊分にタける㏻⾜上支㞀がない公⾗便所は、≉

定⾜政庁のチ可を受けることなく建⠏することができる。 

 

 

 

 

 

          解 答  

 【51】 1) ᚨ問の「ᧉ及び塀」が建ሰ制ᨂを受けるのは、ᚨ問のᢊែが法ᇹᲮᲬ条ᇹᲬ

にᛆ当し、法ᇹᲮᲮ条の制ᨂを受けることሁがᎋえられるが、法ᇹ 41条

のᲬより、法ᇹᲭᇘᲢᇹᲲራをᨊくᲣのᙹ定は、ᣃ市ᚘဒ区域及び準ᣃ市ᚘ

ဒ区域内にᨂりᢘဇされ、この区域外におけるᚨ問の「ᧉ及び塀」はその制

ᨂを受けないので、正しい。 

  2) 法ᇹ 42条ᇹᲫᇹ二号、法ᇹ 43条ᇹᲫより、正しい。 

  3) 法ᇹ 45条ᇹᲫより、正しい。 

  4) 法ᇹ 42条、法ᇹ 44条ᇹᲫᇹ一号より、ᢊែ内の建ሰ制ᨂからは、地Ⴔ

᩿下にᚨける建ሰཋはᨊかれる。よって、ཎ定ᘍ政庁のᚩ可を受けることな

く建ሰすることができるので、正しい。 

  5) 法ᇹ 42条、法ᇹ 44条ᇹᲫᇹ二号より、公Ⴉ上必ᙲな建ሰཋሁで、ཎ定

政庁がᛐめて建ሰ審査会の同意得てᚩ可したものでなければ、ᢊែ内に建ሰ

してはならない。なお、歩ᢊᢿ分はᢊែであり、市ᘑ化区域はᣃ市ᚘဒ区域

内で定められた区分なので、ᛚり。 

 ሉ Ჯ 

 

2021-

1 

【52】 㒔市ィ⏬区域内の㐨㊰➼に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗっているもの

はどれか。 

  1) 土地を建⠏≀の敷地として利⏝するため、㐨㊰ἲ➼によらないで、≉定⾜政

庁からその位⨨の指定を受けて⠏㐀する㐨の⦪断㠃勾㓄は、原則として、12%

以下としなければならない。 

  2) 地区整備ィ⏬で㐨の㓄⨨及びつᶍ又はその区域が定められている地区ィ⏬の

区域内において、土地を建⠏≀の敷地として利⏝するため、㐨㊰ἲ➼によら

ないで、≉定⾜政庁からその位⨨の指定を受けて⠏㐀する㐨は、原則として、

当ヱ地区ィ⏬に定められた㐨の㓄⨨➼に即したものでなければならない。 

  3)  ‴⟶⌮⪅が⟶⌮する幅員10mの公共の⏝に供する㐨に2m以上接する敷地

においては、≉定⾜政庁が交㏻上、安全上、㜵ⅆ上及び⾨⏕上支㞀がないと

ㄆめてチ可した場合には、建⠏≀を建⠏することができる。 
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  4) 壁㠃⥺を㉺えるひさし
● ● ●

をタける建⠏≀を建⠏する場合には、≉定⾜政庁のチ

可が必せである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【52】 1) 法ᇹ 42条ᇹ 1ᇹ五号、令ᇹ 144条の 4ᇹ 1ᇹ四号より、正しい。 

  2) 法ᇹ 68条の 6より、正しい。 

  3) 法ᇹ 43条ᇹ 2ᇹ一号、ᙹ則ᇹ 10条の 3ᇹ 1ᇹ一号より、正しい。 

  4) 法ᇹ 47条より、建ሰཋのひさし
● ● ●

は制ᨂされていないので、ᛚり。 

    

 ሉ Ხ 

 

30-1 【53】 㒔市ィ⏬区域及び‽㒔市ィ⏬区域内の㐨㊰➼に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ

上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 㐨㊰の上✵にタける学ᰯのΏり廊下で、⏕徒の㏻⾜の危㝤を㜵Ṇするために

必せであり、≉定⾜政庁が安全上、㜵ⅆ上及び⾨⏕上他の建⠏≀の利便を妨

げ、その他周囲の⎔境を害するおそれがないとㄆめてチ可したものは、㐨㊰

内に建⠏することができる。 

  2) 建⠏≀の各㒊分の㧗さの制㝈において、建⠏≀の敷地が㒔市ィ⏬において定

められたィ⏬㐨㊰㸦建⠏基‽ἲ➨㸲㸰条➨㸯㡯➨四号にヱ当するものを㝖

く。㸧に接し、≉定⾜政庁が交㏻上、安全上、㜵ⅆ上及び⾨⏕上支㞀がないと

ㄆめる建⠏≀については、当ヱィ⏬㐨㊰が前㠃㐨㊰とみなされる。 

  3) 工事を施工するために㸰年㛫⌧場にタける事務所の敷地は、㐨㊰に 2m 以上

接しなければならない。 

  4) 幅員 4m の㎰㐨に 2m 以上接する敷地においては、≉定⾜政庁が交㏻上、安
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全上、㜵ⅆ上及び⾨⏕上支㞀がないとㄆめてチ可した延べ㠃✚ 250 m2建⠏≀

は、建⠏することができる。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

          解 答  

 【53】 1) 法ᇹᲮᲮ条ᇹᲫᇹ四号、ᇹᲬ及び令ᇹᲫᲮᲯ条ᇹᲬᇹ一号より、正し

い。 

  2) 法ᇹᲯᲰ条Ტ同条ᇹᲰᲣ、令ᇹᲫᲭᲫ条及び令ᇹᲫᲭᲫ条のᲬᇹᲬより、

正しい。 

  3) 法ᇹᲲᲯ条ᇹᲬより、工事を施工するためにྵ場にᚨける事務所は、原則

としてᇹᲭᇘのᙹ定はᢘဇされないので、ᛚり。 

  4) 法ᇹᲮᲭ条ᇹᲫ、同条ᇹᲬᇹ二号及び同法施ᘍᙹ則ᇹᲫᲪ条のᲭᇹᲮ

ᇹニ号より、幅員Ხ᳧以上のᠾᢊにᲬ᳧以上接する敷地において、ཎ定ᘍ政

庁が建ሰ審査会の同意を得てᚩ可したものは、延べ᩿ᆢにかかわらず建ሰす

ることができるので、正しい。 

    

 ሉ Ჭ 

 

2020-

2 

【54】 ḟの建⠏≀のうち、建⠏基‽ἲ上、新⠏することができるものはどれか。ただし、

≉定⾜政庁のチ可は受けないものとし、⏝㏵地域以外の地域、地区➼は⪃慮しない

ものとする。 

  1) ➨一✀低層住居専⏝地域における 2 㝵建て、延べ㠃✚ 220 m2の学⩦塾兼⏝

住宅で、居住の⏝に供する㒊分の床㠃✚が 150 m2のもの 

  2) ➨一✀中㧗層住居専⏝地域における 3 㝵建て、延べ㠃✚ 500 m2の㣧㣗店㸦各

㝵を当ヱ⏝㏵に供するもの㸧 

  3) ➨一✀中㧗層住居専⏝地域における 4 㝵建て、延べ㠃✚ 800 m2の保健所㸦各

㝵を当ヱ⏝㏵に供するもの㸧 

  4) ➨二✀中㧗層住居専⏝地域における平家建て、延べ㠃✚ 300 m2のバッティン

グ⦎⩦場 

  5) ➨二✀住居地域における平家建て、延べ㠃✚ 250 m2の原動ᶵを使⏝する⮬動

㌴修⌮工場で、作ᴗ場の床㠃✚の合ィが 100 m2のもの 
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          解 答  

 【54】 1) 法 48条ᇹ 1、法別ᘙᇹᲬᲢいᲣᇹ二号、令ᇹ 130条のᲭᇹ六号より、

延べ᩿ᆢのᲫᲩᲬ以上を居住のဇに供し、かつ、学፼塾のဇᡦに供するᢿ分

の床᩿ᆢの合ᚘが 50㎡以内であれば新ሰすることができるが、ᚨ問は学፼

塾ᢿ分の床᩿ᆢの合ᚘは 70㎡であるので、原則として新ሰできない。 

  2) ᇹ 48条ᇹᲭ、法別ᘙᇹ 2ᲢはᲣᇹ五号より、店のဇᡦに供するᢿ

分の床᩿ᆢの合ᚘが 500㎡以内かつ 2᨞以下であれば新ሰすることができ

るが、ᚨ問は 3᨞建てであるので、原則として新ሰできない。 

  3) ᇹ 48 条ᇹᲭ、法別ᘙᇹ 2ᲢはᲣᇹ七号、令ᇹ 130 条のᲯのᲮᇹ一号

より、新ሰできる。 

  4) 法 48 条ᇹᲮ、法別ᘙᇹᲬᲢにᲣᇹ三号、令ᇹ 130 条のᲰのᲬより、

原則として新ሰできない。 

  5) 法ᇹ 48条ᇹᲰ、法別ᘙᇹᲬᲢへᲣᇹ二号より、原則として新ሰできな

い。 

 ሉ Ჭ 

 

2021-

1 

【55】 㒔市ィ⏬区域内の建⠏≀の⏝㏵の制㝈に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗ

っているものはどれか。ただし、⏝㏵地域以外の地域、地区、㒔市施タ➼の指定は

なく、また、≉定⾜政庁のチ可➼は⪃慮しないものとする。 

  1) ➨一✀住居地域内において、「延べ㠃✚ 4,000m2、地上㸳㝵建ての保健所」は、

新⠏することができる。 

  2) ‽住居地域内において、「延べ㠃✚ 300m2、平屋建てのỈ⣲ステーション㸦⇞

料㟁ụ⮬動㌴⏝の圧⦰ガスを所定のタ備により㈓ⶶ・処⌮する建⠏≀㸧」は、

新⠏することができる。 

  3) ⏣園住居地域内において、「延べ㠃✚ 100m2、平屋建ての喫Ⲕ店」は、新⠏

することができる。 

  4) 工ᴗ地域内において、「延べ㠃✚ 1,000m2、平屋建ての⏘ᴗ廃Რ≀処⌮施タの

⏝㏵に供する建⠏≀㸦がれき㢮の◚○施タで、㸯日当たりの処⌮⬟力が 120t

のもの㸧」は、新⠏することができる。 
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          解 答  

 【55】 1) 法 48 条ᇹ 5 、法別ᘙᇹ二ᲢほᲣᇹ四号及びᲢはᲣ七号、令ᇹ 130

条の 5の 4ᇹᲫᇹ一号より、保健所はᇹ一ᆔ住居地域内に建ሰすることが

できるが、Ჯ᨞建て以上はᨊかれている。したがって、法別ᘙᇹ二ᲢほᲣ

ᇹ四号かっこ書き、令130条の7の2ᇹᲫᇹ一号より、延べ᩿ᆢが4,000

㎡であっても保健所はᨊかれているので、新ሰできる。 

  2) 法ᇹ 48条ᇹ 7、法別ᘙᇹ二ᲢとᲣᇹ四号、令 130条 9より、新ሰで

きる。 

  3) 法ᇹᲮᲲ条 8、法別ᘙᇹ二ᲢちᲣᇹ五号、令 130条の 5の 2ᇹ 1

ᇹ一号より、新ሰできる。 

  4) 法ᇹ 51条、令 130条の 2の 2より、卸売市場ሁその他政令で定める処ྸ

施ᚨのဇᡦに供する建ሰཋは、ᣃ市ᚘဒにおいてその敷地の位ፗが決定して

いるものでなければ新ሰしてはならないが、法ᇹ 51 条ただし書き及び令

130条の 2の 3ᇹᲫᇹ三号ヌより、工業地域内におけるင業廃棄ཋ処ྸ

施ᚨのဇᡦに供する建ሰཋの新ሰでがれきのᄊᄃ施ᚨは、Ძ日当たりの処

ྸᏡ力が 100t以下であればこのᨂりでない。しかし、ᚨ問のᄊᄃ施ᚨはᲫ

日当たりの処ྸᏡ力が 120tであるので、新ሰできない。 

    

 ሉ Ხ 

 

29-2 【56】 図のような敷地及び建⠏≀の㓄⨨において、建⠏基‽ἲ上、新⠏してはならない建

⠏≀は、ḟのうちどれか。ただし、≉定⾜政庁のチ可は受けないものとし、⏝㏵地

域以外の地域、地区➼は⪃慮しないものとする 。 

  1) 延べ㠃✚200m2の倉庫ᴗを営む倉庫 

  2) ㆙察⨫ 

  3) 延べ㠃✚ 300m2の旅㤋 

  4) 作ᴗ場の床㠃✚の合ィが 50m2で、原動ᶵの出力の合ィが 1.5kW の✵Ẽ圧⦰

ᶵを使⏝する⮬動㌴修⌮工場 

  5) ⪁人⚟♴センター 
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➨一✀住居地域 ➨二✀低層住居専⏝地域 

㞄  地 

㞄  地 

㞄 

地 

㐨

㊰ 

宅 

地 

10m 20m 23m 

25
m

 

20m 16m 
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          解 答  

 【56】  

 

 

1) 

法ᇹ 91 条より、建ሰཋの敷地が、ဇᡦ地域の内外にわたる場合、敷地のᢅ半の属する地

域のᙹ定がᢘဇされる。よって、ここでは敷地全体をᇹ一ᆔ住居地域Ტ法ᇹ 48条ᇹ 5Უ

とみなす。 

法別ᘙᇹᲬᲢほᲣᇹ一号、ᲢへᲣᇹ五号より、新ሰできない。 

  2) 法別ᘙᇹᲬᲢほᲣᇹ四号かっこ書、令ᇹ 130条のᲱのᲬᇹᲫᇹ一号より、ᜩ察ፙは、

新ሰできる。 

  3) 法別ᘙᇹᲬᲢほᲣᇹ四号より、旅はᲢはᲣに掲げる建ሰཋ以外の建ሰཋのဇᡦに供

するが、床᩿ᆢの合ᚘが 3,000m2をឬえるものでないので、新ሰできる。 

  4) 法別ᘙᇹᲬᲢほᲣᇹ一号、ᲢへᲣᇹ二号より、原動機を使ဇする工場で作業場の床᩿ᆢ

の合ᚘが 50m2以下のものは建ሰでき、また、ᲢほᲣᇹ一号、ᲢへᲣᇹ一号、ᲢとᲣᇹ

三号Ტ11Უより、原動機の出力の合ᚘが 1.5kW 以下のᆰ気圧機を使ဇする作業を営む

工場は、新ሰできる。 

  5) 法別ᘙᇹ 2ᲢほᲣより、各号にᛆ当しないので、新ሰできる。 

 ሉ Ძ 

 

2-2 【57】 図のような敷地及び建⠏≀㸦平家建て、延べ㠃✚ 100 m2㸧の㓄⨨において、建⠏

基‽ἲ上、新⠏してはならない建⠏≀は、ḟのうちどれか。ただし、≉定⾜政庁の

チ可は受けないものとし、⏝㏵地域以外の地域、地区➼は⪃慮しないものとする。 

  1) パン屋の工場㸦作ᴗ場の床㠃✚の合ィが 50 m2で、原動ᶵの出力の合ィが

0.75 ㎾のもの㸧 

  2) ␆⯋ 

  3) 宅地建≀取引ᴗを営む店⯒ 

  4) ␚屋㸦作ᴗ場の床㠃✚の合ィが 50 m2で、原動ᶵの出力の合ィが 0.75 ㎾

のもの㸧 

  5) デ⒪所 
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          解 答  

 【57】  

 

 

1) 

法ᇹ 91条より、ဇᡦ制ᨂに᧙しては、敷地のᢅ半の属する地域のᙹ定がᢘ

ဇされる。よって、ここでは敷地全体をᇹ二ᆔ中᭗層住居専ဇ地域Ტ法ᇹ 48

条ᇹᲮᲣとみなす。なお、建ཋの位ፗには᧙係しない。 

法別ᘙᇹᲬᲢにᲣᇹ二号、令 130条のᲰより、新ሰできる。 

  2) 法別ᘙᇹ 2ᲢにᲣᇹ六号、令 130 条のᲱより、ᚨ問のအᑀは、床᩿ᆢの

合ᚘが 15㎡をឬえているので、新ሰできない。 

  3) 法別ᘙᇹ 2ᲢにᲣ各号にᛆ当しないので、新ሰできる。 

  4) 法別ᘙᇹ 2ᲢにᲣ各号にᛆ当しないので、新ሰできる。 

  5) 法別ᘙᇹ 2ᲢにᲣ各号にᛆ当しないので、新ሰできる。 

 ሉ Წ 

 

2-2 【58】 図のような敷地において、建⠏基‽ἲ上、新⠏することができる建⠏≀の延べ㠃✚

㸦同ἲ➨㸳㸰条➨㸯㡯につ定する容✚⋡の⟬定の基♏となる延べ㠃✚㸧の最㧗㝈度

は、ḟのうちどれか。ただし、図にグ㍕されているものを㝖き、地域、地区➼及び

≉定⾜政庁の指定➼はないものとする。 

 

  1) 240m2 

  2) 312m2 

  3) 360m2 

  4) 468m2 

  5) 500m2 
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          解 答  

 【58】  法ᇹ 52条ᇹ 9、令ᇹ 135条の 18より、ཎ定ᢊែのዼ和ᙹ定がᢘဇさ

れる。 

WaᲷᲢ12Ყ6Უ×Ტ70ᲧᲮᲳᲣ/70Ჷ1.8m 

よって、前᩿ᢊែの幅員は、 

6Ქ1.8Ჷ7.8m 

 

法ᇹ 52条ᇹ 2より、容ᆢྙは前᩿ᢊែの幅員が 12᳧未満なので、ᢊែ

幅員による容ᆢྙとᣃ市ᚘဒで定められた容ᆢྙのうち、小さい方の値によ

る。 

ᣃ市ᚘဒで定められた容ᆢྙ          50/10 

前᩿ᢊែの幅員による容ᆢྙ 7.8×6/10Ჷ46.8/10 

Ჯ0/10 Ჸ 46.8/10  

よって、この敷地の容ᆢྙは 

46.8/10 

よって、この敷地の延べ᩿ᆢの最᭗ᨂ度は、 

Ტ10×10Უ×46.8/10Ჷ468m2 

 ሉ Ხ 

 

 

2021-

2 

【59】 㸰㝵建て、延べ㠃✚ 300m2 のḟの建⠏≀のうち、建⠏基‽ἲ上、新⠏してはなら

ないものはどれか。ただし、≉定⾜政庁のチ可は受けないものとし、⏝㏵地域以外

の地域、地区➼は⪃慮しないものとする。 

  1) 工ᴗ専⏝地域内の「㖟⾜の支店」 

  2) ⏣園住居地域内の「地域で⏕⏘された㎰⏘≀を材料とする料⌮の提供を主た

る┠ⓗとする㣧㣗店」 

  3) ➨二✀住居地域内の「ぱちんこ屋」 

  4) ➨二✀低層住居専⏝地域内の「日⏝品の㈍売を主たる┠ⓗとする店⯒」 

  5) ➨一✀低層住居専⏝地域内の「⪁人⚟♴センター」 
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          解 答  

 【59】 1) 法ᇹ 48条ᇹ 13、法別ᘙᇹᲬᲢわᲣより、各号にᛆ当しないので、新

ሰできる。 

  2) 法ᇹ 48条ᇹᲲ、法別ᘙᇹ 2ᲢちᲣᇹ四号、令 130条の 9の 4ᇹ二号

より、新ሰできる。 

  3) 法ᇹ 48条ᇹ 6、法別ᘙᇹ 2ᲢへᲣより、各号にᛆ当しないので、新ሰ

できる。 

  4) 法ᇹ 48条ᇹ 2、法別ᘙᇹ 2ᲢろᲣᇹ二号より、令ᇹ 130条の 5の 2

ᇹ一号より、ᚨ問は 2᨞建てであるが延べ᩿ᆢが 150㎡をឬえているので、

新ሰできない。 

  5) 法ᇹ 48条ᇹ 1、法別ᘙᇹ 2ᲢいᲣᇹ九号、令ᇹ 130条の 4ᇹ二号よ

り、ᚨ問は延べ᩿ᆢが 600㎡以内であるので、新ሰできる。 

 ሉ Ხ 

 

30-2 【60】 図のようなエレベーターのない共同住宅を新⠏する場合、建⠏基‽ἲ上、同ἲ➨ 

㸳㸰条➨㸯㡯につ定する容✚⋡の⟬定の基♏となる延べ㠃✚は、ḟのうちどれか。

ただし、⮬動㌴㌴庫➼の⏝㏵に供する㒊分はないものとし、地域、地区➼及び≉定

⾜政庁の指定➼は⪃慮しないものとする。 

  1) 235m2 

  2) 250m2 

  3) 280m2 

  4) 375m2 

  5) 420m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【60】  ○ 法ᇹ 52条ᇹ 6より、建ሰཋの容ᆢྙのም定の基ᄽとなる延べ᩿ᆢには、

原則として、昇ᨀ機の昇ᨀែのᢿ分又は共ဇの廊下ᒉしくは᨞段のဇに供す

㸰㝵   
床㠃✚ 90 ㎡㸦※㸧 

㸯㝵   
床㠃✚ 165 ㎡㸦※㸧 

地㝵   
床㠃✚ 165 ㎡㸦※㸧 

地┙㠃 
▽ 

断㠃図 

㸦※㸧各㝵の床㠃✚には
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬

、それぞれ共⏝の廊下及び㝵ẁの⏝に供する㒊分の床㠃✚ 15
㸬
㎡を含む
㸬㸬㸬㸬

。 



                           ©ᮾ日本建⠏教⫱◊✲会(2004―2022)                        

るᢿ分の床᩿ᆢは、ም入しない。 

  ○ 法ᇹ 52条ᇹ 3より、建ሰཋの容ᆢྙのም定の基ᄽとなる延べ᩿ᆢには、

ᚨ問の地᨞の床᩿ᆢは、原則として、1/3をᨂ度にም入しない。 

   住宅ᢿ分の床᩿ᆢの合ᚘ 

各᨞の床᩿ᆢから、容ᆢྙም定上の延べ᩿ᆢにም入しないᢿ分をᨊいた住宅

ᢿ分の床᩿ᆢの合ᚘ 

Ტ90㎡Ყ15㎡ᲣᲥᲢ165㎡Ყ15㎡ᲣᲥᲢ165㎡Ყ15㎡ᲣᲷ375㎡ 

住宅ᢿ分の床᩿ᆢの合ᚘの 1/3 

375㎡×1/3Ჷ125㎡ 

   地᨞ᢿ分の容ᆢྙ対ᝋ床᩿ᆢ 

165㎡Ყ15㎡Ყ125㎡Ჷ25㎡ 

 

 

  容ᆢྙም定の基ᄽとなる延べ᩿ᆢ 

Ტ90㎡Ყ15㎡ᲣᲥᲢ165㎡Ყ15㎡ᲣᲥ25㎡Ჷ250㎡ 

 ሉ Წ 

 

29-2 【61】 図のような敷地において、⪏ⅆ建⠏≀を新⠏する場合、建⠏基‽ἲ上、新⠏するこ

とができる建⠏≀の建⠏㠃✚の最㧗㝈度は、ḟのうちどれか。ただし、図にグ㍕さ

れているものを㝖き、地域、地区➼及び≉定⾜政庁の指定・チ可➼はなく、図に♧

す⠊囲に㧗低差はないものとする。 

  1) 246m2 

  2) 255m2 

  3) 276m2 

  4) 285m2 

  5) 297m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          解 答  
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㜵ⅆ地域 
‽住居地域 

㒔市ィ⏬で定められた 
建ⶸ⋡ 6/10 

5m 

㐨

㊰ 

建⠏基‽ἲ➨42条➨㸰㡯のつ定に 
基づき≉定⾜政庁が指定した㐨 
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 【61】  法ᇹ 53条ᇹᲬより、ဇᡦ地域ごとの建ሰ᩿ᆢの合ᚘとする。 

法ᇹ 53条ᇹᲭᇹ一号イより、準住居地域は  

建ぺいྙ 6/10Ქ1/10Ჷ7/10 

法ᇹ 53条ᇹᲰᇹ一号より、商業地域は   

建ぺいྙ 10/10Ტᢘဇᨊ外Უ 

法ᇹ 42条ᇹᲬより、ᙹ定に基づきཎ定ᘍ政庁が指定したᢊは、ᢊែの中

心ዴからᲬmのዴを境မዴとみなす。 

よって、 

準住居地域 敷地᩿ᆢ 15m×Ტ15mᲧ1mᲣᲷ210㎡ 

建ሰ᩿ᆢ 210㎡×7/10Ჷ147㎡ 

 商業地域 敷地᩿ᆢ 15m×10mᲷ150㎡  

      建ሰ᩿ᆢ 150㎡×10/10Ჷ150㎡ 

147㎡Ქ150㎡Ჷ297㎡ 

 ሉ Ჯ 

 

2-2 【62】 「建⠏≀及び敷地の条件」とその「建ⶸ⋡の最㧗㝈度」との⤌合せとして、建⠏基

‽ἲ上、ṇしいものは、ḟのうちどれか。ただし、⏝㏵地域、㜵ⅆ地域及び‽㜵ⅆ

地域以外の地域、地区➼は⪃慮しないものとし、≉定⾜政庁によるゅ地及び壁㠃⥺

の指定➼はないものとする。 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【62】 1) 法ᇹ 53条ᇹᲫᇹ一号、ᇹᲭᇹ一号イより、᧸火地域内にある᎑火建ሰཋは、1/10

のዼ和がᢘဇされ、6/10Ქ1/10Ჷ7/10。ᛚっている。 

 建⠏≀及び敷地の条件  
建ⶸ⋡の 

最㧗㝈度 
  

建⠏≀のᵓ㐀 

敷 地 

⏝㏵地域 

㸦㒔市ィ⏬で定められた建ⶸ⋡㸧 

㜵ⅆ地域又は 

‽㜵ⅆ地域の指定 

1) ⪏ⅆ延⠏≀ ➨一✀中㧗層住居専⏝地域㸦6/10㸧 㜵ⅆ地域内の敷地 6/10 

2) ⪏ⅆ建⠏≀ ‽住居地域㸦6/10㸧 ‽㜵ⅆ地域内の敷地 6/10 

3) ⪏ⅆ建⠏≀ ㏆㞄商ᴗ地域㸦8/10㸧 㜵ⅆ地域の内外に

わたる敷地 

㐺⏝しない 

4) ⪏ⅆ建⠏≀ 商ᴗ地域     㜵ⅆ地域内の敷地 9/10 

5) ‽⪏ⅆ建⠏≀ 工ᴗ地域㸦5/10㸧 㜵ⅆ地域の内外に

わたる敷地 
6/10 
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  2) 法ᇹ 53条ᇹᲫᇹ二号、ᇹᲭᇹ一号イより、準᧸火地域内にある᎑火建ሰཋは、1/10

のዼ和がᢘဇされ、6/10Ქ1/10Ჷ7/10。ᛚっている。 

  3) 法ᇹ 53条ᇹᲫᇹ三号より、ᣃ市ᚘဒで定められた建ᔻྙは 8/10。また、同条ᇹ 7

より、この敷地は᧸火地域内にあるものとみなして、同条ᇹ 3 ᇹ一号又は同条ᇹ 6 

ᇹ一号のᙹ定をᢘဇする。したがって、建ᔻྙのᨂ度が 8/10とされている地域内で、か

つ、᧸火地域内にある᎑火建ሰཋは、建ᔻྙの制ᨂを受けないᲢ10/10Უ。正しい。 

  4) 法ᇹ 53条ᇹᲫᇹ四号、同条ᇹ 6 ᇹ一号より、建ᔻྙのᨂ度が 8/10とされている

地域内で、かつ、᧸火地域内にある᎑火建ሰཋは、建ᔻྙの制ᨂを受けないᲢ10/10Უ。

ᛚっている。 

  5) 法ᇹ 53条ᇹᲫᇹ五号より、ᣃ市ᚘဒで定められた建ᔻྙは 5/10。また、同条ᇹ 7

より、建ሰཋの全ᢿが᎑火建ሰཋሁであるときは、この敷地は᧸火地域内にあるものとみ

なして、同条ᇹ 3 ᇹ一号又は同条ᇹ 6 ᇹ一号のᙹ定をᢘဇするが、ᚨ問は準᎑火建

ሰཋであるので、制ᨂのዼ和はᢘဇされない。よって 5/10。ᛚっている。 

 ሉ Ჭ 

30-1 【63】 図のような敷地において、⪏ⅆ建⠏≀を新⠏する場合、建⠏基‽ἲ上、建⠏するこ

とができる建⠏≀の建ⶸ⋡㸦同ἲ➨㸳㸱条につ定する建ⶸ⋡㸧と建⠏≀の容✚⋡㸦同

ἲ➨㸳㸰条につ定する容✚⋡㸧の最㧗㝈度の⤌合せとして、ṇしいものは、ḟのう

ちどれか。ただし、図にグ㍕されているものを㝖き、地域、地区➼及び≉定⾜政庁

の指定、チ可➼は⪃慮しないものとする。 

    

     

  

1) 

2) 

3) 

4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                       
    

 

 

 
          解 答  

 【63】 〈建ᔻྙ〉 法ᇹ 53条ᇹ 2より、敷地が建ᔻྙのီなるဇᡦ地域にわたる場合は、それぞれの建ᔻྙのᨂ

度に、当ᛆ地域の᩿ᆢの敷地᩿ᆢに対する割合を乗じて得た値の合ᚘᲢ加平均Უ以下とする。 

  
○商業地域 法ᇹ 53条ᇹ 1ᇹ四号より、ᣃ市ᚘဒで定める建ᔻྙは、8/10。 

法ᇹ 53 条ᇹ 6 より、建ᔻྙが 8/10 の地域内で᧸火地域内にある᎑火建ሰཋは、建ᔻྙの

ᙹ定はᢘဇされないので、10/10。 

  
○準住居地域 法ᇹ 53条ᇹ 1ᇹ二号及び問᫆より、ᣃ市ᚘဒで定める建ᔻྙは 6/10。 

法ᇹ 53条ᇹ 3およびᇹ 7より、建ᔻྙが 8/10の地域以外で、᧸火地域内の᎑火建ሰཋ

30m 10m 

㐨 ㊰ 

35
m

 
4m

 
20

m
 

20
m

 

㐨 

㊰ 

宅

地 

㞄 地 

宅 地 

敷 地 

商ᴗ地域 
㜵ⅆ地域 

㒔市ィ⏬で定められた

容✚⋡ 80/10 
 

‽住居地域 
‽㜵ⅆ地域 

㒔市ィ⏬で定められた

容✚⋡ 30/10 
㒔市ィ⏬で定められた 

建ⶸ⋡ 6/10 

㞄

地 

15
m

 

㐨 ㊰ 

宅 地 

┿北 

⾤区のゅにある

敷地➼として≉

定⾜政庁が指定

したものとする。 

建ⶸ⋡の最㧗㝈度 容✚⋡の最㧗㝈度 

8.5/10 40/10 

8.5/10 48/10 

9/10 
40/10 

9/10 
48/10 
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ሁは、Ქ1/10。また、ᘑ区のᚌにある敷地でཎ定ᘍ政庁が指定したものは、Ქ1/10。つまり、

6/10Ქ1/10Ქ1/10Ჷ8/10。 

  
○最᭗ᨂ度 ᳵ10/10×Ტ20×30/40×30Უ᳷Ქᳵ8/10×Ტ20×30Უ/Ტ40×30Უ᳷Ჷ9/10 

 

 

 

 

 

 

 
〈容ᆢྙ〉 ・ 

 

      ・ 

 

 

      ・ 

 

      ・ 

 

○商業地域 

 

 

○準住居地域 

 

 

○最᭗ᨂ度 

前᩿ᢊែの幅員が 12m未満なので、容ᆢྙのᨂ度は、「指定容ᆢ Ტྙ法ᇹ 52条ᇹᲫᲣ」と「ᢊ

ែ幅員による容ᆢྙᲢ同条ᇹ 2Უ」のうち、いずれか小さい方の値とする。 

法ᇹ 52条ᇹ 9、令 135条の 18より、前᩿ᢊែの幅員に加ምする数値は、 

WaᲷᳵᲢ12-10Უ×Ტ70-35Უ᳷/70Ჷ1m。 

従って、ᙱ側前᩿ᢊែの幅員は、10mᲥ1mᲷ11mとみなされる。 

法ᇹ 52 条ᇹ 2 かっこ書きより、前᩿ᢊែが 2 以上あるときは、その幅員の最大のものが採

ဇされるので、ᢊែ幅員による容ᆢྙም定のためのᢊែ幅員は 11m。 

法ᇹ 52条ᇹ 7より、敷地が容ᆢྙのီなるဇᡦ地域にわたる場合は、それぞれの容ᆢྙのᨂ

度に、当ᛆ地域の᩿ᆢの敷地᩿ᆢに対する割合を乗じて得た値の合ᚘᲢ加平均Უ以下とする。 

問᫆より、指定容ᆢྙは、80/10。 

法ᇹ 52条ᇹ 2ᇹ三号より、ᢊែ幅員による容ᆢྙは、11×6/10Ჷ66/10。 

したがって、容ᆢྙのᨂ度は 66/10。 

問᫆より、指定容ᆢྙは、30/10。 

法ᇹ 52条ᇹ 2ᇹ二号より、ᢊែ幅員による容ᆢྙは、11×4/10Ჷ44/10。 

したがって、容ᆢྙのᨂ度は、30/10。 

ᳵ66/10×Ტ20×30/40×30Უ᳷Ქᳵ30/10×Ტ20×30Უ/Ტ40×30Უ᳷Ჷ48/10 

 ሉ 4 

30-1 【64】 㝔に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗっているものはどれか。ただし、

㝵㑊㞴安全᳨ドἲ、全㤋安全᳨ドἲ及び国土交㏻大⮧のㄆ定による安全性の☜ㄆは

⾜わないものとする。 

  1) 敷地が➨一✀中㧗層住居専⏝地域内に 300 ㎡、➨二✀低層住居専⏝地域内に

700 ㎡と二つの⏝㏵地域にわたる場合、当ヱ敷地には、≉定⾜政庁のチ可を

受けなければ㝔を新⠏することができない。 

  2) ‽㜵ⅆ地域内の地上 2 㝵建てで、各㝵の床㠃✚が 300 ㎡のもの㸦各㝵とも患

⪅の収容施タがあるもの㸧は、⪏ⅆ建⠏≀又はこれと同➼以上の延↝㜵Ṇ性

⬟を有する所定の建⠏≀としなければならない。 

  3) 患⪅⏝の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6㹫以上としなければならな

い。 

  4) 入㝔患⪅のㄯヰのために使⏝される居室には、原則として、採光のための❆

その他の㛤口㒊をタけなければならない。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【64】 1) 法ᇹ 91条より、敷地のᢅ半の属する地域であるᇹ二ᆔ低層住居専ဇ地域の

ᙹ定をᢘဇする。法ᇹ 48条ᇹ 2、法別ᘙᇹᲬᲢろᲣ各号にᛆ当せず、

法ᇹ 48条ᇹ 2のただし書きによるᚩ可が必ᙲとなるので、正しい。 

  2) 準᧸火地域内のཎ殊建ሰཋは、法ᇹ 61条と法ᇹ 27条の厳しい法のᙹ定を
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ᢘဇする。まず、法ᇹ 61条より、令ᇹ 136条の 2ᇹ二号イ又はロのいず

れかの基準にᢘ合するもので、国土交ᡫ大ᐫが定めた構ᡯ方法をဇいるもの

としなければならない。また、法ᇹ 27条ᇹ 1ᇹ二号、法別ᘙᇹ 1ᲢいᲣ

欄Ტ2Უより、必ずしも᎑火建ሰཋとする必ᙲはない。以上より、ᚨ問の

建ሰཋは、᎑火建ሰཋ及びこれと同ሁ以上の延᧸止性Ꮱを有する所定の建

ሰཋ以外のものとすることができるので、ᛚり。 

  3) ၏ᨈは、法別ᘙᇹ 1ᲢいᲣ欄Ტ2Უに掲げるཎ殊建ሰཋであり、令ᇹ 117

条ᇹ 1にᛆ当する。よって、令ᇹ 119条より、正しい。 

  4) 法ᇹ 28条ᇹ 1、令ᇹ 19条ᇹ 2ᇹ五号より、正しい。 

 ሉ Წ 

 

2021-

2 

【65】 図のような敷地において、建⠏≀を新⠏する場合、建⠏基‽ἲ上、A Ⅼにおける地

┙㠃からの建⠏≀の㧗さの最㧗㝈度は、ḟのうちどれか。ただし、➨一✀低層住居

専⏝地域の㒔市ィ⏬において定められた建⠏≀の㧗さの最㧗㝈度は 10m であり、

敷地は平坦で、敷地、㞄地及び㐨㊰の┦互㛫の㧗低差並びに㛛及び塀はなく、また、

図にグ㍕されているものを㝖き、地域、地区➼及び≉定⾜政庁の指定・チ可➼はな

いものとし、日影つ制㸦日影による中㧗層の建⠏≀の㧗さの制㝈㸧及び天✵⋡は⪃

慮しないものとする。なお、建⠏≀は、全ての㒊分において、㧗さの最㧗㝈度まで

建⠏されるものとする。 

  1) 6.25m 

  2) 10.00m 

  3) 11.25m 

  4) 18.75m 

  5) 21.25m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【65】   

    

    

※建ሰཋの敷地がီなるဇᡦ地域にわたる場合は、建ሰཋのそれぞれのᢿ分におけるဇᡦ地域の᭗さ制ᨂを 

受ける。したがって、A点の᭗さ制ᨂは、ᇹ一ᆔ中᭗層住居専ဇ地域内の北側斜ዴ制ᨂ、ᢊែ斜ዴ制ᨂ、 

ᨩ地斜ዴ制ᨂを検᚛し、最も厳しい値をとる。 

北側斜ዴ制ᨂ 

○法ᇹ 56条ᇹ 1ᇹ三号より、A点からჇ北方向のᨩ地境မዴまでの水平ុᩉは 1mであるので、 

10mᲥ1.25×1mᲷ11.25m 

ᢊែ斜ዴ制ᨂ 

○法ᇹ 56条ᇹ 2より、前᩿ᢊែの反対側の境မዴは、建ሰཋの後ᡚុᩉの最小値だけ外側のዴとみなす。

よって、A点からᢊែの反対側の境မዴとみなすዴまでの水平ុᩉは、 

  2mᲥ5mᲥ2mᲥ2mᲥ4mᲥ2mᲷ17m ……① 

○法別ᘙᇹ 3ᲢはᲣ欄 1のより、ᢘဇុᩉは 20m以下であり、①よりA点は前᩿ᢊែによる斜ዴ制ᨂを 

受ける。また、同ᘙᲢにᲣ欄 1のより、水平ុᩉに乗じる数値は 1.25であるから、 

2m 3m 1m 3m 1m 

➨一✀中㧗層住居専⏝地域 

㒔市ィ⏬で定められた 

容✚⋡ 20/10 

建⠏≀ 㞄 

地 

敷 地 

宅 地 

㐨 ㊰ 

A 
㞄 地 

2m
 

4m
 

5m
 

2m
 

2m
 

➨一✀低層住居専⏝地域 

㒔市ィ⏬で定められた 

容✚⋡ 10/10 

1m
 

    

 

┿北 

㞄 

地 
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 ሉ Ჭ 

   

30-2 【66】 図のような敷地において、建⠏≀を新⠏する場合、建⠏基‽ἲ上、A Ⅼにおける地

┙㠃からの建⠏≀の㧗さの最㧗㝈度は、ḟのうちどれか。ただし、敷地は平坦で、

敷地、㞄地及び㐨㊰の┦互㛫の㧗低差並びに㛛及び塀はなく、また、図にグ㍕され

ているものを㝖き、地域、地区➼及び≉定⾜政庁の指定・チ可➼はないものとし、

日影つ制㸦日影による中㧗層の建⠏≀の㧗さの制㝈㸧及び天✵⋡は⪃慮しないもの

とする。なお、建⠏≀は、全ての㒊分において、㧗さの最㧗㝈度まで建⠏されるも

のとする。 

  1) 7.50m 

  2) 8.75m 

  3) 10.00m 

  4) 10.50m 

  5) 11.25m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【66】   

    

    

    

 

 

   

※ᢊែ斜ዴ制ᨂとᨩ地斜ዴ制ᨂを検᚛し、いずれか厳しい方の値をとる。 

ᢊែ斜ዴ制ᨂ 

○法ᇹ 56条ᇹ 6及び令ᇹ 132条ᇹ 1より、前᩿ᢊែが 2以上あるので、幅員の大きい東側前᩿ᢊែ

Ტ6mᲣの境မዴからの水平ុᩉがその幅員の 2 倍以内かつ 35m 以内の区域及び北側前᩿ᢊែの中心ዴ

からの水平ុᩉ 10mをこえる区域においては北側前᩿ᢊែ幅員を 6᳧とみなすことができる。 

○法ᇹ 56条ᇹ 2より、前᩿ᢊែの反対側の境မዴは、建ሰཋの後ᡚុᩉの最小値だけ外側のዴとみなす。

よって、A点からᢊែの反対側の境မዴとみなすዴまでの水平ុᩉは、それぞれ 

  東側前᩿ᢊែᲴ6mᲥ2mᲥ6mᲥ2mᲷ16m 

  北側前᩿ᢊែᲴ2mᲥ6mᲥ1mᲷ9m……① 

 となるから、このうち厳しい方の北側前᩿ᢊែについて検᚛すればᑣい。 

○法ᇹ 52条ᇹ 2ᇹ二号より、前᩿ᢊែによる容ᆢྙを求める。 

ᇹ一ᆔ住居地域 6×4/10Ჷ24/10 Ჸ 20/10 

○法ᇹ 56条ᇹ 1ᇹ一号、法別ᘙᇹ 3ᲢはᲣ欄 1のより、ᢘဇុᩉは 20m以下であり、①より北側前

᩿ᢊែによる斜ዴ制ᨂを受ける。また、同ᘙᲢにᲣ欄 1のより、水平ុᩉに乗じる数値は 1.25である

から、 

  9m×1.25Ჷ11.25᳧  

ᨩ地斜ዴ制ᨂ 

    

 

┿北 

➨一✀住居地域 

㒔市ィ⏬で定められた 

容✚⋡ 20/10 

 

宅 地 

㐨 ㊰ 

建⠏≀ 

敷 地 

㞄 地 

㞄 

地 

㐨 

㊰ 

宅 

地 

A 

1m 
3m 6m 2m 6m 

4m
 

5m
 

3m
 

1m
 

1m
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 ሉ 5 

 

 

2021 

-1 

【67】 図のような敷地において、建⠏≀を新⠏する場合、建⠏基‽ἲ上、A Ⅼにおける地

┙㠃からの建⠏≀の㧗さの最㧗㝈度は、ḟのうちどれか。ただし、敷地は平坦で、

敷地、㞄地及び㐨㊰の┦互㛫に㧗低差はなく、㛛、塀➼はないものとする。また、

図にグ㍕されているものを㝖き、地域、地区➼及び≉定⾜政庁による指定、チ可➼

並びに日影による中㧗層の建⠏≀の㧗さの制㝈及び天✵⋡に㛵するつ定は⪃慮し

ないものとする。なお、建⠏≀は、全ての㒊分において、㧗さの最㧗㝈度まで建⠏

されるものとする。 

  1) 16.5m 

  2) 21.0m 

  3) 37.5m 

  4) 38.5m 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【67】   

    

    

    

    

※ᢊែ斜ዴ制ᨂとᨩ地斜ዴ制ᨂを検᚛し、いずれか厳しい方の値をとる。 

ᢊែ斜ዴ制ᨂ 

○法ᇹ 56条ᇹ 6及び令ᇹ 132条ᇹ 1より、前᩿ᢊែが 2以上あるので、幅員の大きい北側前᩿ᢊែ

Ტ16mᲣの境မዴからの水平ុᩉがその幅員の 2 倍以内かつ 35m 以内の区域及び南側前᩿ᢊែの中心

ዴからの水平ុᩉ 10m をこえる区域においては南側前᩿ᢊែ幅員も 16᳧とみなすことができ、A 点は

この区域内にある。 

○法ᇹ 56条ᇹ 2より、前᩿ᢊែの反対側の境မዴは、建ሰཋの後ᡚុᩉの最小値だけ外側のዴとみなす。

よって、A点からᢊែの反対側の境မዴとみなすዴまでの水平ុᩉは、それぞれ 

  北側前᩿ᢊែᲴ26mᲥ3mᲥ16mᲥ3mᲷ48m 

  南側前᩿ᢊែᲴ3mᲥ3mᲥ16mᲥ3᳧Ჷ25m……① 

 となるから、このうち厳しい方の南側前᩿ᢊែについて検᚛すればᑣい。 

○法ᇹ 52条ᇹ 2より、前᩿ᢊែ幅員が 12᳧以上なので、容ᆢྙは指定容ᆢྙによる。 

商業地域 80/10 

○法ᇹ 56条ᇹ 1ᇹ一号、法別ᘙᇹ 3ᲢはᲣ欄 2のより、ᢘဇុᩉは 30m以下であり、①より南側前

᩿ᢊែによる斜ዴ制ᨂを受ける。また、同ᘙᲢにᲣ欄 2のより、水平ុᩉに乗じる数値は 1.5であるか

ら、 

  25m×1.5Ჷ37.5᳧  

 

35
m

 
29

m
 

3m
 

3m
 

1m 3m 

    

 

┿北 

 

㞄 

地 

㞄 

地 
3m

 

5m
 

35m 

 

建⠏≀ 

商ᴗ地域 
㒔市ィ⏬で定められた 
容✚⋡ 80/10 

A 

31m 

1m 

 

16
m

 

 

宅 地 

 
㐨 ㊰ 

 

敷 地 

 㐨 ㊰ 

 宅 地 
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 ሉ Ჭ 

 

2019-

2 

【68】 建⠏≀の㧗さの制㝈又は日影つ制㸦日影による中㧗層の建⠏≀の㧗さの制㝈㸧に㛵

するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗっているものはどれか。ただし、⏝㏵地域

以外の地域、地区➼及び地形の≉Ṧ性に㛵する≉定⾜政庁の定め➼は⪃慮しないも

のとする。 

  1) 㐨㊰の㧗さ制㝈において、建⠏≀の敷地の地┙㠃が前㠃㐨㊰より㸯m 以上㧗

い場合においては、その前㠃㐨㊰は、敷地の地┙㠃と前㠃㐨㊰との㧗低差か

ら㸯m をῶじたものの㸯㸭㸰だけ㧗い位⨨にあるものとみなす。  

  2) ➨一✀低層住居専⏝地域内における㸯㸮m又は㸯㸰mの建⠏≀の㧗さの㝈度

については、天✵⋡のィ⟬を⾜うことにより、≉定⾜政庁のチ可又はㄆ定を

受けなくても、その㧗さの㝈度を㉸えることができる。 

  3) ➨一✀低層住居専⏝地域内のうち、日影つ制の対㇟区域内においては、北側

㧗さ制㝈が㐺⏝される。 

  4) ➨一✀中㧗層住居専⏝地域内のうち、日影つ制の対㇟区域内においては、北

側㧗さ制㝈は㐺⏝されない。 

  5) 商ᴗ地域内にある㧗さが㸯㸮m を㉸える建⠏≀が、冬⮳日において、㞄接す

る➨一✀住居地域内の土地に日影を⏕じさせる場合は、当ヱ建⠏≀が➨一✀

住居地域内にあるものとみなして、日影つ制を㐺⏝する。 

 

 

 

 
          解 答  

 【68】 1) 法ᇹᲯᲰ条ᇹᲰ、令ᲫᲭᲯ条のᲬᇹᲫより、正しい。 

  2) 法ᇹᲯᲯ条ᇹᲫより、ᇹ一ᆔ低層住居専ဇ地域内における建ሰཋの᭗さは、

ᣃ市ᚘဒにより 10m以下又は 12m以下と定められているが、法ᇹ 56条

ᇹ 7より、天ᆰྙのᚘምをᘍうことにより法ᇹ 55条をዼ和するᙹ定は定

められていないので、ᛚり。 

  3) 法ᇹ 56条ᇹ 1ᇹ三号、同号かっこ書きより、ᇹ一ᆔ低層住居専ဇ地域内

では日影ᙹ制の対ᝋ区域内であっても北側斜ዴ制ᨂはᢘဇされるので、正し
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い。 

  4) 法ᇹ 56条ᇹ 1ᇹ三号、同号かっこ書きより、ᇹ一ᆔ中᭗層住居専ဇ地域

内で日影ᙹ制の対ᝋ区域内においては、北側斜ዴ制ᨂはᢘဇされないので、

正しい。 

  5) 法ᇹ 56条の 2ᇹ 4より、日影ᙹ制の対ᝋ区域外にある᭗さが 10mをឬ

える建ሰཋが、冬ᐱ日において、対ᝋ区域内の土地に日影をဃじさせる場合

は、当ᛆ対ᝋ区域内にある建ሰཋとみなして日影ᙹ制をᢘဇするので、正し

い。 

 ሉ Წ 

 

2020 

-2 

【69】 建⠏≀の㧗さの制㝈又は日影つ制㸦日影による中㧗層の建⠏≀の㧗さの制㝈㸧に㛵

するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗっているものはどれか。ただし、⏝㏵地域

以外の地域、地区➼及び地形の≉Ṧ性に㛵する≉定⾜政庁の定め➼は⪃慮しないも

のとする。 

  1) ⏝㏵地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影つ制の対

㇟区域とすることができない。 

  2) ➨二✀低層住居専⏝地域内においては、㞄地㧗さ制㝈は㐺⏝されない。 

  3) ➨一✀中㧗層住居専⏝地域内にある㧗さ 10m を㉸える建⠏≀において、≉定

⾜政庁が土地の≧ἣ➼により周囲の居住⎔境を害するおそれがないとㄆめて

建⠏審ᰝ会の同意を得てチ可した場合は、日影つ制は㐺⏝されない。 

  4) ➨二✀中㧗層住居専⏝地域のうち、日影つ制の対㇟区域内においては、北側

㧗さ制㝈は㐺⏝されない。 

  5) 㧗ᯫの工作≀内にタける建⠏≀で≉定⾜政庁が周囲の≧ἣにより交㏻上、安

全上、㜵ⅆ上及び⾨⏕上支㞀がないとㄆめるものについては、㐨㊰㧗さ制㝈

は㐺⏝されない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【69】 1) 法ᇹ 56条の 2ᇹ 1、法別ᘙᇹ 4ᲢいᲣ欄 4のより、ဇᡦ地域の指定

のない区域内であっても、地方公共団体の条例で日影ᙹ制の対ᝋ区域とする

ことができるので、ᛚり。 

  2) 法ᇹ 56条ᇹᲫᇹ二号より、ᨩ地᭗さ制ᨂは、低層住居ኒဇᡦ地域におい
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てはᢘဇされないので、正しい。 

  3) 法ᇹ 56条のᲬᇹᲫただし書より、正しい。 

  4) 法ᇹ 56条ᇹᲫᇹ三号Ტ Უ書、法ᇹ 56の 2ᇹ 1、法別ᘙᇹ 4ᲢいᲣ

欄 2のより、中᭗層住居ኒဇᡦ地域で日影ᙹ制の対ᝋ区域内においては、

北側᭗さ制ᨂはᢘဇされないので、正しい。 

  5) 法ᇹ 57条ᇹᲫより、ᚨ問の条件を満たす場合は、法ᇹ 55条から法ᇹ 56

条の 2のᙹ定はᢘဇしないので、正しい。 

 ሉ Ძ 

 

2021

-2 

【70】 㸰㝵建て、延べ㠃✚ 200m2 の共同住宅に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、

ㄗっているものはどれか。ただし、地㝵及び㜵ⅆ壁はないものとし、グ㏙されてい

るもの以外の地域、地区➼は⪃慮しないものとする。 

  1) ‽㜵ⅆ地域内において木㐀建⠏≀として新⠏する場合、その外壁及び㌺で

延↝のおそれ
● ● ●

のある㒊分を㜵ⅆᵓ㐀とすることができる。 

  2) ‽㜵ⅆ地域内において建⠏≀に㝃属する㧗さ 2m を㉸える塀をタける場合、

その塀は、当ヱ建⠏≀のᵓ㐀にかかわらず、延↝㜵Ṇ上支㞀のないᵓ㐀とし

なければならない。 

  3) 㜵ⅆ地域内において外壁を⪏ⅆᵓ㐀として新⠏する場合、その外壁を㞄地境

⏺⥺に接してタけることができる。 

  4) 建⠏≀が「‽㜵ⅆ地域」と「㜵ⅆ地域及び‽㜵ⅆ地域として指定されていな

い区域」にわたる場合、その全㒊について‽㜵ⅆ地域内の建⠏≀に㛵するつ

定が㐺⏝される。 

  5) ‽㜵ⅆ地域内において建⠏≀を新⠏する場合、屋᰿のᵓ㐀は、市⾤地におけ

る㏻常のⅆ⅏によるⅆの⢊により、㜵ⅆ上有害なⓎ⅖をしないものであり、

かつ、屋内に㐩する㜵ⅆ上有害な⁐⼥、亀その他の損傷を⏕じないものと

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【70】 1) 法ᇹ 61条、令ᇹ 136条の 2より、ᚨ問の建ሰཋは同条ᇹ三号にᛆ当し、

イ又はロのどちらかにᢘ合すればよい。同条ᇹ三号イより、外壁及び᠀ᘻで

延のおそれのあるᢿ分は、令 108 条各号Ტ᧸火性ᏡᲣに掲げる基準にᢘ
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合する᧸火構ᡯᲢ法ᇹ 2条ᇹ八号Უとすることができるので、正しい。 

  2) 法ᇹ 61条、令 136条の 2ᇹ五号より、準᧸火地域内において建ሰཋに᧽

属する᭗さ 2m をឬえる塀を延᧸止上支ᨦのない構ᡯとしなければなら

ないのは、木ᡯ建ሰཋሁに᧽属するものにᨂられているので、ᛚり。 

  3) 法ᇹ 63条より、正しい。 

  4) 法ᇹ 65条ᇹ 1より、正しい。 

  5) 法ᇹ 62条、令 136条のᲬの 2より、正しい。 

 ሉ Წ 

 

29-1 【71】 地区ィ⏬➼又は建⠏協定に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗっているもの

はどれか。 

  1) 建⠏協定における建⠏協定区域及び当ヱ区域内の建⠏≀に㛵する基‽につい

て、同ᵝの内容が地区ィ⏬において定められた場合には、その建⠏協定は廃

Ṇされたものとみなされる。 

  2) 地区ィ⏬➼の区域内における建⠏≀の敷地が≉定⾜政庁の指定した予定㐨㊰

に接する場合、≉定⾜政庁が交㏻上、安全上、㜵ⅆ上及び⾨⏕上支㞀がない

とㄆめてチ可した建⠏≀については、当ヱ予定㐨㊰を前㠃㐨㊰とみなして建

⠏≀の容✚⋡のつ定が㐺⏝される。 

  3) 地区ィ⏬➼の区域内において、地区整備ィ⏬➼で定められている壁㠃の位⨨

の制㝈に係る建⠏≀に㝃属する㛛又は塀で㧗さ㸰mを㉸えるもの以外の工作

≀のタ⨨の制㝈は、地区ィ⏬➼に㛵する市⏫村の条例による壁㠃の位⨨の制

㝈としては定めることができない。 

  4) ≉定⾜政庁のㄆ可を受けた建⠏協定のうち、建⠏協定区域内の土地について

一の所有⪅以外に土地の所有⪅➼が存しないものは、ㄆ可の日から㉳⟬して

㸱年以内において当ヱ建⠏協定区域内の土地に㸰以上の土地の所有⪅➼が存

しない場合には、効力を有するものとはならない。 

 

 

 

 

 

 

    

          解 答  

 【71】 1) 法ᇹ 76条Ძより、建ሰ協定の廃止には、土地の所有ᎍሁのᢅ半数の合意

とཎ定ᘍ政庁のᛐ可が必ᙲであり、地区ᚘဒの制定によって建ሰ協定が廃止

になるというᙹ定はない。ᛚり。 

  2) 法ᇹ 68条のᲱᇹᲫ、ᇹᲯより、当ᛆ予定ᢊែを法ᇹ 52条ᇹᲬᲢ前

᩿ᢊែ幅員による容ᆢྙᲣの前᩿ᢊែとみなすので、正しい。 

  3) 法ᇹ 68条のᲬᇹ 1およびᇹᲬ、令ᇹ 136条のᲬのᲯᇹᲫᇹ五号よ

り、地区ᚘဒの区域で市ထ村の条例に基づく制ᨂは、建ሰཋに付属するᧉᒉ
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しくは塀で᭗さᲬmをឬえるものの位ፗの制ᨂであることとᙹ定されおり、

᭗さᲬ᳧以下のものは、位ፗの制ᨂを定めることができない。正しい。 

  4) 法ᇹ 76条のᲭᇹᲫ、ᇹᲬおよびᇹᲯより、「一人協定」は、ᛐ可の日

からឪምしてᲭ年以内に、Წ以上の土地所有ᎍሁが存することとなった時か

ら効力を有するので、正しい。 

 ሉ Ძ 

 

2020 

-1 

 

【72】 㜵ⅆ地域及び‽㜵ⅆ地域内の建⠏≀の新⠏に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上

ㄗっているものはどれか。 

  1) ‽㜵ⅆ地域内においては、延べ㠃✚ 400 ㎡、平家建ての事務所のみの⏝㏵

に供する建⠏≀は、⪏ⅆ建⠏≀ⱝしくは‽⪏ⅆ建⠏≀又はこれらと同➼以

上の延↝㜵Ṇ時㛫となる建⠏≀としなければならない。 

  2) 㜵ⅆ地域内においては、延べ㠃✚が 80 ㎡、地上 2 㝵建ての一戸建て住宅は、

⪏ⅆ建⠏≀ⱝしくは‽⪏ⅆ建⠏≀又はこれらと同➼以上の延↝㜵Ṇ時㛫と

なる建⠏≀としなければならない。 

  3) 㜵ⅆ地域内においては、㧗さが 2m の広告塔で、建⠏≀の屋上にタけるも

のは、その主せな㒊分を不⇞材料で㐀り、又はそわなければならない。 

  4) 建⠏≀が「㜵ⅆ地域」と「㜵ⅆ地域又は‽㜵ⅆ地域として指定されていな

い区域」にわたる場合において、その建⠏≀が㜵ⅆ地域外において㜵ⅆ壁

で区⏬されているときは、その㜵ⅆ壁外の㒊分については、㜵ⅆ地域内の

建⠏≀に㛵するつ定は㐺⏝されない。 

   

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          解 答  
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 【72】 1) ᚨ問の建ሰཋは、法ᇹ 61条より、令ᇹ 136条の 2ᇹ三号又は四号にᛆ当

する。ᇹ三号イの場合、外壁及び᠀ᘻを᧸火構ᡯとし所定の外壁口ᢿᚨ備

とした建ሰཋに、ᇹ四号イの場合、所定の外壁口ᢿᚨ備とした建ሰཋにす

ることができるので、ᛚり。なお、事務所は法ᇹ 27条の制ᨂを受けない。 

  2) ᚨ問の建ሰཋは、法ᇹ 61条、令ᇹ 136条の 2ᇹ二号イ又はロにᛆ当する

ので、正しい。なお、一戸建て住宅は、法ᇹ 27条の制ᨂを受けない。 

  3) 法ᇹ 64条より、正しい。 

  4) 法ᇹ 65条ᇹ 1ただし書より、正しい。 

 ሉ Ძ 

2019 

-1 

【73】 地区ィ⏬➼又は建⠏協定に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、 ㄗっているも

のはどれか。 

  1) 地区整備ィ⏬➼が定められている地区ィ⏬➼の区域内において、市⏫村の条

例で定めることができる制㝈としては、建⠏≀に㝃属する㧗さ 2m 以内の㛛

又は塀の位⨨の制㝈は含まれない。 

  2) 再㛤Ⓨ➼促㐍区で地区整備ィ⏬が定められている地区ィ⏬の区域内において

は、≉定⾜政庁が交㏻上、安全上、㜵ⅆ上及び⾨⏕上支㞀がないとㄆめてチ

可した建⠏≀については、㐨㊰㧗さ制㝈、㞄地㧗さ制㝈及び北側㧗さ制㝈は

㐺⏝されない。 

  3) 建⠏協定は、㒔市ィ⏬区域及び‽㒔市ィ⏬区域外においては定めることがで

きない。 

  4) 建⠏協定書の作成に当たって、建⠏協定区域内の土地に借地ᶒの┠ⓗとなっ

ている土地がある場合においては、借地ᶒを有する⪅の全員の合意がなけれ

ばならない。 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

          解 答  

 【73】 1) 法ᇹ 68条の 2ᇹ 1及びᇹ 2、令ᇹ 136条の 2の 5ᇹ 1ᇹ五号よ

り、正しい。 

  2) 法ᇹ68条の3ᇹ4より、ཎ定ᘍ政庁がᚩ可した所定の建ሰཋについては、

法ᇹ 56条Ტ建ሰཋの各ᢿ分の᭗さᲣのᙹ定はᢘဇされないので、正しい。 

  3) 法ᇹ 69条より、市ထ村は、その区域の一ᢿについて、必ᙲとᛐめる場合に

おいては、建ሰ協定をዸኽすることができる旨を、条例で、定めることがで

きる。つまり建ሰ協定は、市ထ村が建ሰ協定をዸኽする条例を定めてあれば、

全国どこでもዸኽすることができるので、ᛚり。なお、法 41条の 2におい

て、「このᇘᲢᇹ 8ራをᨊくᇹ 3ᇘᲣのᙹ定は、ᣃ市ᚘဒ区域及び準ᣃ市ᚘ
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ဒ区域内にᨂり、ᢘဇする。」というᚡᡓがあるが、ᇹ 69条Ტ建ሰ協定Უは

ᇹ 4ᇘのᙹ定であるから、そのር囲外である。 

  4) 法ᇹ 69条、法ᇹ 70条ᇹ 3より、借地権のႸႎとなっている土地がある

場合は、借地権を有するᎍの全員の合意があればよく、その借地権のႸႎと

なっている土地の所有ᎍの合意は必ᙲとしていないので、正しい。 

    

 ሉ Ჭ 

2019 

-2 

【74】 㒔市ィ⏬区域内における㐨㊰➼に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗってい

るものはどれか。 

  1) 地区ィ⏬の区域外において、⮬㌿㌴Ṍ⾜⪅専⏝㐨㊰となっている幅員 5m の

㐨㊰ἲによる㐨㊰にのみ 10m 接している敷地には、建⠏≀を建⠏することが

できない。 

  2) 地区ィ⏬の区域内において、建⠏基‽ἲ➨ 68 条の 7 ➨ 1 㡯のつ定により≉

定⾜政庁が指定した予定㐨㊰内には、敷地を㐀成するための擁壁を✺き出し

て⠏㐀することができない。 

  3) 地方公共団体は、≉Ṧ建⠏≀➼の⏝㏵、つᶍ又は位⨨の≉Ṧ性により、㑊㞴

又は㏻⾜の安全の┠ⓗを十分に㐩成することが困㞴であるとㄆめるときに

は、条例で、その敷地が接してなければならない㐨㊰の幅員➼に㛵して必せ

な制㝈を付加することができる。 

  4) 土地区⏬整⌮ἲによる新タの事ᴗィ⏬のある幅員 6m の㐨㊰で、3 年後にそ

の事ᴗが執⾜される予定のものは、建⠏基‽ἲ上の㐨㊰にヱ当しない。 

  5) 㧗さ 2m を㉸える㛛又は塀は、≉定⾜政庁が指定した壁㠃⥺を㉺えて建⠏し

てはならない。 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【74】 1) 法ᇹ 43 条ᇹ 1 より、建ሰཋの敷地は原則としてᢊែに 2m 以上接しなけれ
ばならない。ᚨ問の「ᐯ᠃歩ᘍᎍ専ဇᢊែ」は、法ᇹ 42条ᇹ 1ᇹ一号にᙹ
定されるᢊែ法によるᢊែであり、建ሰཋを建ሰすることができるので、ᛚり。
なお、ᚨ問の「地区ᚘဒの区域外のᐯ᠃歩ᘍᎍ専ဇᢊែ」は、建ሰཋの敷地が
接しなければならないᢊែからᨊ外されているᢊែᲢ法ᇹᲮᲭ条ᇹᲫᇹ一号、
ᇹ二号Უにはᛆ当しない。 

  2) 法ᇹ 68条の 7ᇹ 1及びᇹ 4より、地区ᚘဒሁの区域において予定ᢊែが
指定された場合、当ᛆ予定ᢊែを法ᇹ 42条ᇹ 1にᙹ定するᢊែとみなして、
法ᇹ 44条Ტᢊែ内の建ሰ制ᨂᲣのᙹ定をᢘဇする。法ᇹ 44条ᇹ 1より、敷
地をᡯ成するための擁壁は、予定ᢊែ内にᆳき出してሰᡯしてはならないので、
正しい。 

  3) 法ᇹ 43条ᇹ 3ᇹ一号より、地方公共団体は、ཎ殊建ሰཋሁのဇᡦ、ᙹ模又は
位ፗのཎ殊性により、ᢤᩊ又はᡫᘍの安全のႸႎを十分にᢋ成することが困ᩊで
あるとᛐめるときは、敷地が接しなければならないᢊែの幅員ሁについて、条例
で、必ᙲな制ᨂを付加することができる。正しい。 

  4) 法ᇹ 42条ᇹ 1ᇹ四号より、ᢊែ法、ᣃ市ᚘဒ法、土地区ဒ整ྸ法ሁによる新
ᚨ又は変更の事業ᚘဒのあるᢊែで、2年以内にその事業が執ᘍされる予定のも
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のとしてཎ定ᘍ政庁が指定した幅員 4mᲢཎ定ᘍ政庁が指定する区域内では 6mᲣ
以上のものᲢ地下におけるものをᨊくᲣは、建ሰ基準法上のᢊែである。3年後
に事業が執ᘍされる予定のものは建ሰ基準法上のᢊែにᛆ当しないので、正し
い。 

  5) 法ᇹ 47条より、正しい。 

 ሉ 1 

 

29-1 【75】 ḟのグ㏙のうち、建⠏基‽ἲ上、ㄗっているものはどれか。ただし、≉定⾜政庁の

チ可は⪃慮しないものとする。 

  1) 建⠏基‽ἲ➨ 22 条➨㸯㡯の市⾤地の区域の内外にわたる共同住宅の屋᰿の

ᵓ㐀は、その全㒊について、同㡯のつ定の㐺⏝を受け、㏻常のⅆ⅏を想定し

たⅆの⢊によるⅆ⅏のⓎ⏕を㜵Ṇするために屋᰿に必せとされる所定の性⬟

を有するものとしなければならない。 

  2) 一団地内に建⠏される㸯又は㸰以上のᵓえを成す建⠏≀のうち、≉定⾜政庁

がその位⨨及びᵓ㐀が安全上、㜵ⅆ上及び⾨⏕上支㞀がないとㄆめるものに

対する⏝㏵地域のつ定の㐺⏝については、当ヱ一団地は一の敷地とみなされ

る。 

  3) 㒔市ィ⏬において建⠏≀の㧗さの㝈度が 10m と定められた➨一✀低層住居

専⏝地域内においては、所定のせ件に㐺合する建⠏≀であって、≉定⾜政庁

が低層住宅に係るⰋ好な住居の⎔境を害するおそれがないとㄆめるものにつ

いては、建⠏≀の㧗さの㝈度は、12m とすることができる。 

  4) 地㝵を㝖く㝵数が 11 以上である建⠏≀の屋上にタける冷房のための冷却塔

タ備は、㜵ⅆ上支㞀がないものとして国土交㏻大⮧が定めたᵓ㐀方ἲを⏝い

る場合においては、主せな㒊分を不⇞材料以外の材料で㐀ることができる。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【75】 1) 法ᇹ 24条より、建ሰཋが法ᇹ 22条ᇹᲫの区域の内外にわたる場合、そ

の全ᢿについて同のᙹ定をᢘဇするので、正しい。 

  2) 法ᇹ 86条ᇹᲫより、法ᇹ 48条Ტဇᡦ地域のᙹ制Უは「ཎ例対ᝋᙹ定」

にないので、ᛚり。 

  3) 法ᇹ 55条ᇹᲬより、正しい。 
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  4) 令ᇹ 129条の 2の 6ᇹ一号より、᧸火上支ᨦがないものとして国土交ᡫ大

ᐫが定めた構ᡯ方法をဇいることができるので、正しい。  

 ሉ Წ 

 

 

25-2 【76】 二⣭建⠏士に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏士ἲ上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 一⣭建⠏士事務所に属する二⣭建⠏士は、㸱年ごとに、Ⓩ㘓ㅮ⩦ᶵ㛵が⾜う所定

の二⣭建⠏士定期ㅮ⩦を受けなければならない。 

  2) 一⣭建⠏士でなければタィ又は工事┘⌮をしてはならない建⠏≀の新⠏に係る

タィをした二⣭建⠏士は、㸯年以下の懲役又は 100 万円以下の⨩㔠に処せられ

る。 

  3) 二⣭建⠏士は、木㐀㸱㝵建、延べ㠃✚ 120 ㎡、㧗さ 12m、㌺の㧗さ 10m の一戸

建住宅の新⠏に係るタィをすることができる。 

  4) 二⣭建⠏士は、ᵓ㐀ィ⟬によって建⠏≀の安全性を☜かめた場合においては、㐜

なく、その旨のド明書をタィの委ク⪅に交付しなければならない。 

  5) 二⣭建⠏士は、一⣭建⠏士でなければタィ又は工事┘⌮をしてはならない建⠏≀

について、原則として、建⠏工事契⣙に㛵する事務のᴗ務を⾜うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          解 答  

 【76】 1) 士法ᇹ 22条のᲬᇹ一号᳸ᇹ三号より、ṇしい。 
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  2) 士法ᇹ 38条ᇹ三号、同法ᇹᲭ条ᇹᲫより、ṇしい。 

  3) 士法ᇹᲭ条ᇹᲫᇹ二号より、ㄗり。 

  4) 士法ᇹ 20条ᇹᲬより、ṇしい。 

  5) 士法ᇹ 21条、同法ᇹᲭ条、ᇹᲭ条のᲬより、ṇしい。 

 答 䠏 

23-2 【77】 二⣭建⠏士に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏士ἲ上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 建⠏士は、常に品位を保持し、ᴗ務に㛵するἲ令及び実務に⢭㏻して、建⠏≀の

㉁の向上に寄与するように、公ṇかつㄔ実にそのᴗ務を⾜わなければならない。 

  2) 建⠏士事務所の㛤タ⪅は、当ヱ建⠏士事務所が⾜ったᴗ務の実⦼➼をグ㍕した書

㢮➼を、当ヱ建⠏士事務所に備え⨨き、タィ➼を委クしようとする⪅のồめに応

じ、㜀ぴさせなければならない。 

  3) 二⣭建⠏士は、他の二⣭建⠏士のタィしたタィ図書の一㒊の変更について、当ヱ

二⣭建⠏士の承ㅙが得られなかったときは、⮬己の㈐任において、変更すること

ができる。 

  4) 二⣭建⠏士は、㕲㦵㐀㸱㝵建、延べ㠃✚ 150 ㎡、㧗さ 11m、㌺の㧗さ 10m の事

務所の新⠏に係るタィをすることができる。 

  5) 建⠏士事務所の㛤タ⪅は、建⠏士事務所を⟶⌮する建⠏士のẶ名の変更があった

ときは、㸰㐌㛫以内に、その旨を当ヱ建⠏士事務所の所在地を⟶㎄する㒔㐨府┴

▱事(㒔㐨府┴▱事が指定事務所Ⓩ㘓ᶵ㛵を指定したときは、原則として、当ヱᶵ

㛵)に届け出なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 

 【77】 1) 士法ᇹᲬ条のᲬより、ṇしい。 
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  2) 士法ᇹ 24条のᲰより、ṇしい。 

  3) 士法ᇹ 19条より、ṇしい。 

  4) 士法ᇹᲭ条ᇹᲫᇹ三号より、ㄗり。 

  5) 士法ᇹ 23条のᲯᇹᲫ、同法ᇹ 23条のᲬᇹ四号より、ṇしい。 

 答 䠐 

24-2 【78】 建⠏士事務所に㛵するḟのグ㏙のうち、建⠏士ἲ上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 建⠏士事務所のⓏ㘓は、㸳年㛫有効であり、その更新のⓏ㘓を受けようとする⪅

は、有効期㛫‶了の日までにⓏ㘓⏦ㄳ書を提出しなければならない。 

  2) 建⠏士事務所の㛤タ⪅は、事ᴗ年度ごとに、タィ➼のᴗ務に㛵する報告書を作成

し、ẖ事ᴗ年度⤒㐣後㸱月以内に当ヱ建⠏士事務所に係るⓏ㘓をした㒔㐨府┴▱

事に提出しなければならない。 

  3) 建⠏士事務所の㛤タ⪅は、その建⠏士事務所のᴗ務に㛵する所定の事㡯をグ㍕し

た帳⡙➼を備え付け、これを各事ᴗ年度末日の⩣日から㉳⟬して 15 年㛫保存し

なければならない。 

  4) 建⠏士事務所を専任の建⠏士が⟶⌮していない場合、その建⠏士事務所のⓏ㘓は

取りᾘされる。 

  5) 

 

建⠏士事務所の㛤タ⪅は、当ヱ建⠏士事務所のᴗ務の実⦼➼をグ㍕した書㢮➼

を、当ヱ書㢮➼を備え⨨いた日から㉳⟬して㸱年を⤒㐣する日までの㛫、当ヱ建

⠏士事務所に備え⨨き、タィ➼を委クしようとする⪅のồめに応じ、㜀ぴさせな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          解 答  

 

 【78】 1) 士法ᇹ 23条ᇹᲬ、同法ᇹᲭ及び同法施ᘍᙹ則ᇹ 18条より、ㄗり。 

  2) 士法ᇹ 23条のᲰより、ṇしい。 

  3) 士法ᇹ 24条のᲮᇹᲫ、同法施ᘍᙹ則ᇹ 21条ᇹᲭより、ṇしい。 
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  4) 士法ᇹ 26条ᇹᲫᇹ二号、同法ᇹ 23条のᲮᇹᲫᇹ九号、同法ᇹᲬᲮ条ᇹᲫ

より、ṇしい。 

  5) 士法ᇹ 24条のᲰᇹ一号、同法施ᘍᙹ則ᇹ 22条のᲬᇹᲬ、ᇹᲯより、ṇし

い。 

 答 １ 

24-2 【79】 ḟのグ㏙のうち、ṇしいものはどれか。 

  

 

1) 「㛗期優Ⰻ住宅の促㐍に㛵するἲ律」上、㛗期優Ⰻ住宅建⠏➼ィ⏬を作成し、所

⟶⾜政庁のㄆ定を⏦ㄳすることができるのは㸪住宅の建⠏をして、⮬らその建⠏

後の住宅の⥔持保全を⾜おうとする⪅に㝈られる。 

  2) 「㛗期優Ⰻ住宅の促㐍に㛵するἲ律」上、「⥔持保全」とは、住宅の基♏、壁、

ᰕ➼のᵓ㐀⪏力上主せな㒊分についてⅬ᳨又はㄪᰝを⾜い、及び必せに応じ修⧋

又は改Ⰻを⾜うことをいい、⤥Ỉ又は排Ỉのための㓄⟶タ備のⅬ᳨➼は含まな

い。 

  3) 㛗期優Ⰻ住宅の促㐍に㛵するἲ律」上、住宅の屋᰿∧で、㢼圧➼を支えているも

のは、「ᵓ㐀⪏力上主せな㒊分」である。 

  4) 「住宅の品㉁☜保の促㐍➼に㛵するἲ律」上㺂新たに建タされた住宅で、人の居

住の⏝に供してから㸯年に‶たないものは㺂「新⠏住宅」である。 

  5) 「≉定住宅⍗⑅担保㈐任の履⾜の☜保➼に㛵するἲ律」上、「住宅㈍売⍗⑅担保

㈐任保㝤契⣙」は、新⠏住宅の工事の完了した時から 10 年以上の期㛫にわたっ

て有効でなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【79】 1) ᧈ期優ᑣ住宅促ᡶ法ᇹᲯ条ᇹᲬ、ᇹᲭより、ㄗり。 

  2) ᧈ期優ᑣ住宅促ᡶ法ᇹᲬ条ᇹᲭᇹ三号、同Ტ法Უ令ᇹᲭ条より、ㄗり。 

  3) 品ᄩ法施ᘍ令ᇹᲯ条ᇹᲫより、ṇしい。 

  4) 品ᄩ法ᇹᲬ条ᇹᲬより、ㄗり。 

  5) 住宅࿉၇担保履ᘍ法ᇹᲬ条ᇹᲰᇹ四号より、ㄗり。 

 答 䠏 
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21-2 【80】 ḟの㛤Ⓨ⾜Ⅽのうち、㒔市ィ⏬ἲ上、▱事のチ可を受けなければならないものはどれ

か。 

  1) 市⾤化区域内で、日常⏕άのために必せな≀品を㈍売する店⯒を新⠏するために

⾜う 2,000 ㎡の㛤Ⓨ⾜Ⅽ。 

  2) 市⾤化区域内で、デ⒪所を新⠏するために⾜う 800 ㎡の㛤Ⓨ⾜Ⅽ。 

  3) 市⾤化ㄪ整区域内で、変㟁所を増⠏するために⾜う 1,000 ㎡の㛤Ⓨ⾜Ⅽ。 

  4) 市⾤化ㄪ整区域内で、㎰ᴗを営む⪅の居住⏝の住宅を新⠏するために⾜う 500 ㎡

の㛤Ⓨ⾜Ⅽ。 

  5) 市⾤化ㄪ整区域内で、土地区⏬整⌮事ᴗの施⾜として⾜う 50,000 ㎡の㛤Ⓨ⾜Ⅽ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 

 【80】  1) ᣃ市ᚘဒ法ᇹ 29条ᇹᲫᇹ一号、同法施ᘍ令ᇹ 19条ᇹᲫより、 

必せ。 

2) ᣃ市ᚘဒ法ᇹ 29条ᇹᲫᇹ一号、同法施ᘍ令ᇹ 19条ᇹᲫより、 

不せ。 

3) ᣃ市ᚘဒ法ᇹ 29条ᇹᲫᇹ三号より、不せ。 

4) ᣃ市ᚘဒ法ᇹ 29条ᇹᲫᇹ二号より、不せ。 

5) ᣃ市ᚘဒ法ᇹ 29条ᇹᲫᇹ五号より、不せ。 
 

 答 １ 
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          解 答  

 

 【81】 1) 業法ᇹ 3条ᇹᲫより、ṇしい。 

  2) 業法ᇹ 23条のᲬより、注文ᎍに対して、ྸဌを報告しなければならないので、

ㄗり。 

  3) 建ᚨリサイクル法ᇹ 2条ᇹᲭᇹ二号より、ṇしい。 

  4) 建ᚨリサイクル法ᇹᲰ条より、ṇしい。 

  5) 宅地ᡯ成ሁᙹ制法ᇹ 2条ᇹᲫᇹ二号、同Ტ法Უ施ᘍ令ᇹᲭ条ᇹ四号より、ṇし

い。 

 答 ２ 

24-2 【81】 ḟのグ㏙のうち、ㄗっているものはどれか。 

  1) 「建タᴗἲ」上、下ㄳ契⣙を⥾⤖して、元ㄳ㈇人からㄳけ㈇った建タ工事㸦㍍微

な建タ工事を㝖く。㸧のみを施工する下ㄳけ下ㄳ㈇人であっても、建タᴗのチ可を

受けなければならない。 

  2) 「建タᴗἲ」上、ㄳ㈇人は、そのㄳけ㈇った建タ工事の施工について、当ヱ工事

の工事┘⌮を⾜う建⠏士から工事をタィ図書のとおりに実施するようồめられた

場合において、これに従わない⌮⏤があるときは、┤ちに、当ヱ建⠏士に対して、

その⌮⏤を報告しなければならない。 

  3) 「建タ工事に係る㈨材の再㈨※化➼に㛵するἲ律」は、建⠏≀➼のゎ体工事だけ

でなく、新⠏工事➼にも㐺⏝される。 

  4) 「建タ工事に係る㈨材の再㈨※化➼に㛵するἲ律」上、Ⓨὀ⪅は、そのὀ文する

建タ工事について、分別ゎ体➼及び建タ㈨材廃Რ≀の再㈨※化➼の促㐍に努めな

ければならない。 

  5) 「宅地㐀成➼つ制ἲ」上、宅地以外の土地を宅地にするために⾜う切土であって、

当ヱ切土をする土地の㠃✚が 500 ㎡を㉸えるもので、当ヱ切土をした土地の㒊分

に㧗さ㸰m の崖を⏕じることとなるものは、「宅地㐀成」である。 
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25-2 【82】 ḟのグ㏙のうち、ㄗっているものはどれか。 

  1) 市⏫村が施⾜する土地区⏬整⌮事ᴗの施⾜地区内において、事ᴗィ⏬のỴ定の公

告後、換地処分があった旨の公告のある日までは、建⠏≀の改⠏を⾜う場合には、

「土地区⏬整⌮ἲ」上、㒔㐨府┴▱事➼のチ可を受けなければならない。 

  2) 㣧㣗店は、「㧗㱋⪅、㞀害⪅➼の⛣動➼の円化の促㐍に㛵するἲ律」上、「≉別

≉定建⠏≀」にヱ当する。 

  3) 旅㤋において使⏝するカーテンは、「ᾘ㜵ἲ」上、政令で定める基‽以上の㜵⅖

性⬟を有するものでなければならない。 

  4) 元ㄳの建タᴗ⪅がㄳけ㈇った、木㐀㸰㝵建、延べ㠃✚ 300 ㎡の共同住宅の新⠏工

事の場合は、あらかじめⓎὀ⪅の書㠃による承ㅙを得たとしても、「建タᴗἲ」

上、一括して他人にㄳけ㈇わせることができない。 

 

 

 5) ⮬ら所有する不動⏘の㈤㈚及び⟶⌮をする⾜Ⅽは、「宅地建≀取引ᴗἲ」上、宅

地建≀取引ᴗにヱ当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 

 【82】 1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

土地区ဒ整ྸ法ᇹ 76条ᇹᲫᇹ四号より、ṇしい。 

バリアフリー法ᇹᲬ条ᇹ十七号、同法施ᘍ令ᇹᲯ条ᇹ十四号より、ṇしい。 

消᧸法ᇹᲲ条のᲭᇹᲫ、ᇹᲭ、別ᘙᇹᲫᲢᲯᲣイより、ṇしい。 

建ᚨ業法ᇹ 22条ᇹᲭ、同法施ᘍ令ᇹᲰ条のᲭより、ṇしい。 

宅地建ཋ取引業法ᇹᲬ条ᇹ二号より、ㄗり。 

    

 答 䠑 
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24-1 【83】 ḟのグ㏙のうち、㛵係ἲ令上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 㠀常⅏害があった場合において、そのⓎ⏕した区域➼で≉定⾜政庁が指定するも

のの内においては、⅏害により◚損した建⠏≀の応急の修⧋又は国➼が⅏害救助

のために建⠏するもので、その⅏害がⓎ⏕した日から㸯月以内にその工事に╔手

するものについては、建⠏基‽ἲ及び建⠏士ἲのつ定は、㐺⏝しない。 

  2) 「建⠏基‽ἲ」に基づき、⅏害があった場合において建⠏する公┈上必せな⏝㏵

に供する応急仮タ建⠏≀については、建⠏☜ㄆの⏦ㄳは不せであるが、工事完了

後㸱月を㉺えて当ヱ建⠏≀を存⥆しようとする場合においては、その㉸えること

となる日前に、≉定⾜政庁のチ可を受けなければならない。 

  3) 「≉定㠀常⅏害の⿕害⪅のᶒ利利┈の保全➼を図るための≉別措⨨に㛵するἲ

律」に基づき、≉定⾜政庁は、≉定㠀常⅏害である場合において、応急仮タ住宅

を存⥆させる必せがあり、所定のせ件を‶たすときは、建⠏基‽ἲによる㸰年以

内のチ可について、更に㸯年を㉸えない⠊囲内でチ可の期㛫を延㛗することがで

きる。 

  4) 「土◁⅏害㆙戒区域➼における土◁⅏害㜵Ṇ対⟇の推㐍に㛵するἲ律」に基づ

き、≉別㆙戒区域内において、予定建⠏≀が分ㆡ住宅である㛤Ⓨ⾜Ⅽをしようと

する⪅は、原則として、あらかじめ、㒔㐨府┴▱事のチ可を受けなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 

 【83】 1) 法ᇹ 85条ᇹᲫただし書き、士法ᇹᲭ条ᇹᲫより、ㄗり。 

  2) 法ᇹ 85条ᇹᲬ、ᇹᲭより、ṇしい。 

  3) ཎ定᩼常災害のᘮ害ᎍの権利利Ⴉの保全ሁを図るためのཎ別措ፗに᧙する法律

ᇹᲲ条より、ṇしい。 

  4) 土ჿ災害ᜩ戒区域ሁにおける土ჿ災害᧸止対ሊの推ᡶに᧙する法律ᇹᲳ条ᇹ 1

、ᇹᲬより、ṇしい。 

 答 １ 
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25-2 【84】 「住宅の品㉁☜保の促㐍➼に㛵するἲ律」に㛵するḟのグ㏙のうち、ㄗっているもの

はどれか。 

  1) 住宅を新⠏する建タ工事のㄳ㈇契⣙において、ㄳ㈇人は、ὀ文⪅に引きΏした時

から 10 年㛫、住宅のᵓ㐀⪏力上主せな㒊分➼の⍗⑅について担保の㈐任を㈇う

が、≉⣙によりその期㛫を▷⦰することができる。 

  2) 指定住宅⣮争処⌮ᶵ㛵は、ホ価住宅の建タ工事のㄳ㈇契⣙又は売㈙契⣙に㛵する

⣮争の当事⪅の双方又は一方からの⏦ㄳにより、住宅⣮争処⌮のᴗ務を⾜う。 

  3) 「新⠏住宅」とは、新たに建タされた住宅で、まだ人の住居の⏝に供したことの

ないもの㸦建タ工事の完了の日から㉳⟬して㸯年を⤒㐣したものを㝖く。㸧をい

う。 

  4) 住宅の㢼圧➼を支える屋᰿∧は、ᵓ㐀⪏力上主せな㒊分である。 

  5) 住宅の外壁の㛤口㒊にタける戸は、㞵Ỉのᾐ入を㜵Ṇする㒊分である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 

 【84】 1) 品ᄩ法ᇹ 94条ᇹᲫ、同法ᇹ 94条ᇹᲬより、ㄗり。 

  2) 品ᄩ法ᇹ 67条ᇹᲫより、ṇしい。 

  3) 品ᄩ法ᇹᲬ条ᇹᲬより、ṇしい。 

  4) 

5) 

品ᄩ法ᇹ 94条ᇹᲫ、同法施ᘍ令ᇹᲯ条ᇹᲫより、ṇしい。 

品ᄩ法ᇹ 94条ᇹᲫ、同法施ᘍ令ᇹᲯ条ᇹᲬᇹ一号より、ṇしい。 

 答 １ 



                           ©ᮾ日本建⠏教⫱◊✲会(2004―2022)                        

 

24-2 【85】 「建⠏≀の⪏㟈改修の促㐍に㛵するἲ律」に㛵するḟのグ㏙うち、ㄗっているものは

どれか。 

  1) ㄆ定事ᴗ⪅は、ㄆ定を受けた「建⠏≀の⪏㟈改修のィ⏬」の変更㸦国土交㏻┬令

で定める㍍微な変更を㝖く。㸧をしようとするときは、所⟶⾜政庁に届出をしな

ければならない。 

  2) 「⪏㟈改修」とは、地㟈に対する安全性の向上を┠ⓗとして、増⠏、改⠏、修⧋

ⱝしくはᶍᵝ替え又は敷地の整備をすることをいう。 

  3) ≉定建⠏≀以外の建⠏≀の⪏㟈改修をしようとする⪅であっても、建⠏≀の⪏㟈

改修のィ⏬を作成し、所⟶⾜政庁のㄆ定を⏦ㄳすることができる。 

  4) 建⠏≀の⪏㟈改修のィ⏬が建⠏基‽ἲ➨㸴条➨㸯㡯のつ定による☜ㄆをせする

ものである場合において、所⟶⾜政庁がィ⏬のㄆ定をしたときは、ἲ➨㸴条➨㸯

㡯のつ定による☜ㄆ῭ドの交付があったものとみなす。 

  5) 所⟶⾜政庁は、ㄆ定事ᴗ⪅に対し、ㄆ定建⠏≀の⪏㟈改修の≧ἣについて報告を

ồめることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 

 【85】 1) ᎑ᩗ改修法ᇹ18条ᇹᲫより、所ሥᘍ政庁のᛐ定を受けなければならないので、

ㄗり。 

  2) ᎑ᩗ改修法ᇹᲬ条ᇹᲬより、ṇしい。 

  3) ᎑ᩗ改修法ᇹ 17条ᇹᲫより、ṇしい。 

  4) ᎑ᩗ改修法ᇹ 17条ᇹᲫᲪより、ṇしい。 

  5) ᎑ᩗ改修法ᇹ 19条より、ṇしい。 

 答 １ 



                           ©ᮾ日本建⠏教⫱◊✲会(2004―2022)                        

 

21-1 

 

【86】 「建⠏≀の⪏㟈改修の促㐍に㛵するἲ律」に㛵するグ㏙のうち、ㄗっているものはど

れか。 

  1) ⪏㟈㛵係つ定に㐺合せず、建⠏基‽ἲ➨㸱条➨㸰㡯のつ定の㐺⏝を受けている㈤

㈚の共同住宅㸦床㠃✚の合ィが 1,000 ㎡、地上㸱㝵建のもの㸧の所有⪅は、当ヱ

共同住宅について⪏㟈デ断を⾜い、必せに応じ、⪏㟈改修を⾜うよう努めなけれ

ばならない。 

  2) 所⟶⾜政庁は、ㄆ定事ᴗ⪅がㄆ定を受けたィ⏬に従ってㄆ定建⠏≀の⪏㟈改修を

⾜っていないとㄆめるときは、当ヱㄆ定事ᴗ⪅に対し、┦当の期㝈を定めて、そ

の改善に必せな措⨨をとるべきことを命ずることができる。 

  3) 建⠏≀の⪏㟈改修をしようとする⪅は、≉定建⠏≀に㝈り、建⠏≀の⪏㟈改修の

ィ⏬を作成し、所㎄⾜政庁のㄆ定を⏦ㄳすることができる。 

  4) ⪏㟈改修支援センターは、ㄆ定事ᴗ⪅が⾜うㄆ定建⠏≀である≉定建⠏≀の⪏㟈

改修に必せな㈨㔠の㈚付に係る債務の保ドをするᴗ務を⾜う。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          解 答  

 

 

 

【86】 1) ᎑ᩗ改修法ᇹ 14条ᇹ一号、同Ტ令ᲣᇹᲰ条ᇹᲫᇹ七号、ᇹᲬᇹ三号より、 

ṇしい。 

  2) ᎑ᩗ改修法ᇹ 20条より、ṇしい。 

  3) ᎑ᩗ改修法ᇹ 17条ᇹᲫより、ㄗり。 

  4) ᎑ᩗ改修法ᇹ 34条ᇹ一号より、ṇしい。 

    

 答 䠏 
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22-1 【87】 「建⠏≀の⪏㟈改修の促㐍に㛵するἲ律」に㛵するḟのグ㏙のうち、ㄗっているものは

どれか。 

  1) 分ㆡの共同住宅は、そのつᶍにかかわらず、≉定建⠏≀にヱ当しない。 

  2) ≉定建⠏≀にヱ当しない建⠏≀であっても、当ヱ建⠏≀の⪏㟈改修をしようとす

る⪅は、建⠏≀の⪏㟈改修のィ⏬を作成し、所⟶⾜政庁のㄆ定を⏦ㄳすることが

できる。 

  3) 所⟶⾜政庁は、⏦ㄳに係る建⠏≀の⪏㟈改修のィ⏬が建⠏基‽ἲ➨㸴条➨㸯㡯の

つ定による☜ㄆをせするものである場合において、⪏㟈改修のィ⏬のㄆ定をしよ

うとするときは、あらかじめ、建⠏主事の同意を得なければならない。 

  4) 「⪏㟈㛵係つ定」及び「⪏㟈㛵係つ定以外の建⠏基‽ἲ令のつ定」に㐺合しない

㒊分を有する≉定建⠏≀について、ィ⏬のㄆ定を受けて⪏㟈改修を⾜う場合には、

その㐺合しない㒊分について、これらのつ定に㐺合するよう改修しなければなら

ない。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          解 答  

 

 

 

【87】 1) ᎑ᩗ改修法令ᇹᲰ条ᇹᲫᇹ七号より、ṇしい。 

ཎ定建ሰཋは、の共同住宅にᨂられている。 

  2) ᎑ᩗ改修法ᇹ 17条ᇹᲫより、ṇしい。 

  3) ᎑ᩗ改修法ᇹ 17条ᇹᲮより、ṇしい。 

  4) ᎑ᩗ改修法ᇹ 17条ᇹᲭᇹ三号イより、ㄗり。 

᎑ᩗ改修が必ᙲとᛐめられるもので、そのኽ果として建ሰ基準法令のᙹ定にᢘ合

しないこととなることがやむを得ないとᛐめられるものであれば、必ずしもᢘ合

させなくともよい。 

 答 䠐 
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22-1 【88】 「㧗㱋⪅、㞀害⪅➼の⛣動➼の円化の促㐍に㛵するἲ律」に㛵するḟのグ㏙のうち、

ㄗっているものはどれか。 

  1)  ≉定建⠏≀の建⠏➼をしようとする建⠏主➼は、≉定建⠏≀の建⠏➼及び⥔    

持保全のィ⏬を作成し、所⟶⾜政庁のㄆ定を⏦ㄳすることができる。 

  2) ㄆ定≉定建⠏≀の建⠏≀≉定施タの床㠃✚のうち、⛣動➼円化の措⨨をとるこ

とにより㏻常の建⠏≀の建⠏≀≉定施タの床㠃✚を㉸えることとなる㒊分につ

いては、ㄆ定≉定建⠏≀の延べ㠃✚の 1/10 を㝈度として、容✚⋡の⟬定の基♏

となる延べ㠃✚には⟬入しないものとする。 

  3) 所⟶⾜政庁は、建⠏≀≉定事ᴗを実施していないとㄆめて勧告したにもかかわら

ず、建⠏主➼がṇ当な⌮⏤がなくて、その勧告に係る措⨨をㅮじない場合におい

て、⛣動➼円化を㜼害している事実があるとㄆめるときは、⛣動➼円化のた

めの必せな措⨨をとるべきことを命ずることができる。 

  4) 「建⠏≀⛣動➼円化ㄏ導基‽」においては、多数の⪅が利⏝する主たる㝵ẁは、

回り㝵ẁ以外の㝵ẁをタける✵㛫を☜保することが困㞴であるときは、回り㝵ẁ

とすることができる。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

  【88】 1) バリアフリー法ᇹ 17条ᇹᲫより、ṇしい。 

  2) バリアフリー法ᇹ 19条、バリアフリー法Ტ令Უᇹ 24条より、ṇしい。 

  3) バリアフリー法ᇹ 38条ᇹᲮより、ṇしい。 

  4) バリアフリー法ᇹ 17条ᇹᲭ、建ሰཋᆆ動ሁ円滑化ᛔ導基準ᇹᲮ条ᇹ九号で回

り᨞段としてはならないので、ㄗり。 

 答 䠐 
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23-2 【89】 ḟのグ㏙のうち、㧗㱋⪅、㞀害⪅➼の⛣動➼の円化の促㐍に㛵するἲ律上、ṇしい

ものはどれか。 

  1) 床㠃✚の合ィが 1,000 ㎡の≀品㈍売ᴗを営む店⯒を建⠏しようとする建⠏主➼

は、当ヱ店⯒を建⠏≀⛣動➼円化基‽に㐺合させなければならない。 

  2) 床㠃✚の合ィが 3,000 ㎡ホテルを建⠏しようとする建⠏主➼は、当ヱホテルを建

⠏≀⛣動➼円化基‽に㐺合させなければならない。 

  3) 床㠃✚の合ィが 200 ㎡の㣧㣗店を建⠏しようとする建⠏主➼は、当ヱ㣧㣗店の建

⠏➼及び⥔持保全のィ⏬を作成し、所⟶⾜政庁のㄆ定を⏦ㄳできる。 

  4) 不≉定かつ多数の⪅が利⏝する居室までの⤒㊰を⛣動➼円化⤒㊰としようと

する場合、⤒㊰の⠊囲は、建⠏≀の主たる出入口から当ヱ居室までである。 

  5㸧 共同住宅を建⠏しようとする建⠏主➼は、当ヱ共同住宅を建⠏≀⛣動➼円化基

‽に㐺合させるために必せな措⨨をㅮずるように努める必せはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          解 答  

 【89】 1) バリアフリー法ᇹ 14条ᇹ 1、同Ტ令ᲣᇹᲳ条、ཋ品ᝤ売業を営む店ᑄは 

同Ტ令ᲣᇹᲯ条ᇹ六号でཎ別ཎ定建ሰཋであるが、Წ,000 ㎡以上というᙹ模を

満たしていないので、ㄗり。 

  2) バリアフリー法ᇹ 17 条ᇹᲭᇹ一号によるཎ定建ሰཋの建ሰᛐ定の基準であ

り、ᛐ定ဎᛪをᘍわない場合には「建ሰཋᆆ動ሁ円滑化ᛔ導基準」にᢘ合させる

ことをᙲしないので、ㄗり。 

  3) バリアフリー法ᇹ 17条ᇹᲫ、店は同Ტ令ᲣᇹᲮ条ᇹᲫᇹ十五号でཎ定

建ሰཋなので、ṇしい。 

  4) バリアフリー法Ტ令Უᇹ 18条ᇹᲫᇹ一号より、ㄗり。 

  5㸧 バリアフリー法ᇹ 16条ᇹᲫより、ㄗり。 
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 答 䠏 

22-2 【90】 ḟのグ㏙のうち、ㄗっているものはどれか。 

  1) 「㧗㱋⪅、㞀害⪅➼の⛣動➼の円化の促㐍に㛵するἲ律」上、事務所は、「≉

別≉定建⠏≀」である。 

  2) 「建⠏≀の⪏㟈改修の促㐍に㛵するἲ律」上、建⠏≀の⪏㟈改修のィ⏬が建⠏基

‽ἲ➨㸴条➨㸯㡯のつ定による☜ㄆをせするものである場合において、所⟶⾜政

庁がィ⏬のㄆ定をしたときは、同ἲ➨㸴条➨㸯㡯のつ定による☜ㄆ῭ドの交付が

あったものとみなす。 

  3) 「建⠏≀の⪏㟈改修の促㐍に㛵するἲ律」上、「⪏㟈改修」とは、地㟈に対する

安全性の向上を┠ⓗとして、増⠏、改⠏、修⧋ⱝしくはᶍᵝ替又は敷地の整備を

することをいう。 

  4) 「㒔市ィ⏬ἲ」上、㒔市ィ⏬区域又は‽㒔市ィ⏬区域内において、図書㤋ἲにつ

定する図書㤋の⏝に供する施タである建⠏≀の建⠏のために⾜う 1,500 ㎡の㛤Ⓨ

⾜Ⅽは、㛤Ⓨのチ可を必せとしない。 

  5) 「住宅の品㉁☜保の促㐍➼に㛵するἲ律」上、新⠏住宅の売㈙契⣙において、住

宅のᵓ㐀⪏力上主せな㒊分➼の⍗⑅担保㈐任の期㛫は、ὀ文⪅又は㈙主に引きΏ

した時から 20 年以内とすることができる。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【90】 1) バリアフリー法ᇹᲬ条ᇹ十七号、同Ტ令ᲣᇹᲯ条より、ㄗり。 

  2) ᎑ᩗ改修法ᇹ 17条ᇹ 10より、ṇしい。 

  3) ᎑ᩗ改修法ᇹᲬ条ᇹᲬより、ṇしい。 

  4) ᣃ市ᚘဒ法ᇹ 29条ᇹᲫᇹ三号、ṇしい。 

  5) 品ᄩ法ᇹ 97条より、ṇしい。 

 答 １ 
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19-2 【91】 「住宅の品㉁☜保の促㐍➼に㛵するἲ律」に㛵するḟのグ㏙のうち、ㄗっているもの

はどれか。 

  1) 「新⠏住宅」とは、新たに建タされた住宅で、まだ人の居住の⏝に供したことの

ないもの㸦建タ工事の完了の日から㉳⟬して㸯年を⤒㐣したものを㝖く。㸧をい

う。 

  2) 国土交㏻大⮧が定める日本住宅性⬟⾲♧基‽は、利害㛵係人の意向を㐺切に反映

するように、かつ、その㐺⏝に当たって同ᵝな条件の下にある⪅に対して不公ṇ

に差別を付することがないように定めなければならない。 

  3) 住宅を新⠏する建タ工事のㄳ㈇契⣙においては、ㄳ㈇人は、工事の完了した時か

ら 10 年㛫、住宅のうちᵓ㐀⪏力上主せな㒊分又は㞵Ỉのᾐ入を㜵Ṇする㒊分の

⍗⑅㸦ᵓ㐀⪏力又は㞵Ỉのᾐ入に影㡪のないものを㝖く。㸧について、所定の担

保の㈐任を㈇う。 

  4) 国土交㏻大⮧が、指定する住宅⣮争処⌮支援センターのᴗ務の一つとして、ホ価

住宅以外の住宅の建タ工事のㄳ㈇契⣙又は売㈙契⣙に㛵する┦ㄯ、助ゝ及びⱞ情

の処⌮を⾜うこととつ定されている。 

  5) 住宅の建タ工事のㄳ㈇人は、タィ住宅性⬟ホ価書の写しをㄳ㈇契⣙書にῧ付した

場合においては、ㄳ㈇人がㄳ㈇契⣙書に反対の意思を⾲♧していなければ、当ヱ

タィ住宅性⬟ホ価書の写しに⾲♧された性⬟を有する住宅の建タ工事を⾜う事

を契⣙したものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          解 答  

 【91】 1) 品ᄩ法ᇹᲬ条ᇹᲬより、ṇしい。 

  2) 品ᄩ法ᇹᲭ条ᇹᲬより、ṇしい。 

  3) 品ᄩ法ᇹ 94条ᇹ 1より、注文ᎍに引き渡した時から 10年᧓なので、ㄗり。 

  4) 品ᄩ法ᇹ 83条ᇹ 1ᇹ七号より、ṇしい。 

  5) 品ᄩ法ᇹᲰ条ᇹ 1及びᇹᲮより、ṇしい。 

 答 䠏 
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20-1 【92】 「住宅の品㉁☜保の促㐍➼に㛵するἲ律」に㛵するḟのグ㏙のうち、ㄗっているものはど

れか。 

  1) 「新⠏住宅」とは、新たに建タされた住宅で、まだ人の住居の⏝に供したことのな

いものであり、かつ、当ヱ住宅の建タ工事の完了の日から㉳⟬して㸯年を⤒㐣して

いないものをいう。 

  2) 住宅新⠏ㄳ㈇契⣙又は新⠏住宅の売㈙契⣙における⍗⑅担保㈐任の≉例において

「住宅のᵓ㐀⪏力上主せな㒊分➼」には、「㞵Ỉを排㝖するため住宅にタける㓄Ỉ⟶

のうち、当ヱ住宅の屋᰿ⱝしくは外壁の内㒊又は屋内にある㒊分」が含まれる。 

  3) 住宅新⠏ㄳ㈇契⣙又は新⠏住宅の売㈙契⣙においては、住宅のᵓ㐀⪏力上主せな㒊

分➼の⍗⑅担保㈐任の期㛫は、⍗⑅担保㈐任の≉例により、引きΏした時から 10 年

㛫であるが、契⣙において、引きΏした時から 20 年以内とすることができる。 

  4) 新⠏住宅の㈙主は、住宅のᵓ㐀⪏力上主せな㒊分➼の㞃れた⍗⑅について、⍗⑅担

保㈐任の≉例により、売主又は建タ工事のㄳ㈇人のいずれに対しても、契⣙ゎ㝖、

⍗⑅の⿵修又は損害㈺償のㄳồをすることができる。 

  5) 国土交㏻大⮧の指定する住宅⣮争処⌮支援センターは、建タ住宅性⬟ホ価書が交付

された住宅以外の住宅についても、建タ工事のㄳ㈇契⣙又は売㈙契⣙に㛵する┦ㄯ、

助ゝ及びⱞ情の処⌮を⾜う。 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 

 【92】 1) 品ᄩ法ᇹᲬ条ᇹᲬより、ṇしい。 

  2) 品ᄩ法ᇹ 94条ᇹ 1、品ᄩ法ᇹ 95条ᇹ 1、品ᄩ法Ტ令ᲣᇹᲯ条ᇹ 2ᇹ

二号より、ṇしい。 

  3) 品ᄩ法ᇹ 97条はᇹ 94条ᇹᲫ、ᇹ 95条ᇹᲫのཎ例なので、ṇしい。 

  4) 品ᄩ法ᇹ 95条ᇹ 1より、ᝰ主は売主に対してᚐᨊのᛪ求をすることができる

ので、ㄗり。 

  5) 品ᄩ法ᇹ 83条ᇹᲫᇹ七号より、ṇしい。 

 答 䠐 
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22-1 【93】 住宅に㛵するḟのグ㏙のうち、㛵係ἲ令上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 「住宅の品㉁☜保の促㐍➼に㛵するἲ律」に基づき、住宅新⠏ㄳ㈇契⣙又は新⠏

住宅の売㈙契⣙においては、住宅のᵓ㐀⪏力上主せな㒊分➼について、引きΏし

た時から 10 年㛫の⍗⑅担保㈐任を⩏務づけており、これに反する≉⣙でὀ文⪅

又は㈙主に不利なものは↓効とされる。 

  2) 「≉定住宅⍗⑅担保㈐任の履⾜の☜保➼に㛵するἲ律」に基づき、新⠏住宅の建

タ工事のㄳ㈇人である建タᴗ⪅又は売主である宅地建≀取引ᴗ⪅は、原則とし

て、⍗⑅担保保ド㔠の供ク又は⍗⑅担保㈐任保㝤契⣙の⥾⤖のいずれかを⾜わな

ければならない。 

  3) 「㛗期優Ⰻ住宅の普及の促㐍に㛵するἲ律」に基づき、所⟶⾜政庁は、㛗期優Ⰻ

住宅建⠏➼ィ⏬のㄆ定の⏦ㄳがあった場合において、ᵓ㐀及びタ備、つᶍ、地域

における居住⎔境の⥔持及び向上、建⠏後の⥔持保全の方ἲ➼について、所定の

基‽に㐺合するとㄆめるときは、ㄆ定することができる。 

  4) 「㛗期優Ⰻ住宅の普及の促㐍に㛵するἲ律」に基づき、㛗期優Ⰻ住宅建⠏➼ィ⏬

のㄆ定の⏦ㄳをしようとする場合には、あらかじめ、建⠏基‽ἲに基づく☜ㄆ῭

ドの交付を受けなければならない。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 

 【93】 1) 品ᄩ法ᇹ 94条ᇹᲫ、ᇹᲬ、品ᄩ法ᇹ 95条ᇹᲫ、ᇹᲬより、ṇしい。 

  2) ཎ定住宅࿉၇担保ᝧ任の履ᘍのᄩ保ሁに᧙する法律ᇹᲭ条ᇹᲬより、ṇしい。 

  3) ᧈ期優ᑣ住宅促ᡶ法ᇹ 6条ᇹ 1より、ṇしい。 

  4) ᧈ期優ᑣ住宅促ᡶ法ᇹ 6条ᇹᲬより、ᛐ定ဎᛪに併せて建ሰᄩᛐဎᛪを提出す

ればよいので、ㄗり。 

 答 䠐 

24-1 【94】 ḟにグ㏙のうち、ᾘ㜵ἲ上、ㄗっているものはどれか。ただし、建⠏≀はいずれも↓

❆㝵を有しないものとし、指定可⇞≀の㈓ⶶ及び取扱いは⾜わないものとする。 
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  1) デ⒪所及び㣧㣗店の⏝㏵に供する」合⏝㏵㜵ⅆ対㇟≀の地㝵㸦床㠃✚の合ィ 450

㎡㸧については、ガス₃れⅆ⅏㆙報タ備をタ⨨しなくてもよい。 

  2) 延べ㠃✚ 2,500 ㎡、地上㸱㝵建の倉庫にタける屋内ᾘⅆᰦは、当ヱ倉庫の㝵ごと

に、その㝵の各㒊分から一のホース接⥆口までのỈ平㊥㞳が 25m 以下となるよ

うにタけなければならない。 

  3) 地上㸱㝵建ての≉別支援学ᰯで、各㝵の収容人員が 10 人のものについては、原

則として、㸰㝵以上の㝵に㑊㞴器具をタ⨨しなければならない。 

  4) 

 

 

≀品㈍売ᴗを営む店⯒と共同住宅とが㛤口㒊のない⪏ⅆᵓ㐀の床又は壁で区⏬

されているときは、その区⏬された㒊分は、ᾘ㜵タ備➼のタ⨨及び⥔持の技⾡上

の基‽のつ定の㐺⏝については、それぞれ別の㜵ⅆ対㇟≀とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

          解 答  

 【94】 1) 消᧸法Ტ令Უᇹ 21条のᲬᇹ 1ᇹ五号、同Ტ令Უ別ᘙᇹᲫより、ṇしい。 

  2) 消᧸法Ტ令Უᇹ 11条ᇹ 1ᇹ二号、同Ტ令Უ別ᘙᇹ 1ᇹᲢ14Უより、ṇし

い。 

  3) 消᧸法Ტ令Უᇹ 25条ᇹ 1ᇹ一号、同Ტ令Უ別ᘙᇹ 1ᇹᲢ6Უニより、ㄗり。 

  4) 消᧸法Ტ令ᲣᇹᲲ条より、ṇしい。 

 答 䠏 
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23-1 【95】 ḟのグ㏙のうち、ᾘ㜵ἲ上、ㄗっているものはどれか。ただし、建⠏≀はいずれも↓

❆㝵を有しないものとし、指定可⇞≀の㈓ⶶ及び取扱は⾜わないものとする。 

  1) 㧗さ 31m を㉸える共同住宅にタける㠀常⏝の昇㝆ᶵは、ᾘ㜵の⏝に供するタ備

にはヱ当しない。 

  2) ‽⪏ⅆ建⠏≀で、壁及び天井の室内に㠃する㒊分の仕上げを㞴⇞材料でした延べ

㠃✚ 1,200 ㎡、地上㸰㝵建の共同住宅については、原則として、屋内ᾘⅆᰦタ備

をタ⨨しなければならない。 

  3) 収容人員が 20 人のカラオケボックスと、収容人員が 15 人の㣧㣗店からなる」合

⏝㏵㜵ⅆ対㇟≀については、㜵ⅆ⟶⌮⪅を定めなければならない。 

  4) 劇場で、⯙台㸦300 ㎡㸧並びにこれに接⥆してタけられた大㐨具室㸦床㠃✚ 100

㎡㸧及び小㐨具室㸦床㠃✚ 100 ㎡㸧である⯙台㒊を有するものには、原則として、

スプリンクラータ備をタ⨨しなければならない。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解 答 

 

  【95】 1) 消᧸法ᇹ 17条ᇹᲫ、消᧸法Ტ令ᲣᇹᲱ条ᇹᲮより、ṇしい。 

  2) 消᧸法Ტ令Უᇹ 11条ᇹᲫᇹ二号、ᇹᲬより、準᎑火建ሰཋの場合はᲬ倍ま

でዼ和されるので、ㄗり。 

  3) 消᧸法ᇹᲲ条ᇹᲫ、消᧸法Ტ令ᲣᇹᲫ条のᲬᇹᲬより、ṇしい。 

  4) 消᧸法Ტ令Უᇹ 12条ᇹᲫᇹ二号より、ṇしい。 
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 答 ２ 

21-1 【96】 ḟの「㜵ⅆ対㇟≀」と「ᾘ㜵⏝タ備➼」との⤌合せのうち、ᾘ㜵ἲ上、原則として、

当ヱᾘ㜵⏝タ備➼をタけなくてもよいものはどれか。ただし、㜵ⅆ対㇟≀はいずれも

↓❆㝵を有しないものとし、指定可⇞≀の㈓ⶶ及び取扱いは⾜わないものとする。 

   

 

1) 

 

2) 

 

 

3) 

 

4) 

㜵 ⅆ 対 ㇟ ≀ ᾘ㜵⏝タ備➼ 

延べ㠃✚ 3,000 ㎡、主せᵓ㐀㒊を⪏ⅆᵓ㐀とした地上㸳

㝵建のⓒ㈌店 

スプリンクラータ備 

延べ㠃✚ 2,100 ㎡、主せᵓ㐀㒊を⪏ⅆᵓ㐀㸦壁及び天井

の室内に㠃する㒊分の仕上げを㞴⇞材料としたもの㸧と

した地上㸱㝵建のマーケット 

屋内ᾘⅆᰦタ備 

延べ㠃✚ 280 ㎡、木㐀、地上㸰㝵建の旅㤋 

 

⮬動ⅆ⅏報▱タ備 

延べ㠃✚ 6,000 ㎡、‽⪏ⅆ建⠏≀である平屋建の工場 屋外ᾘⅆᰦタ備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          解 答  

 【96】 1) 消᧸法Ტ令Უᇹ 12条ᇹ 1ᇹ四号にᛆ当するので、タける。 

  2) 消᧸法Ტ令Უᇹ 11条ᇹ 1ᇹ二号及びᇹᲬにより、タける。 

  3) 消᧸法Ტ令Უᇹ 21条ᇹᲫᇹ三号にᛆ当しないので、タけなくてよい。 

  4) 消᧸法Ტ令Უᇹ 19条ᇹ 1より、タける。 

 答 䠏 
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25-1 【97】 ḟのグ㏙のうち㛵係ἲ令上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 「㛗期優Ⰻ住宅の普及の促㐍に㛵するἲ律」に基づき、分ㆡ事ᴗ⪅は、ㆡ受人を

Ỵ定するまでに┦当の期㛫をせするとぢ㎸まれる場合においては、単⊂で㛗期優

Ⰻ住宅建⠏➼ィ⏬を作成し、所⟶⾜政庁のㄆ定を⏦ㄳすることができる。 

  2) 「エネルギーの使⏝の合⌮化に㛵するἲ律」に基づき、建⠏≀の建⠏をしようと

する⪅➼は、建⠏≀の外壁、❆➼を㏻しての⇕の損失の㜵Ṇ及び建⠏≀にタける

✵Ẽㄪ和タ備➼に係わるエネルギーの効⋡ⓗ利⏝のための措⨨をⓗ☜に実施す

ることにより、建⠏≀に係わるエネルギーの使⏝の合⌮化に㈨するように努めな

ければならない。 

  3) 「建タ工事に係わる㈨材の再㈨※化➼に㛵するἲ律」に基づき、≉定建⠏㈨材を

⏝いた建⠏≀に係わるゎ体工事で、当ヱ建⠏≀㸦当ヱゎ体工事に係わる㒊分に㝈

る。㸧床㠃✚の合ィが 50 ㎡であるもののⓎὀ⪅は、工事に╔手する日の㸵日前ま

でに、所定の事㡯を㒔㐨府┴▱事に届け出なければならない。 

  4) 「住宅の品㉁☜保の促㐍に㛵するἲ律」に基づき、住宅新⠏ㄳ㈇契⣙においては、

ㄳ㈇人は、ὀ文⪅に引きΏした時から 10 年㛫、住宅のᵓ㐀⪏力上主せな㒊分➼

の⍗⑅㸦ᵓ㐀⪏力又は㞵Ỉのᾐ入に影㡪のないものを㝖く。㸧について、Ẹἲ➨

634 条➨㸯㡯及び➨㸰㡯前ẁにつ定する担保の㈐任を㈇う。 

    

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 
          解 答  

 【97】 1) ᧈ期優ᑣ住宅促ᡶ法ᇹᲯ条ᇹᲭより、ṇしい。 

  2) エネルギーの使ဇの合ྸ化に᧙する法ᇹ 72条各号より、ṇしい。 

  3) 建ᚨ工事に係る材の再源化ሁに᧙する法律ᇹᲳ条ᇹ 1及びᇹᲭ、同法施

ᘍ令ᇹᲬ条ᇹᲫᇹ一号より、ㄗり。 

  4) 品ᄩ法ᇹ 94条ᇹᲫより、ṇしい。 

    

 

 

 答 䠏 
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21-1 【98】 ḟのグ㏙のうち、㛵係ἲ令上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 「屋外広告≀ἲ」に基づき、㒔㐨府┴は、➨一✀中㧗層住居専⏝地域について、

Ⰻ好な景ほ又は㢼⮴を⥔持するために必せがあるとㄆめるときは、条例で定める

ところにより、広告≀の⾲♧又は掲出≀件のタ⨨を⚗Ṇすることができる。 

  2) 

 

 

 

「㥔㌴場ἲ」に基づき、地方公共団体は、商ᴗ地域内において、延べ㠃✚が 2,000

㎡以上で条例で定めるつᶍ以上の建⠏≀を新⠏しようとする⪅に対し、条例で、

その建⠏≀又はその建⠏≀の敷地内に㥔㌴場施タをタけなければならない旨を

定める事ができる。 

「⮬㌿㌴の安全利⏝の促㐍及び⮬㌿㌴の㥔㌴対⟇の⥲合ⓗ推㐍に㛵するἲ律」に

基づき、地方公共団体は、⮬㌿㌴➼の㥔㌴㟂せのⴭしい地域内で条例で定める区

域内において、スーパーマーケット➼⮬㌿㌴➼大㔞の㥔㌴㟂せを⏕じさせる施タ

で条例で定めるものを新⠏しようとする⪅に対し、条例で当ヱ施タⱝしくはその

敷地内又はその周㎶に⮬㌿㌴➼㥔㌴場をタ⨨しなければならない旨を定めるこ

とができる。 

≉定✵ 周㎶⯟✵ᶵ㦁㡢対⟇≉別措⨨ἲ」に基づき⯟✵㦁㡢㞀害㜵Ṇ≉別地区内

においては、所定の㜵㡢上有効なᵓ㐀とすることにより、同ἲによる㒔㐨府┴▱

事のチ可を受けずに㧗➼学ᰯを新⠏することができる。 

  3)  

 

 

 

 

 

  4) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【98】 1) 屋外広告ཋ法ᇹᲭ条ᇹᲫᇹ一号より、ṇしい。 

  2) ᬟ場法ᇹ 20条ᇹᲫより、ṇしい。 

  3) ᐯ᠃の安全利ဇの促ᡶ及びᐯ᠃ሁのᬟ対ሊのዮ合ႎ促ᡶに᧙する法律ᇹ

Ჯ条ᇹᲮより、ṇしい。 

  4) ཎ定ᆰ港周ᡀᑋᆰ機ᬳ᪦対ሊཎ別措ፗ法ᇹᲯ条ᇹᲬより、ㄗり。 

 答 䠐 
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23-2 【99】 ḟのグ㏙のうち、㛵係ἲ令上、ṇしいものはどれか。 

  1) 「㒔市ィ⏬ἲ」上、市⾤化区域内で、㝔を建⠏するために⾜う 1,200 ㎡の㛤Ⓨ

⾜Ⅽについては、㛤Ⓨチ可を必せとしない。 

  2) 「建タᴗἲ」上、住宅工事のみをㄳけ㈇うことを営ᴗとする⪅は、そのつᶍにか

かわらず、建タᴗのチ可を受けなくてもよい。 

「宅地建≀取引ᴗἲ」上、⮬ら所有する不動⏘の㈤㈚及び⟶⌮をする⾜Ⅽは、宅

地建≀取引ᴗにあたる。 

「住宅の品㉁☜保の促㐍➼に㛵するἲ律」上、住宅新⠏ㄳ㈇契⣙においては、ㄳ

㈇人は、ὀ文⪅に引きΏした時から 10 年㛫、住宅のᵓ㐀⪏力上主せな㒊分➼の

⍗⑅㸦ᵓ㐀⪏力又は㞵Ỉのᾐ入に影㡪のないものを㝖く。㸧について、所定の担

保の㈐任を㈇うが、≉⣙によりその期㛫を▷⦰することができる。 

「≉定住宅⍗⑅担保㈐任の履⾜の☜保➼に㛵するἲ律」上、原則として、⍗⑅担

保㈐任保㝤契⣙の⥾⤖又は⍗⑅担保保ド㔠の供クを⾜わなければならないのは、

新⠏住宅の建タ工事のㄳ㈇人である建タᴗ⪅又は売主である宅地建≀取引ᴗ⪅

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  3) 

   

4) 

   

 

 

5) 

 

         解 答   

 【99】 1) ᣃ市ᚘဒ法ᇹ 29条ᇹᲫより、ㄗり。 

  2) 建ᚨ業法ᇹᲭ条ᇹᲫより、ㄗり。 

  3) 宅地建ཋ取引業法ᇹᲬ条ᇹᲫᇹ二号より、ㄗり。 

  4) 品ᄩ法ᇹ 94条より、注文ᎍに不利なものは無効であるので、ㄗり。 

  5) ཎ定住宅࿉၇担保ᝧ任の履ᘍのᄩ保ሁに᧙する法ᇹᲬ条ᇹᲯᇹ一号、同条ᇹᲰ

ᇹ一号、同法ᇹᲭ条ᇹᲫ、同法ᇹ 11条ᇹᲫより、ṇしい。 

 答 䠑 
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23-1 【100】 ḟのグ㏙のうち、㛵係ἲ令上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 「エネルギーの使⏝の合⌮化に㛵するἲ律」に基づき、➨一✀≉定建⠏≀の┤接

外Ẽに接する屋᰿、壁又は床について一定つᶍ以上の修⧋又はᶍᵝ替をしようと

する⪅は、原則として、当ヱ修⧋又はᶍᵝ替に係る建⠏≀のタィ及び施工に係る

事㡯のうち、当ヱ➨一✀≉定建⠏≀の外壁、❆➼を㏻しての⇕の損失の㜵Ṇのた

めの措⨨に㛵するものを所⟶⾜政庁に届け出さなければならない。 

  2) 「労働安全⾨⏕ἲ」に基づき、事ᴗ⪅は、建タᴗの仕事で、⪏ⅆ建⠏≀又は‽⪏

ⅆ建⠏≀で、▼⥥➼が吹き付けられているものにおける▼⥥➼の㝖去の作ᴗを⾜

う仕事を㛤始しようとするときは、原則として、そのィ⏬を当ヱ仕事の㛤始の日

の 14 日前までに、労働基‽┘╩⨫㛗に届け出なければならない。 

  3) 「建⠏≀の⪏㟈改修の促㐍に㛵するἲ律」に基づき、所⟶⾜政庁は、㝵数が㸰で、

かつ、床㠃✚の合ィが 500 ㎡の保⫱所について、必せな⪏㟈デ断又は⪏㟈改修が

⾜われていないとㄆめるときは、その所有⪅に対し、必せな指♧をすることがで

きる。 

  4) 「建タ工事に係わる㈨材の再㈨※化➼に㛵するἲ律」に基づき、その施工に≉定

建タ㈨材を使⏝する建⠏≀の新⠏工事で、当ヱ建⠏≀の床㠃✚の合ィが 500 ㎡で

あるものの受ὀ⪅は、原則として、分別ゎ体➼をしなければならない。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          解 答  

 【100】 1) Ⴞエネルギー法ᇹ 75条ᇹᲫᇹ二号、より、ṇしい。 

  2) 労働安全ᘓဃ法ᇹ 88条ᇹᲮ、同ᙹ則ᇹ 90条ᇹᲫᇹ五号のᲬより、ṇしい。 

  3) ᎑ᩗ改修法ᇹ 15条ᇹᲬより、保Ꮛ所は同Ტ令ᲣᇹᲲ条ᇹᲫᇹ十八号による

ཎ定建ሰཋであるが、ᇹᲬᇹ二号で、床᩿ᆢが 750 ㎡以上のものが対ᝋにな

るので、ㄗり。 

  4) 建ᚨリサイクル法ᇹᲳ条ᇹᲫ、ᇹᲭ、同Ტ令ᲣᇹᲬ条ᇹᲫᇹ二号より、ṇ

しい。 

 答 䠏 
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20-2 【101】 イ㹼ニのグ㏙について、ṇしいもののみの⤌合わせは、ḟのうちどれか。 

  イ) 宅地㐀成➼つ制ἲ上、宅地以外の土地を宅地にするために⾜う┒土であって、当

ヱ┒土をした土地の㒊分に㧗さが㸯m の崖を⏕ずることとなるものは、「宅地㐀

成」である。 

  ロ) 㒔市ィ⏬ἲ上、㒔市ィ⏬施タの区域内において木㐀平屋建、延べ㠃✚ 150 ㎡の事

務所の改⠏をしようとする⪅は、原則として、㒔㐨府┴▱事のチ可を受けなけれ

ばならない。 

  ハ) 㧗㱋⪅、㞀害⪅➼の⛣動➼の円化の促㐍に㛵するἲ律上、建⠏主➼は、共同住

宅を建⠏しようとするときは、当ヱ共同住宅を建⠏≀⛣動➼円化基‽に㐺合さ

せるために必せな措⨨をㅮずるように努めなければならない。 

  ニ) 建タᴗἲ上、延べ㠃✚が 150 ㎡に‶たない木㐀住宅工事のみをㄳけ㈇うことを営

ᴗとする⪅は、建タᴗのチ可を受けなくてもよい。 

       1) イとロ 

   2) イとハ 

   3) ロとハ 

   4) ロとニ 

   5) ハとニ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 

 

【101】 イ) 宅ᡯ法ᇹ 2条ᇹᲫᇹ二号、同Ტ令ᲣᇹᲭ条ᇹᲫᇹ二号より、Ⴎ土は᭗さᲫ᳧

をឭえる崖をဃずるものをいうので、ㄗり。 

  ロ) ᣃ市ᚘဒ法ᇹ 53条ᇹᲫᇹ一号、同Ტ令Უᇹ 37条より、᠉易なᘍ為とされて

いてᚩ可は不ᙲであるので、ㄗり。 

  ハ) バリアフリー法ᇹ 16条ᇹᲫより、ṇしい。 

  ニ) 業法ᇹᲭ条ᇹᲫただし書き、同Ტ令ᲣᇹᲫ条のᲬᇹᲫより、ṇしい。 

 答 䠑 

18-2 【102】 イ㹼ニのグ㏙について、建⠏基‽ἲ上、ṇしいもののみの⤌合わせは、ḟのうちどれ

か。 
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  イ) 㒔市ィ⏬ἲ上、市⾤化ㄪ整区域内で、㎰ᴗを営む⪅が住居する住宅を建⠏するた

めに⾜う 300 ㎡の㛤Ⓨ⾜Ⅽは、チ可を必せとしない。 

  ロ) 建⠏士ἲ上、建⠏士は、建⠏≀のタィ及び工事┘⌮以外のその他のᴗ務に㛵して

も、不ㄔ実な⾜Ⅽをしたときは免チを取りᾘされることがある。 

  ハ) 宅地建≀取引ᴗἲ上、㸰以上の㒔㐨府┴の区域内に事務所をタ⨨して宅地建≀取

引ᴗを営もうとする⪅は、事務所をタ⨨するそれぞれの㒔㐨府┴の▱事の免チを

受けなければならない。 

  ニ) Ẹἲ上、境⏺⥺から㸰m の㊥㞳において他人の宅地をぢ㏻すことのできる❆又は

⦕側をタける⪅は、┠㞃しを付けなければならない。 

       1) イとロ 

   2) イとハ 

   3) ロとハ 

   4) ロとニ 

   5) ハとニ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 解 答  

 【102】 イ) ᣃ市ᚘဒ法ᇹ 29条ᇹᲫᇹ二号より、ṇしい。 

  ロ) 士法ᇹ 10条ᇹᲫᇹ二号より、ṇしい。 

  ハ) 宅地建ཋ取引業法ᇹᲭ条ᇹᲫのᙹ定では、国土交ᡫ大ᐫの免ᚩを受けなければ

ならないので、ㄗり。 

  ニ) 民法ᇹ 235条ᇹᲫより、Ძ᳧未満のុᩉにᢘဇがあるので、ㄗり。 

 答 １ 
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          解 答  

 【103】 1) 業法ᇹᲭ条ᇹᲫᇹ二号、ᇹᲰ及び業法Ტ令ᲣᇹᲬ条により、「ཎ定建ᚨ業の

ᚩ可」は、下ᛪ
㸬㸬
代の᫇が建ሰ工事業は、6,000 万円以上、その他の工事業は

4,000 万円以上の場合にཎ定建ᚨ業のᚩ可が必ᙲであり、ᛪ᫇の制ᨂのᙹ

定はないので、ṇしい。 

  2) 業法ᇹᲭ条ᇹᲫただし書き及び業法Ტ令ᲣᇹᲫ条のᲬᇹᲫにより、政令で定

める᠉微な建ᚨ工事は、工事 1 件のᛪ代の᫇が建ሰ一式工事にあっては、

1,500万円未満の工事又は延べ᩿ᆢが 150㎡未満の木ᡯ住宅工事、建ሰ一式工

事以外の建ᚨ工事にあっては 500 万円未満であるが、建ᚨ業のᚩ可を受けてい

るので、ṇしい。 

   3) 業法ᇹᲭ条ᇹᲫᇹ二号、ᇹᲰ及び業法Ტ令ᲣᇹᲬ条により、「ཎ定建ᚨ業の

ᚩ可」は、下ᛪ
㸬㸬
代の᫇が建ሰ工事業は、6,000 万円以上、その他の工事業は

4,000万円以上の場合にཎ定建ᚨ業のᚩ可が必ᙲであり、4,000万円の場合は、

一ᑍ建ᚨ業のᚩ可でよいので、ㄗり。 

   4) 業法ᇹᲭ条ᇹᲫただし書き及び業法Ტ令ᲣᇹᲫ条のᲬᇹᲫにより、政令で定

める᠉微な建ᚨ工事は、工事 1 件のᛪ代の᫇が建ሰ一式工事にあっては、

1,500万円未満の工事又は延べ᩿ᆢが 150㎡未満の木ᡯ住宅工事、建ሰ一式工

事以外の建ᚨ工事にあっては 500 万円未満であるが、建ᚨ業のᚩ可を受けてい

るので、ṇしい。 

 答 䠏 

19-2 【103】 建タᴗのチ可に㛵するグ㏙として、「建タᴗἲ」上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 大工工事ᴗで一⯡建タᴗのチ可を受けた⪅は、元ㄳからㄳ㈇代㔠の㢠が 6,000 万

円の大工工事ᴗをㄳけ㈇うことができる。 

  2) 大工工事ᴗで一⯡建タᴗのチ可を受けた⪅は、Ⓨὀ⪅から┤接ㄳけ㈇う 1 件のㄳ

㈇代㔠の㢠が 500 万円の大工工事ᴗをㄳけ㈇うことができる。 

  3) Ⓨὀ⪅から┤接ㄳけ㈇う㸯件の建⠏一式工事につき、下ㄳ代㔠の㢠が 4,000 万円

の下ㄳ契⣙をする場合には、≉定建タᴗのチ可を必せとする。 

  4) 建タ工事ᴗで一⯡建タᴗのチ可を受けた⪅は、Ⓨὀ⪅から┤接ㄳけ㈇う㸯件のㄳ

㈇代㔠の㢠が 1,500 万円の建⠏一式工事をㄳけ㈇うことができる。 
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19-2 【104】 主任技⾡⪅又は┘⌮技⾡⪅に㛵するグ㏙のうち、「建タᴗἲ」上、ㄗっているものは

どれか。 

  1) 国、地方公共団体➼がⓎὀ⪅である建タ工事の⌧場に専任で⨨かなければならな

い┘⌮技⾡⪅㈨᱁⪅ドの交付を受けた⪅で、所定のㅮ⩦を受ㅮしたもののうちか

ら㑅任しなければならない。 

  2) 下ㄳ㈇人として建タ工事をㄳけ㈇った建タᴗ⪅は、下ㄳ代㔠の㢠にかかわらず主

任技⾡⪅を⨨かなければならない。 

  3) 建⠏一式工事に㛵し 10 年以上実務の⤒㦂を有する⪅は、建⠏一式工事における

主任技⾡⪅になることができる。 

  4) 主任技⾡⪅の⫋務には、施工ィ⏬の作成、工⛬⟶⌮、品㉁⟶⌮➼のほか下ㄳ代㔠

の支払いに㛵することが定められている。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【104】 1) 業法ᇹ 26条ᇹᲮより、ṇしい。 

  2) 業法ᇹ 26条ᇹᲫより、建ᚨ業ᎍはそのᛪけった建ᚨ工事を施工するときは元

ᛪ、下ᛪ及びᛪ代の᫇にかかわらず、その工事ྵ場に建ᚨ工事の施工の

技ᘐ上のሥྸをつかさどる主任技ᘐᎍをፗかなければならないので、ṇしい。 

  3) 業法ᇹ 26条ᇹᲫより、業法ᇹᲱ条ᇹᲫᇹ二号イ、ロ、ハにᛆ当するᎍで主任

技ᘐᎍをፗくべき場合の中で業法ᇹᲱ条ᇹᲫᇹ二号ロにᛆ当するので、ṇしい。 

  4) 業法ᇹ 26条のᲭᇹᲫにより、主任技ᘐᎍおよびႳྸ技ᘐᎍのᎰ務の中には、下

ᛪ代の支払いに᧙することは定められていないので、ㄗり。 

 答 䠐 
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20-2 【105】 ⏝ㄒに㛵するグ㏙として、「建⠏基‽ἲ」上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 作ᴗの┠ⓗのために⥅⥆ⓗに使⏝する室は、居室である。 

  2) 建⠏とは、建⠏≀を新⠏し、増⠏し、改⠏することをいい、⛣㌿することは含ま

ない。 

  3) 大つᶍのᶍᵝ替とは、建⠏≀の主せᵓ㐀㒊の一✀以上について⾜う㐣半のᶍᵝ替

をいう。 

  4) タィ⪅とは、その⪅の㈐任において、タィ図書を作成した⪅をいう。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【105】 1) 法ᇹᲬ条ᇹ四号より、ṇしい。 

  2) 法ᇹᲬ条ᇹ十三号より、「ᆆ᠃」も建ሰに含まれるので、ㄗり。 

  3) 法ᇹᲬ条ᇹ十五号より、ṇしい。 

  4) 法ᇹᲬ条ᇹ十七号より、ṇしい。 

    

 答 ２ 
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          解 答  

 【106】 1) 法ᇹ 15条ᇹᲫより、ṇしい。 

  2) 法ᇹᲰ条ᇹᲫより、ṇしい。 

  3) 法ᇹ 15条ᇹᲫより、建ሰ工事届は、建ሰ主が届け出るので、ㄗり。 

  4) 法ᇹᲱ条ᇹᲫにより、ṇしい。 

 答 䠏 

 

20-2 【106】 手⥆とその⏦ㄳ⪅又は届出⪅との⤌合せとして、「建⠏基‽ἲ」上、ㄗっているもの

はどれか。 

(手 ⥆ き)               (⏦ㄳ⪅又は届出⪅)  

  1) 建⠏≀㝖却届             工事施工⪅ 

  2) 建⠏☜ㄆ⏦ㄳ              建⠏主 

  3) 建⠏工事届              工事施工⪅ 

  4) 完了᳨ᰝ⏦ㄳ              建⠏主 
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          解 答  

 【107】 1) 業法ᇹᲭ条ᇹᲰより、一ᑍ建ᚨ業のᚩ可を受けたᎍが、ཎ定建ᚨ業のᚩ可を受け

たときは、そのᎍに対する当ᛆ建ᚨ業に係る一ᑍ建ᚨ業のᚩ可は、その効力を失う

ので、ㄗり。 

  2) 業法ᇹᲭ条ᇹᲬおよび業法別ᘙᇹ一より、ṇしい。 

  3) 業法ᇹᲭ条ᇹᲬより、建ᚨ業のᚩ可は、その工事のᆔごとに受けることになる

ので、ṇしい。 

  4) 業法ᇹᲭ条ᇹᲭより、ṇしい。 

 答 １ 

20-2 【107】 建タᴗのチ可に㛵するグ㏙として、「建タᴗἲ」上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 一⯡建タᴗのチ可を受けた⪅が、当ヱチ可に係る建タᴗについて、≉定建タᴗの

チ可を受けたときも、一⯡建タᴗのチ可は有効である。 

  2) 建タᴗのチ可は、建タ工事の✀㢮ごとに、29 ᴗ✀に分けて与えられる。 

  3) 㸯つの営ᴗ所で、土木工事ᴗと建⠏工事ᴗのチ可を受けることができる。 

  4) 建タᴗのチ可は、㸳年ごとに更新を受けなければ、その期㛫の⤒㐣によって、そ

の効力が失われる。 
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          解 答  

 【108】 1) 業法ᇹ 19条ᇹᲫᇹ一号より、定められている。 

  2) 業法ᇹ 19条ᇹᲫᇹ四号より、定められている。 

  3) 業法ᇹ 19条ᇹᲫおよび業法ᇹᲫᲳ条のᲬより、ྵ場代ྸ人の氏名は、ᛪ契ኖ

書のᚡ᠍事ではないが、ᛪ人は、ᛪ契ኖの履ᘍに᧙し工事ྵ場にྵ場代ྸ人

をፗく場合においては、当ᛆྵ場代ྸ人の権ᨂに᧙する事及び当ᛆྵ場代ྸ人の

ᘍ為についての注文ᎍのᛪ人に対する意ᙸのဎ出の方法を、書᩿により注文ᎍに

ᡫჷすべきであり、定められていない。 

  4) 業法ᇹ 19条ᇹᲫᇹ十四号より、定められている。 

 答 䠏 

 

 

20-2 【108】 建タ工事のㄳ㈇契⣙書にグ㍕しなければならない事㡯として、「建タᴗἲ」上、定め

られていないものはどれか。 

  1) 工事内容 

  2) ㄳ㈇代㔠の支払い方ἲ 

  3) ⌧場代⌮人のẶ名 

  4) 工事完成の時期 
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          解 答  

 【109】 1) 労働基準法ᇹ 108条より、台帳は、常時使ဇする労働ᎍの数によらず作成し

なければならないので、ㄗり。 

  2) 労働基準法ᇹ 89条より、ṇしい。 

  3) 労働基準法ᇹ 107条ᇹᲫより、ṇしい。 

  4) 労働基準法ᇹ 109条より、ṇしい。 

 答 １ 

 

 

 

20-2 【109】 「労働基‽ἲ」上の「使⏝⪅」の⩏務に㛵するグ㏙として、ㄗっているものはどれか。 

  1) 常時使⏝する労働⪅が 10 人に‶たない事ᴗ場については、㈤㔠台帳を作成する

必せはない。 

  2) 常時使⏝する労働⪅が 10 人に‶たない事ᴗ場については、就ᴗつ則を所㎄労働

基‽┘╩⨫㛗に届け出る必せはない。 

  3) 労働⪅名⡙を各事ᴗ場ごとに作成しなければならない。 

  4) ⅏害⿵償に㛵する書㢮を㸱年㛫保存しなければならない。 
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          解 答  

 【110】 1) 労働安全ᘓဃ法ᇹ 15条のᲬより、ṇしい。 

  2) 労働安全ᘓဃᙹ則ᇹ 18条のᲭより、ṇしい。 

  3) 労働安全ᘓဃ法ᇹ 15条ᇹᲬより、ṇしい。 

  4) 労働安全ᘓဃ法ᇹ16条ᇹᲫおよびᇹ30条ᇹᲫᇹ五号より、工ᆉᚘဒは、 ཎ

定元方事業ᎍሁがᜒずべき措ፗであるので、ㄗり。 

 答 䠐 

 

 

20-2 【110】 建タᴗにおける安全⾨⏕⟶⌮体制に㛵するグ㏙として、「労働安全⾨⏕ἲ」上、ㄗっ

ているものはどれか。 

  1) 元方安全⾨⏕⟶⌮⪅は、⤫括安全⾨⏕㈐任⪅の指揮を受けて、⤫括安全⾨⏕㈐任

⪅の⫋務のうち技⾡ⓗ事㡯を⟶⌮しなければならない。 

  2) 元方安全⾨⏕⟶⌮⪅は、その工事⌧場に専属の⪅でなければならない。 

  3) ⤫括安全⾨⏕㈐任⪅は、工事⌧場においてその工事の実施を⤫括⟶⌮する⪅でな

ければならない。 

  4) ⤫括安全⾨⏕㈐任⪅は、安全⾨⏕㈐任⪅を㑅任し、その⪅に工事の工⛬ィ⏬を作

成させなければならない。 
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          解 答  

 【111】 1) 労働安全ᘓဃᙹ則ᇹ 36条ᇹ三号より、ṇしい。 

  2) 労働安全ᘓဃᙹ則ᇹ 35条より、労働ᎍをᨽい入れたときは業務に就く労働ᎍの労

働時᧓によらず安全ᘓဃ教Ꮛをおこなわなくてはならないので、ㄗり。 

  3) 労働安全ᘓဃ法ᇹ 60条より、ṇしい。 

  4) 労働安全ᘓဃ法Ტ令Უᇹ 20条ᇹ六号および労働安全ᘓဃᙹ則別ᘙᇹᲭより、ṇし

い。 

 答 ２ 

 

 

 

 

20-2 【111】 建タ⌧場における労働⪅の就ᴗに当たっての措⨨に㛵するグ㏙として、「労働安全⾨

⏕ἲ」上、ㄗっているものはどれか。 

  1) アーク⁐接ᶵを⏝いて⾜う㔠属の⁐接、⁐断➼のᴗ務に就かせる労働⪅には、そ

のᴗ務に㛵する安全のための≉別の教⫱を実施しなければならない。 

  2) 㸯㐌㛫の所定労働時㛫が 35 時㛫未‶のパートタイム労働⪅を㞠い入れたとき

は、㞠入れ時の安全⾨⏕教⫱を⾜わなくてもよい。 

  3) 新たに⫋務に就くこととなった⫋㛗に対しては、原則として安全⾨⏕教⫱を⾜わ

なければならない。 

  4) 床上操作式クレーン㐠㌿技⬟ㅮ⩦を修了した⪅であれば、つり上げⲴ㔜㸳㹲以上

の床上操作式クレーンの㐠㌿のᴗ務に就かせることができる。 

    

20-2    
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          解 答  

 【112】 1) 廃棄ཋの処ྸ及び清掃に᧙する法律ᇹᲬ条ᇹᲮᇹ一号および同Ტ令ᲣᇹᲬ条ᇹ十

二号ロより、ヱ当する。 

  2) 廃棄ཋの処ྸ及び清掃に᧙する法律ᇹᲬ条ᇹᲮᇹ一号および同Ტ令ᲣᇹᲬ条ᇹ七

号より、ヱ当する。 

  3) 廃棄ཋの処ྸ及び清掃に᧙する法律ᇹᲬ条ᇹᲮᇹ一号および同Ტ令ᲣᇹᲬ条ᇹ六

号より、ヱ当する。 

  4) 廃棄ཋの処ྸ及び清掃に᧙する法律ᇹᲬ条ᇹᲮおよび同Ტ令ᲣᇹᲬ条より、ヱ当

しない。 

 答 䠐 

 

【112】 「廃Რ≀の処⌮及びΎ掃に㛵するἲ律」上、⏘ᴗ廃Რ≀にヱ当しないものはどれか。 

 1) 場所打ちコンクリートᮺ工事に伴い⏕じたởἾ 

 2) 建≀の取壊しに伴い⏕じたコンクリートの◚∦ 

 3) 㗰〇建具の取替えに伴い⏕じた㔠属くず 

 4) 建タ工事の⌧場事務所から排出された図㠃及び書㢮 
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         解 答  

 【113】 1) 労働安全ᘓဃ法Ტ令ᲣᇹᲰ条ᇹ十五号の四より、定められている。 

  2) 労働安全ᘓဃ法Ტ令ᲣᇹᲰ条ᇹ十五号の二より、定められている。 

  3) 労働安全ᘓဃ法Ტ令ᲣᇹᲰ条より、定められていない。 

  4) 労働安全ᘓဃ法Ტ令ᲣᇹᲰ条ᇹ十五号の五より、定められている。 

 答 䠏 

20-2 【113】 作ᴗ主任⪅を㑅任すべき作ᴗとして、「労働安全⾨⏕ἲ」上、定められていないもの

はどれか。 

  1) ㌺㧗㸳㹫の木㐀建⠏≀のᵓ㐀㒊材の⤌❧て作ᴗ 

  2) 建⠏≀の㦵⤌みの㧗さが㸳㹫の㕲㦵の⤌❧て作ᴗ 

  3) 外壁プレキャストコンクリートᯈの建㎸み作ᴗ 

  4) 㧗さが㸳㹫のコンクリート㐀の工作≀のゎ体作ᴗ 

 

    

20-2 【113】 作ᴗ主任⪅を㑅任すべき作ᴗとして、「労働安全⾨⏕ἲ」上、定められていないもの

はどれか。 

  1) ㌺㧗㸳㹫の木㐀建⠏≀のᵓ㐀㒊材の⤌❧て作ᴗ 

  2) 建⠏≀の㦵⤌みの㧗さが㸳㹫の㕲㦵の⤌❧て作ᴗ 

  3) 外壁プレキャストコンクリートᯈの建㎸み作ᴗ 

  4) 㧗さが㸳㹫のコンクリート㐀の工作≀のゎ体作ᴗ 
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          解 答  

 【114】 1) 法ᇹ 28条ᇹᲫ、同Ტ令Უᇹ 19条ᇹᲭより、「教室」は必ᙲであるが、 

Ꮀ員室は、定められていない。 

  2) 法ᇹ 28条ᇹᲫ、同Ტ令Უᇹ 19条ᇹᲭより、「၏室」は必ᙲであるが、 

ᚮ察室は、定められていない。 

  3) 法ᇹ 28条ᇹᲫ、令 19条ᇹᲬᇹ一号より、「保健所」の保Ꮛ室は、 

タけなければならない。 

  4) 法ᇹ 28条ᇹᲫは、「旅」の客室は、定められていない。 

 答 䠏 

 

 

 

 

 

21-2 【114】 地上㝵にあるḟの居室のうち、「建⠏基‽ἲ上」、原則として、採光のための❆その

他の㛤口㒊をタけなければならないものはどれか。 

  1) 㧗➼学ᰯの⫋員室 

  2) 㝔のデ察室 

  3) 保⫱所の保⫱室 

  4) 旅㤋の客室 
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          解 答  

 【115】 1) 法ᇹ 56条ᇹᲫより、ᇹᲫᆔ低層住居専ဇ地域、ᇹᲬᆔ低層住居専ဇ地域におい

ては、建ሰཋの᭗さのᨂ度が、定められている。 

  2) 法ᇹ 53条のᲬより、ဇᡦ地域に᧙するᣃ市ᚘဒで、定められている。 

  3) 法ᇹ 52条より、ဇᡦ地域で、定められている。 

  4) 構ᡯᚘምの安全性は⏝㏵地域に㛵係ない。 

 答 䠐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-2 【115】 「建⠏基‽ἲ」上、⏝㏵地域と㛵係なく定められているものはどれか。 

  1) 建⠏≀の㧗さ㸦⤯対㧗さ㸧の㝈度 

  2) 建⠏≀の敷地㠃✚の最低㝈度 

  3) 延べ㠃✚の敷地㠃✚に対する割合㸦容✚⋡㸧の㝈度 

  4) ᵓ㐀ィ⟬によって安全性を☜かめなくてもよい建⠏≀のつᶍの㝈度 
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          解 答  

 【116】 1) 業法ᇹ 24条のᲬより、元ᛪ人が意ᙸをきかなければならないのは、ႆ注ᎍでは

なく「下ᛪ人」なので、ㄗり。 

  2) 業法ᇹ 24条のᲮᇹ 2より、ṇしい。 

  3) 業法ᇹ 24条のᲭᇹᲫより、ṇしい。 

  4) 業法ᇹ 24条のᲭᇹᲬより、ṇしい。 

 答 １ 

 

21-2 【116】 元ㄳ㈇人の⩏務に㛵するグ㏙として、「建タᴗἲ」上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 元ㄳ㈇人は、工⛬の⣽┠、作ᴗ方ἲその他元ㄳ㈇人において定めるべき事㡯を定

めようとするときは、あらかじめ、Ⓨὀ⪅の意ぢをきかなければならない。 

  2) 元ㄳ㈇人は、下ㄳ㈇人のㄳけ㈇った建タ工事の完成を☜ㄆした後、下ㄳ㈇人が⏦

し出たときは、≉⣙がされている場合を㝖き、┤ちに、┠ⓗ≀の引Ώしを受けな

ければならない。 

  3) 元ㄳ㈇人は、工事完成後におけるㄳ㈇代㔠の支払を受けたときは、支払の対㇟と

なる下ㄳ㈇人に対して、下ㄳ代㔠を当ヱ支払を受けた日から㸯月以内で、かつ、

できる㝈り▷い期㛫内に支払わなければならない。 

  4) 元ㄳ㈇人は、前払㔠の支払を受けたときは、下ㄳ㈇人に対して、㈨材の㉎入、労

働⪅の募㞟その他建タ工事の╔手に必せな㈝⏝を前払㔠として支払うよう㐺切

な㓄慮をしなければならない。 

    

21-2 【117】 工事⌧場における技⾡⪅に㛵するグ㏙として、「建タᴗἲ」上、ㄗっているものは 

どれか。 

  1) 建タᴗ⪅は、Ⓨὀ⪅から 3,500 万円でㄳけ㈇った建タ工事を施工するときは、 

主任技⾡⪅を⨨かなければならない。 

  2) 公共性のある施タ又は多数の⪅が利⏝する施タに㛵する㔜せな建タ工事で政令

で定めるものについては、主任技⾡⪅又は┘⌮技⾡⪅は、工事⌧場ごとに、専任

の⪅でなければならない。 

  3) 元ㄳが≉定建タᴗ⪅であり、┘⌮技⾡⪅を⨨いているときは、下ㄳの建タᴗ⪅は

主任技⾡⪅を⨨かなくてよい。 

  4) 工事⌧場における建タ工事の施工に従事する⪅は、主任技⾡⪅又は┘⌮技⾡⪅が

その⫋務として⾜う指導に従わなければならない。 
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          解 答  

 【117】 1) 業法ᇹ 26条ᇹᲫより、ṇしい。 

  2) 業法ᇹ 26条ᇹᲭより、ṇしい。 

  3) 業法ᇹ 26条ᇹᲫより、元ᛪにႳྸ技ᘐᎍをፗいているかどうかにかかわらず、

下ᛪは、主任技ᘐᎍをፗかなければならないので、ㄗり。 

  4) 業法ᇹ 26条のᲭᇹᲬより、ṇしい。 

 答 䠏 

21-2 【117】 工事⌧場における技⾡⪅に㛵するグ㏙として、「建タᴗἲ」上、ㄗっているものは 

どれか。 

  1) 建タᴗ⪅は、Ⓨὀ⪅から 3,500 万円でㄳけ㈇った建タ工事を施工するときは、 

主任技⾡⪅を⨨かなければならない。 

  2) 公共性のある施タ又は多数の⪅が利⏝する施タに㛵する㔜せな建タ工事で政令

で定めるものについては、主任技⾡⪅又は┘⌮技⾡⪅は、工事⌧場ごとに、専任

の⪅でなければならない。 

  3) 元ㄳが≉定建タᴗ⪅であり、┘⌮技⾡⪅を⨨いているときは、下ㄳの建タᴗ⪅は

主任技⾡⪅を⨨かなくてよい。 

  4) 工事⌧場における建タ工事の施工に従事する⪅は、主任技⾡⪅又は┘⌮技⾡⪅が

その⫋務として⾜う指導に従わなければならない。 
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          解 答  

 【118】 1) 労働基準法ᇹ 62条、年少ᎍ労働基準ᙹ則ᇹ 8条ᇹᲫᇹ二十五号より、「ឱ場の

ኵᇌ、ᚐ体又は変更の業務は就かせてはならないが「地上又は床上におけるᙀ助

作業の業務をᨊく」とあるので、制㝈されていない。Უ 

  2) 労働基準法ᇹ 62条、年少ᎍ労働基準ᙹ則ᇹ 8条ᇹᲫᇹ三号より、就かせては

ならないᴗ務である。 

  3) 労働基準法ᇹ 62条、年少ᎍ労働基準ᙹ則ᇹ 8条ᇹᲫᇹ五号より、「最大ᆢ᠍ 

ᒵᲬᳮ未満のᒵཋ又は人ᒵဇエレベーターのᢃ᠃業務」は、制㝈されていない。 

  4) 労働基準法ᇹ 62条、年少ᎍ労働基準ᙹ則ᇹ 8条ᇹ 1ᇹ十号より、「クレーン、

デリック又は揚ᝣᘺፗのྚ掛けの業務」は、就かせてはならないが、「Წ人以上の

ᎍによってᘍうྚ掛け業務におけるᙀ助は就かせてはならない業務からᨊく」と

あるので、制㝈されていない。 

 答 ２ 

 

21-2 【118】 ḟのᴗ務のうち、「労働基‽ἲ」上、‶ 18ṓに‶たない⪅を就かせてはならない 

ᴗ務はどれか。 

  1) 地上又は床上における㊊場の⤌❧ての⿵助作ᴗのᴗ務 

  2) クレーンの㐠㌿のᴗ務 

  3) 最大✚㍕Ⲵ㔜㸯㹲 のⲴ≀⏝エレベーターの㐠㌿のᴗ務 

  4) 㸰名で⾜うクレーンの⋢掛けのᴗ務における⿵助作ᴗのᴗ務 
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          解 答  

 【119】 1) 労働安全ᘓဃ法ᇹ 59条ᇹᲫより、定められている。 

  2) 労働安全ᘓဃ法ᇹ 59条ᇹᲬより、定められている。 

  3) 労働安全ᘓဃ法ᇹ 59条ᇹᲭより、定められている。 

  4) 労働安全ᘓဃ法ᇹ 14 条より、作業主任ᎍは、一定の格を持ったᎍで、安全ᘓ

ဃ教Ꮛの対ᝋᎍではないので、ᛚり。 

 答 䠐 

 

 

 

21-2 【119】 安全⾨⏕教⫱に㛵するグ㏙として、「労働安全⾨⏕ἲ」上、定められていないものは

どれか。 

  1) 事ᴗ⪅は、労働⪅を㞠い入れたときは、当ヱ労働⪅に対し、その従事するᴗ務に

㛵する安全又は⾨⏕のための教⫱を⾜わなければならない。 

  2) 事ᴗ⪅は、労働⪅の作ᴗ内容を変更したときは、当ヱ労働⪅に対し、新たに従事

するᴗ務に㛵する安全又は⾨⏕のための教⫱を⾜わなければならない。 

  3) 事ᴗ⪅は、┬令で定める危㝤又は有害なᴗ務に労働⪅をつかせるときは、当ヱᴗ

務に㛵する安全又は⾨⏕のための≉別の教⫱を⾜わなければならない。 

  4) 事ᴗ⪅は、作ᴗ主任⪅を㑅任したときは、当ヱ作ᴗ主任⪅に対し、その従事する

ᴗ務に㛵する安全又は⾨⏕のための教⫱を⾜わなければならない。 

21-2 
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          解 答  

 【120】 1) 労働安全ᘓဃ法ᇹ 10条ᇹᲫ、労働安全ᘓဃᙹ則ᇹᲬ条より、事業ᎍは、「ዮ括

安全ᘓဃሥྸᎍをᢠ任したときは、ᢠ任した日から 14 日以内に事業所の所在地

をሥᠤする労働基準Ⴓთፙᧈに報告書を提出する」ことが、必せである。 

  2) 労働安全ᘓဃ法ᇹ 11条ᇹᲫより、事業ᎍは、「常時 50人以上の労働ᎍを使ဇ

する事業場で安全ሥྸᎍをᢠ任したときは、ᢠ任した日から 14 日以内に事業所

の所在地をሥᠤする労働基準Ⴓთፙᧈに報告書を提出する」ことが、必せである。 

  3) 労働安全ᘓဃ法ᇹ 12条ᇹᲫより、事業ᎍは、「常時 50人以上の労働ᎍを使ဇ

する事業場でᘓဃሥྸᎍをᢠ任したときは、ᢠ任した日から 14 日以内に事業所

の所在地をሥᠤする労働基準Ⴓთፙᧈに報告書を提出する」ことが、必せである。 

  4) 労働安全法ᇹ 12 条のᲬより、事業ᎍは、安全ᘓဃ推ᡶᎍ
㸬㸬㸬

をᢠ任したときは、事

業所の所在地をሥᠤする労働基準Ⴓთፙᧈに報告書の必せはない。 

 答 䠐 

 

 

 

21-2 【120】 「労働安全⾨⏕ἲ」上、事ᴗ⪅が、所㎄労働基‽┘╩⨫㛗へ報告書を提出する必せが

ないものはどれか。 

  1) ⥲括安全⾨⏕⟶⌮⪅を㑅任したとき。 

  2) 安全⟶⌮⪅を㑅任したとき。 

  3) ⾨⏕⟶⌮⪅を㑅任したとき。 

  4) 安全⾨⏕推㐍⪅
㸬㸬㸬

を㑅任したとき。 
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          解 答  

 【121】 1) 廃処ྸ法ᇹᲬ条ᇹᲮᇹ一号、同Ტ令ᲣᇹᲬ条より、ṇしい。 

  2) 廃処ྸ法ᇹᲬ条ᇹᲮᇹ一号、同Ტ令ᲣᇹᲬ条より、ṇしい。 

  3) 廃処ྸ法ᇹᲭ条ᇹᲫより、「事業ᎍは、その事業活動に伴ってဃじた廃棄ཋをᐯ

らのᝧ任においてᢘ正に処ྸしなければならない」とᙹ定されているので、ㄗり。 

  4) 廃処ྸ法ᇹ 14条ᇹᲫより、ṇしい。 

 答 䠏 

 

21-2 【121】 ⏘ᴗ廃Რ≀に㛵するグ㏙として、「廃Რ≀の処⌮及びΎ掃に㛵するἲ律」上、ㄗって

いるものはどれか。 

  1) 工作≀の改⠏に伴って⏕じた⧄⥔くずは、⏘ᴗ廃Რ≀である。 

  2) 工作≀の新⠏に伴って⏕じた⣬くずは、⏘ᴗ廃Რ≀である。 

  3) ⏘ᴗ廃Რ≀を排出した事ᴗ⪅は、その廃Რ≀を⮬ら処⌮することはできない。 

  4) ⏘ᴗ廃Რ≀の収㞟又は㐠搬をᴗとして⾜おうとする⪅は、原則として、㒔㐨府┴

▱事のチ可を受けなければならない。 
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          解 答  

 【122】 1) 法ᇹᲬ条ᇹ二号より、「ཎ殊建ሰཋ」とは、法令に条文にᚡ᠍させている建ሰཋ

であり不ཎ定多数のᎍが使ဇし、火災ႆဃの恐れが大きく、周ᡀに与える影᪪が

大きい建ሰཋである。したがって、一ᑍの事務所は、ཎ殊建ሰཋではない。 

よって、ṇしい。 

  2) 法ᇹᲬ条ᇹ一号より、ᤧᢊ及びᢊのዴែ敷地内のᢃ᠃保安に᧙する施ᚨ並びに

ឿዴ橋、プラットホームの上家ሁは建ሰཋではないので、ṇしい。 

  3) 法ᇹᲬ条ᇹ五号より、建ሰཋの構ᡯ上ᙲでない「最下᨞の床」は、主ᙲ構ᡯᢿ

からᨊかれているので、ṇしい。 

  4) 法ᇹᲬ条ᇹ四号より、「居室とは、居住、執務、作業、ᨼ会、娯楽その他これらに

するႸႎのためዒዓႎに使ဇする室」となっており、ႊᝣ店の売場は、居室で

ある。よって、ㄗり。 

 答 䠐 

 

22-2 【122】 ḟのグ㏙のうち、「建⠏基‽ἲ」上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 事務所の⏝㏵に供する建⠏≀は、≉Ṧ建⠏≀ではない。 

  2) 㕲㐨のプラットホームの上家は、建⠏≀ではない。 

  3) 建⠏≀のᵓ㐀上㔜せでない最下㝵の床は、主せᵓ㐀㒊ではない。 

  4) ⓒ㈌店の売場は、居室ではない。 
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          解 答  

 【123】 1) 法ᇹ 28条ᇹᲮより、ṇしい。 

  2) 法ᇹ 27 条ᇹᲫ、別ᘙᇹᲫᲢろᲣ欄ᲢᲬᲣ「共同住宅」より、原則Ჭ᨞以上

の᨞を共同住宅のဇᡦに供するものは、᎑火建ሰཋとしなければならないので、

ㄗり。 

  3) 法ᇹ 29条より、ṇしい。 

  4) 法ᇹ 30条より、ṇしい。 

 答 ２ 

22-2 【123】 ḟのグ㏙のうち、「建⠏基‽ἲ」上、ㄗっているものはどれか。 

  1) ふすま、㞀子その他㝶時㛤放することができるもので仕切られた㸰室は、居室の

採光及び換Ẽのつ定の㐺⏝に当たっては、㸯室とみなす。 

  2) 㸲㝵以上の㝵を共同住宅とする建⠏≀は、‽⪏ⅆ建⠏≀としなければならない。 

  3) 住宅の地㝵にタける居室は、㜵‵の措⨨その他の事㡯について⾨⏕上必せな政令

で定める技⾡ⓗ基‽に㐺合するものとしなければならない。 

  4) 共同住宅の各戸の⏺壁は、小屋又は天井に㐩するものとするほか、㐽㡢性⬟

に㛵して政令で定める技⾡ⓗ基‽に㐺合するものとしなければならない。 
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          解 答  

 【124】 1) 業法ᇹᲭ条、業法Ტ令ᲣᇹᲬ条より、ཎ定建ᚨ業が必ᙲとされるのは、「ႆ注ᎍ

からႺ接ᛪけい、下ᛪ契ኖの᫇が、建ሰ一式工事Ჴ6,000万円以上、その他

の工事Ჴ4,000万円以上」の場合でありᚨ問のケースでは、一ᑍ建ᚨ業でよい 

ので、ㄗり。 

  2) 業法ᇹᲱ条ᇹᲫᇹ二号より、ṇしい。 

  3) 業法ᇹᲭ条、業法令ᇹᲫ条のᲬᇹᲫ 建ᚨ業のᚩ可不ᙲᲢ᠉微な建ᚨ工事Უと

なるのは、「工事 1件のᛪ᫇が、建ሰ一式工事Ჴ1,500万円未満の工事又は

150㎡未満の木ᡯ住宅工事、その他の工事Ჴ500万円未満の工事」であるので、

ṇしい。 

  4) 業法ᇹᲭ条より、ཎ定建ᚨ業のᚩ可条件ではないので、ṇしい。 

 答 １ 

 

22-2 【124】 建タᴗのチ可に㛵するグ㏙として、「建タᴗἲ」上、ㄗっているものはどれか。 

  1) Ⓨὀ⪅から┤接ㄳけ㈇う㸯件の建⠏一式工事につき、下ㄳ代㔠の㢠が4,000 万円

の下ㄳ契⣙をする場合には、≉定建タᴗのチ可を必せとする。 

  2) 一⯡建タᴗのチ可を受ける場合、その営ᴗ所ごとに専任の技⾡⪅を⨨かなければ

ならない。 

  3) 工事㸯件のㄳ㈇代㔠の㢠が1,500 万円に‶たない建⠏一式工事のみをㄳけ㈇う

場合は、建タᴗのチ可を必せとしない。 

  4) 建タ工事をⓎὀ⪅から┤接ㄳけ㈇わず、下ㄳ㈇人として建タᴗを営む⪅は、一⯡

建タᴗのチ可を受ければよい。 
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          解 答  

 【125】 1) 業法ᇹ 26条ᇹᲬ、業法Ტ令ᲣᇹᲬ条より、建ሰ工事業の場合、6,000万円以

上の下ᛪ契ኖは、Ⴓྸ技ᘐᎍをፗかなければならない。よって、ㄗり。 

  2) 業法ᇹ 26条ᇹᲫより、ṇしい。 

  3) 業法Ტ令Უᇹ 27条より、ṇしい。 

  4) 業法Ტ令Უᇹ 27条ᇹᲬより、ṇしい。 

 答 １ 

 

22-2 【125】 建タ工事⌧場にタ⨨する技⾡⪅に㛵するグ㏙として、「建タᴗἲ」上、ㄗっている 

ものはどれか。 

  1) Ⓨὀ⪅から┤接建⠏一式工事をㄳけ㈇った≉定建タᴗ⪅は、6,000万円の下ㄳ契

⣙を⥾⤖して工事を施工する場合、工事⌧場に主任技⾡⪅を⨨かなければなら 

ない。 

  2) 下ㄳ㈇人として建タ工事をㄳけ㈇った建タᴗ⪅は、下ㄳ代㔠の㢠にかかわらず 

主任技⾡⪅を⨨かなければならない。 

  3) ㄳ㈇代㔠の㢠が7,000万円の共同住宅の建⠏一式工事をㄳけ㈇った建タᴗ⪅が、

工事⌧場に⨨く主任技⾡⪅は、専任の⪅でなければならない。 

  4) 主任技⾡⪅をタ⨨する工事で専任が必せとされるものでも、同一の建タᴗ⪅が 

同じ場所で⾜う密接な㛵係のある㸰以上の工事については、これらの工事を同じ

主任技⾡⪅が⟶⌮できる。 
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          解 答  

 【126】 1) 労働基準法ᇹᲬ条ᇹᲫより、ṇしい。 

  2) 労働基準法ᇹ 16条より、契ኖしてはならないので、ㄗり。 

  3) 労働基準法ᇹ 32条ᇹᲫより、ṇしい。 

  4) 労働基準法ᇹ 20条ᇹᲫより、ṇしい。 

 答 ２ 

 

22-2 【126】 ḟのグ㏙のうち、「労働基‽ἲ」上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 労働条件は、労働⪅と使⏝⪅が、対➼の❧場においてỴ定すべきものである。 

  2) 使⏝⪅は、労働契⣙の不履⾜について㐪⣙㔠を定める契⣙をすることができる。 

  3) 使⏝⪅は、労働⪅に、休憩時㛫を㝖き、原則として、㸯㐌㛫について 40 時㛫を

㉸えて、労働させてはならない。 

  4) 使⏝⪅は、労働⪅をゎ㞠しようとする場合においては、原則として、30日前まで

にその予告をしなければならない。 
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          解 答  

 【127】 1) 労働安全ᘓဃ法ᇹ 11条、同法Ტ令ᲣᇹᲭ条より、ṇしい。 

  2) 労働安全ᘓဃᙹ則ᇹ 4条ᇹ 1ᇹ一号より、ṇしい。 

  3) 労働安全ᘓဃᙹ則ᇹ 4条ᇹ 2、ᇹ 2条ᇹ 2より、安全ሥྸᎍをᢠ任した 

ときには、滞なく「所ᠤ労働基準Ⴓთፙᧈに報告」しなければならないので、

ㄗり。 

  4) 労働安全ᘓဃᙹ則ᇹ 4条ᇹ 1ᇹ二号より、ṇしい。 

 答 䠏 

 

22-2 【127】 安全⟶⌮⪅に㛵するグ㏙として、「労働安全⾨⏕ἲ」上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 建タᴗの事ᴗ場で、常時50人以上の労働⪅を使⏝するものは安全⟶⌮⪅を㑅任し

なければならない。 

  2) 安全⟶⌮⪅は、㑅任すべき事⏤がⓎ⏕した日から 14 日以内に㑅任しなければな

らない。 

  3) 事ᴗ⪅は、安全⟶⌮⪅を㑅任したときは、㐜なく所㎄㒔㐨府┴労働局㛗に報告

しなければならない。 

  4) 事ᴗ場に安全⟶⌮⪅が㸯人の場合、その安全⟶⌮⪅は、当ヱ事ᴗ場に専属の⪅で

なければならない。 
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          解 答  

 【128】 ・ 「建ᚨ工事に係る材の再源化ሁに᧙する法律Ტ建ᚨリサイクル法Უ」 

ᇹᲬ条ᇹᲯ、同Ტ令ᲣᇹᲫ条より「ガラスくず」は、ཎ定建ᚨ材として、定

められていないものである。 

 答 䠐 

 

22-2 【128】 ḟの㈨材のうち、「建タ工事に係る㈨材の再㈨※化➼に㛵するἲ律㸦建タリサイクル

ἲ㸧」上、≉定建タ㈨材として定められていないものはどれか。 

  1) アスファルト・コンクリート 

  2) コンクリート及び㕲から成る建タ㈨材 

  3) 木材 

  4) ガラスくず 
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          解 答  

 【129】 1) 振動ᙹ制法施ᘍᙹ則 11条、別ᘙᇹᲫᇹ五号より、ṇしい。 

  2) 振動ᙹ制法Ტ令ᲣᇹᲬ条、別ᘙᇹᲬᇹ一号より、ཎ定建ᚨ作業から圧入式杭打ち

機をဇいる作業はᨊかれるので、ㄗり。 

  3) 振動ᙹ制法ᇹ 14条ᇹᲫより、ṇしい。 

  4) 振動ᙹ制法ᇹ 14条ᇹᲭより、ṇしい。 

 答 ２ 

22-2 【129】 「振動つ制ἲ」上、指定地域内における≉定建タ作ᴗに㛵するグ㏙として、ㄗって 

いるものはどれか。 

  1) ≉定建タ作ᴗに伴ってⓎ⏕する振動は、原則として、日曜日その他の休日にはⓎ

⏕させてはならない。 

  2) 圧入式くい打ᶵを使⏝する作ᴗは、≉定建タ作ᴗである。 

  3) ≉定建タ作ᴗの実施の届出は、原則として、当ヱ≉定建タ作ᴗの㛤始の日の㸵日

前までに、届け出なければならない。 

  4) ≉定建タ作ᴗの実施の届出には、当ヱ≉定建タ作ᴗの場所の付㏆のぢ取図をῧ付

しなければならない。 
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          解 答  

 【130】 1) 労働安全ᘓဃᙹ則ᇹ 570 条ᇹ 1 ᇹ五号より、枠ኵឱ場の場合は、壁つなぎの

᧓ᨠは、垂Ⴚ方向Ჳ᳧以下、水平方向Ჲ᳧以下と定められているので、ㄗり。 

  2) 労働安全ᘓဃᙹ則ᇹ 528条ᇹ 1ᇹ三号より、Ꮹᇌは、Ꮹと水平᩿のᚌ度を 

75度以下とし、き止めを完全に作動させるので、ṇしい。 

  3) 労働安全ᘓဃᙹ則ᇹ 552条ᇹ 1ᇹ六号より、ṇしい。 

  4) 労働安全ᘓဃᙹ則ᇹ 575条より、ṇしい。 

 答 １ 

 

22-2 【130】 ㊊場に㛵するグ㏙として、最も不㐺当なものはどれか。 

  1) 㧗さ㸳㹫以上のᯟ⤌㊊場の壁つなぎのỈ平方向の㛫㝸は、10㹫以下とする。 

  2) 折りたたみ式の⬮❧は、⬮とỈ平㠃とのゅ度を75度以下とし、㛤きṆめの㔠具➼

でṆめる。 

  3) 㧗さ㸶㹫以上のⓏりᱞᶫには、㧗さ㸵㹫以内ごとに㋀場をタける。 

  4) つり㊊場上で、はしごを使⏝してはならない。 
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          解 答  

 【131】 1) 労働安全ᘓဃ法ᇹ 30条ᇹᲫᇹ一号より、ṇしい。 

  2) 労働安全ᘓဃ法ᇹ 16条より、「安全ᘓဃᝧ任ᎍ」は、ወ括安全ᘓဃᝧ任ᎍをᢠ任

すべき事業ᎍ以外のᛪ人で、当ᛆ仕事をᐯらᘍうものᲢつまり、下ᛪᲣより、

ᢠ任し、そのᎍにወ括安全ᘓဃᝧ任ᎍとのᡲዂその他の厚ဃ労働Ⴞ令で定める事

をᘍわせる。よって、下ᛪ側でᢠ出されるので、ㄗり。 

  3) 労働安全ᘓဃ法ᇹ 30条ᇹᲫᇹ三号より、ṇしい。 

  4) 労働安全ᘓဃ法ᇹ 30条ᇹᲫᇹ四号より、ṇしい。 

 答 ２ 

 

22-2 【131】 ≉定元方事ᴗ⪅が労働⅏害を㜵Ṇするために⾜わなければならない事㡯として、最も 

不㐺当なものはどれか。 

  1) 協㆟⤌⧊のタ⨨及び㐠営 

  2) 安全⾨⏕㈐任⪅の㑅任 

  3) 作ᴗ場所の巡ど 

  4) 㛵係ㄳ㈇人が⾜う労働⪅の安全又は⾨⏕のための教⫱に対する指導及び援助 
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          解 答  

 【132】 1) 法ᇹᲱ条、ᇹᲱ条のᲬより、「建ሰ主」は、建ሰཋの工事を完成したときは、建ሰ

主事または指定ᄩᛐ検査機᧙の完了検査をဎᛪしなければならないので、ㄗり。 

  2) 法ᇹ 89 条より、工事施工ᎍは、工事ྵ場のᙸやすい場所に国土交ᡫႾ令で定め

る様式によって、建ሰᄩᛐがあった旨のᘙᅆをしなければならないので、ṇしい。 

  3) 法ᇹᲱ条ᇹᲮより、建ሰ主事が工事の完了検査のဎᛪを受ྸした場合は、その

受ྸした日からᲱ日以内に建ሰ主事ሁによる検査をしなければならないので、ṇ

しい。 

  4) 法ᇹᲱ条のᲰより、木ᡯ以外で᨞数がᲬ以上の建ሰཋの建ሰ主は、原則として、

検査済ᚰの交付を受けた後でなければ当ᛆ建ሰཋを使ဇし、または使ဇさせては

ならないので、ṇしい。 

 答 １ 

 

23-2 【132】 建⠏☜ㄆ῭ドの交付を受けた工事に㛵するグ㏙として、「建⠏基‽ἲ」上、ㄗって 

いるものはどれか。 

  1) 工事施工⪅は、建⠏≀の工事を完了したときは、建⠏主事の完了᳨ᰝを⏦ㄳしな

ければならない。 

  2) 工事施工⪅は、工事⌧場のぢ易い場所に、国土交㏻┬令で定めるᵝ式によって、

建⠏☜ㄆがあった旨の⾲♧をしなければならない。 

  3) 建⠏主事が工事の完了᳨ᰝの⏦ㄳを受⌮した場合、その受⌮した日から7 日以内

に、建⠏主事➼による᳨ᰝをしなければならない。 

  4) 木㐀以外で㝵数が2以上の建⠏≀の建⠏主は、原則として、᳨ᰝ῭ドの交付を 

受けた後でなければ、当ヱ建⠏≀を使⏝し、又は使⏝させてはならない。 
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          解 答  

 【133】 1) 法ᇹ 19 条ᇹᲫより、建ሰཋの敷地はこれに接するᢊの境より᭗くなければな

らず、建ሰཋの地Ⴔ᩿は、これに接する周囲の土地より᭗くなければならない。

よって、ṇしい。 

  2) 法ᇹ 28 条ᇹᲫより、居室には口ᢿをᚨけなければならないが、地᨞ᒉしく

は地下工作ཋ内にᚨける居室、その他これらにする居室または温湿度ᛦ整を必

ᙲとする作業をᘍう作業室その他ဇᡦ上やむを得ない居室は、このᨂりではない。

よって、ㄗり。 

  3) 法Ტ令Უᇹ 25 条、法Ტ令Უᇹ 26 条より、᨞段ሁには手すりをᚨけなければな

らないので、ṇしい。 

  4) 法ᇹ 19 条ᇹᲭより、建ሰཋの敷地には、ᩋ水及び汚水を排出し、または処ྸ

するためのᢘ当な下水ሥ、下水溝またはためますその他これらにする施ᚨをし

なければならないので、ṇしい。 

 答 ２ 

 

23-2 【133】 ḟのグ㏙のうち、「建⠏基‽ἲ」上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 建⠏≀の敷地は、原則として、これに接する㐨の境より㧗くしなければならない。 

  2) 地㝵にタける居室には、必ず、採光のための❆その他の㛤口㒊をタけなければな

らない。 

  3) 㝵ẁに代わる傾斜㊰には、原則として、手すり➼をタけなければならない。 

  4) 建⠏≀の敷地には、下Ỉ⟶、下Ỉ⁁又はためますその他これらに㢮する施タをし

なければならない。 
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          解 答  

 【134】 1) 業法ᇹ 3条により、営業所が営業をしようとして建ᚨ業のᚩ可を受けるときは、

建ᚨ工事のᆔごとにそれぞれの建ᚨ業に分かれてᚩ可を受けることになるので

土木一式工事と建ሰ一式工事をᘍう場合、土木工事業と建ሰ工事業の両方のᚩ可

を受けることができる。よって、ṇしい。 

  2) 業法ᇹᲭ条ᇹᲰより、一ᑍ建ᚨ業のᚩ可を受けたᎍがཎ定建ᚨ業のᚩ可を受け

たときは、そのᎍに対する当ᛆ建ᚨ業に係る一ᑍ建ᚨ業のᚩ可は無効とする。よ

って、ㄗり。 

  3) 業法ᇹᲭ条より、建ᚨ業のᚩ可は 29 建ᚨ工事のᆔごとに、それぞれの建ᚨ業

に分けて受ける。例えば、土木一式工事では土木工事のᚩ可を受ける。よって、

ṇしい。 

  4) 業法ᇹᲭ条ᇹ 1より、Ძのᣃᢊ府Ⴤの区域内のみ営業所をᚨけて建ᚨ業の営業

をしようとする場合は、当ᛆ営業所の所在地をሥᠤするᣃᢊ府Ⴤჷ事のᚩ可を受

けなければならない。なお、Წ以上のᣃᢊ府Ⴤの区域内に営業所をᚨけて営業し

ようとする場合は、国土交ᡫ大ᐫのᚩ可を受けなければならない。 

よって、ṇしい。 

 答 ２ 

 

23-2 【134】 建タᴗのチ可に㛵するグ㏙として、「建タᴗἲ」上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 建タᴗのチ可は、㸯 つの営ᴗ所で、土木工事ᴗと建⠏工事ᴗのチ可を受けるこ

とができる。 

  2) 一⯡建タᴗのチ可を受けた⪅が、当ヱチ可に係る建タᴗについて、≉定建タᴗの

チ可を受けたときも、一⯡建タᴗのチ可は有効である。 

  3) 建タᴗのチ可は、建タ工事の✀㢮ごとに、29ᴗ✀に分けて与えられる。 

  4) 一の㒔㐨府┴の区域内にのみ営ᴗ所をタけて建タᴗのチ可を受けようとする 

場合は、当ヱ営ᴗ所の所在地を⟶㎄する㒔㐨府┴▱事のチ可を受けなければなら 

ない。 
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          解 答  

 【135】 1) 業法ᇹ 22条の一括下ᛪのᅠ止は、元ᛪ人、下ᛪ人共にᢘဇされるので、 

ㄗり。 

  2) 業法ᇹ 19条のᲬより、契ኖのႻ手側の承ᜄを得て情報ᡫ信の技ᘐを利ဇして 

一定の措ፗによる契ኖのዸኽをおこなうことができるので、ṇしい。 

  3) 業法ᇹ 18 条より、建ᚨ工事のᛪ契ኖの当事ᎍは各々の対ሁなᇌ場における合

意に基づいて公正な契ኖをዸኽし、信፯に従ってᛗ実にこれを履ᘍしなければな

らない。よって、ṇしい。 

  4) 業法ᇹ 19 条のᲭより、元ᛪ人はᛪ契ኖのዸኽ後、ᐯ己の取引上の地位を不

当に利ဇして、その注文した工事を施工するためにᡫ常必ᙲとᛐめられる原価に

満たない᫇をᛪ代の᫇とする下ᛪ契ኖをዸኽしてはならない。よって、 

ṇしい。 

 答 １ 

 

23-2 【135】 建タ工事のㄳ㈇契⣙に㛵するグ㏙として、「建タᴗἲ」上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 一括下ㄳ㈇の⚗Ṇのつ定は、元ㄳ㈇人には㐺⏝されるが、下ㄳ㈇人には㐺⏝され

ない。 

  2) ㄳ㈇契⣙の当事⪅は、当ヱ契⣙の┦手方の承ㅙを得た場合は、書㠃による契⣙ 

内容のグ㍕に代えて、情報㏻信の技⾡を利⏝した一定の措⨨による契⣙の⥾⤖ 

を⾜うことができる。 

  3) ㄳ㈇契⣙の当事⪅は、各々の対➼な❧場における合意に基いて公ṇな契⣙を⥾⤖

し、信⩏に従ってㄔ実に契⣙を履⾜しなければならない。 

  4) 元ㄳ㈇人は、⮬己の取引上の地位を不当に利⏝して、そのὀ文した建タ工事を 

施工するために㏻常必せとㄆめられる原価に‶たない㔠㢠をㄳ㈇代㔠の㢠と 

する下ㄳ契⣙を⥾⤖してはならない。 
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          解 答  

 【136】 1) 労働基準法ᇹ 15条より、使ဇᎍは、労働契ኖのዸኽにᨥし、労働ᎍに対して 

、労働時᧓その他の労働条件を明ᅆしなければならない。よって、ṇしい。 

  2) 労働基準法ᇹ 58条より、未成年ᎍの労働契ኖにおいて、ᚃ権ᎍまたは後ᙸ人は、

未成年ᎍに代わって労働契ኖをዸኽしてはならないので、ㄗり。 

  3) 労働基準法ᇹ 15 条より、使ဇᎍより明ᅆされた労働条件が事実とႻᢌする場合

は、労働ᎍは、即時に労働契ኖをᚐᨊすることができる。よって、ṇしい。 

  4) 労働基準法ᇹ 23 条より、使ဇᎍは、労働ᎍの死亡またはᡚᎰの場合において、

権利ᎍのᛪ求があった場合においては、Ჱ日以内にを支払わなければならな

い。よって、ṇしい。 

 答 ２ 

23-2 【136】 ḟのグ㏙のうち、「労働基‽ἲ」上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 使⏝⪅は、労働契⣙の⥾⤖に㝿し、労働⪅に対して㈤㔠、労働時㛫その他の労働

条件を明♧しなければならない。 

  2) 未成年⪅の労働契⣙は、ぶᶒ⪅又は後ぢ人が本人に代って⥾⤖しなければなら 

ない。 

  3) 労働⪅は、使⏝⪅より明♧された労働条件が事実と┦㐪する場合においては、 

即時に労働契⣙をゎ㝖することができる。 

  4) 使⏝⪅は、㏥⫋した労働⪅からその⪅の受け取るべきᶒ利のある㈤㔠の支払いの 

ㄳồがあった場合には、7日以内に支払わなければならない。 
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          解 答  

      Ფ労働安全ᘓဃᙹ則ᇹ 36条にཎ別教Ꮛをᘍわなければならないものが、列挙されている。 

 【137】 1) 機体が、Ჭᳮ以上で、不ཎ定の場所をᐯឥするもののᢃ動は、ヱ当しない。 

  2) つり上げᒵが、1ᳮ以上のᆆ動式クレーンのྚ掛け作業は、ヱ当しない。 

  3) 最大ᒵが、1ᳮ以上のフォークリフトのᢃ᠃の業務は、ヱ当しない。 

  4) ゴンドラの操作の業務は、≉別教⫱が必せである。 

    

 答 䠐 

23-2 【137】 「労働安全⾨⏕ἲ」上、建タ⌧場においてḟのᴗ務に労働⪅をつかせる場合、事ᴗ⪅

が安全又は⾨⏕のための≉別の教⫱を⾜わなければならないものはどれか。 

  1) ᶵ体㔜㔞が3㹲以上の不≉定の場所に⮬㉮できるクラムシェルの㐠㌿のᴗ務 

  2) つり上げⲴ㔜が1㹲以上のクレーンの⋢掛けのᴗ務 

  3) 最大Ⲵ㔜が1㹲以上のフォークリフトの㐠㌿のᴗ務 

  4) ゴンドラの操作のᴗ務 
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          解 答  

 【138】  
・ 

Ფ廃処ྸ法ᇹᲬ条ᇹᲮより、 

事業活動に伴ってဃじた廃棄ཋのうち、༓えガラ、汚泥、廃油、廃ᣠ、廃アルカ

リ、廃プラスチックその他政令で定める廃棄ཋ 

  ・ 

 

 

 

3) 

入された廃棄ཋ並びに本ᢰに入国するᎍが携帯する廃棄ཋ 

また、同Ტ令Უᇹ 2条で定める廃棄ཋとして、ኡくず、木くず、ጞዜくず、ゴム

くず、属くず、ガラスくず、ᤸさい、工作ཋの新ሰ・改ሰまたはᨊ去に伴って

ဃじたコンクリートのᄊ༾その他これにする不ᙲཋなどが指定されている。 

工作ཋの新ሰに伴ってဃじた段ボールは、⏘ᴗ廃棄≀である。 

 答 䠏 

23-2 【138】 ḟのグ㏙のうち、「廃Რ≀の処⌮及びΎ掃に㛵するἲ律」上、ㄗっているものは 

どれか。 

  1) 場所打ちコンクリートᮺ工事に伴って⏕じたởἾは、⏘ᴗ廃Რ≀である。 

  2) 建タ工事の⌧場事務所から排出された新⪺、㞧ㄅ➼は、一⯡廃Რ≀である。 

  3) 工作≀の新⠏に伴って⏕じたẁボールは、一⯡廃Რ≀である。 

  4) 工作≀の㝖去に伴って⏕じたコンクリートの◚∦は、⏘ᴗ廃Რ≀である。 
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          解 答  

 【139】  

 

 
① 

 

② 

ᢊែ法ᇹ 32条より、「ᢊែの占ဇ」とは、ᢊែに工作ཋ、ཋ件または施ᚨをᚨけ

てዒዓしてᢊែを使ဇすることである。ᢊែሥྸᎍの占ဇᚩ可を受けなければな

らないもので、問᫆文にあるものに᧙ᡲするのは以下である。 

ᢊែの構ᡯまたは交ᡫに支ᨦを及ぼすおそれのあるものᲢჃ板、工事ဇ仮囲い、

ឱ場、ᛄ所その他の工事ဇ施ᚨሁᲣ 

ᩓ柱、ᩓዴ、ᣁ便差出ረ、公ᘌᩓᛅ所、広告塔その他これらにするもの 

したがって、コンクリート打ᚨ作業のポンプは、ᢊែ交ᡫ法ᇹ 77条による 

「㐨㊰使⏝
㸬㸬

」となるため「㐨㊰使⏝
㸬㸬

チ可」であり、㐨㊰占⏝にヱ当しない。 

 答 ２ 

23-2 【139】 ḟのグ㏙のうち、「㐨㊰ἲ」上、㐨㊰の占⏝のチ可を受ける必せのないものはどれか。 

  1) Ṍ㐨の一㒊にはみ出して、工事⏝の㊊場をタ⨨する。 

  2) コンクリート打タ作ᴗのために、ポンプ㌴を㐨㊰上に㥔㌴させる。 

  3) 工事⏝㟁力の引㎸みのために、仮タ㟁ᰕを㐨㊰にタ⨨する。 

  4) 㐨㊰の上㒊にはみ出して、㜵ㆤᲴ㸦朝㢦㸧をタ⨨する。 
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          解 答  

 【140】 1) 安ᘓ法ᇹ 14 条ᇹ十号に、土止め支保工の切りばりまたはᐃឪこしの取付け又は

取外しの作業が、定められている。 

  2) 安ᘓ法ᇹ 14 条ᇹ十五号に、つりឱ場、張出しឱ場または᭗さがᲯ᳧以上の構ᡯ

のឱ場のኵᇌて、ᚐ体または変更の作業が、定められている。 

  3) 安ᘓ法ᇹ 14 条ᇹ十四号に、型枠支保工のኵᇌてまたはᚐ体の作業が、定められ

ている。 

  4) ᤧሂのኵᇌての作業は、定められていない。 

 答 䠐 

23-2 【140】 作ᴗ主任⪅を㑅任すべき作ᴗとして、「労働安全⾨⏕ἲ」上、定められていないもの

はどれか。 

  1) 土Ṇめ支保工の⭡おこしの取りはずしの作ᴗ 

  2) 張出し㊊場の⤌❧ての作ᴗ 

  3) 型わく支保工のゎ体の作ᴗ 

  4) 㕲➽の⤌❧ての作ᴗ 
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          解 答  

 【141】 1) 法ᇹᲬ条ᇹ二号により、体Ꮛは、ཎ殊建ሰཋである。よって、ṇしい。 

  2) 法ᇹᲬ条ᇹ三号により、昇ᨀ機は、建ሰᚨ備である。よって、ṇしい。 

  3) 法ᇹᲬ条ᇹ四号により、住宅の洗᩿所は、居室にはᛆ当しないので、ᛚり。 

  4) 令ᇹᲫ条ᇹ四号により、コンクリートやჽは、᎑水材料である。よって、正しい。 

 答 䠏 

 

24-2 【141】 ⏝ㄒの定⩏に㛵するグ㏙として、「建⠏基‽ἲ」上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 体⫱㤋の⏝㏵に供する建⠏≀は、≉Ṧ建⠏≀である。  

  2) 建⠏≀にタける昇㝆ᶵは、建⠏タ備である。 

  3) 住宅のὙ㠃所は、居室である。  

  4) コンクリートや▼は、⪏Ỉ材料である。  
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          解 答  

 【142】 1) 法ᇹ 19 条ᇹᲬより、湿潤な土地などに建ሰཋを建ሰする場合は、Ⴎ土、地Ⴔ

の改ᑣその他ᘓဃ上又は安全上必ᙲな措ፗをᜒじなければならない。 

よって、ṇしい。 

  2) 令ᇹ 21 条ᇹᲬより、居室の天井の᭗さは、室の床᩿から測り、Ძ室で天井の

᭗さのီなるᢿ分がある場合はᲦその平均の᭗さによる。よって、ṇしい。 

  3) 法ᇹ 28条及び令ᇹ 19条より、事務所の事務室には、採光に᧙するᙹ定は 

ᢘဇされないので、ㄗり。 

  4) 令ᇹ 23 条ᇹᲬより、回り᨞段のᢿ分における៊᩿の寸法は、៊᩿のい方の

ᇢから 30cmの位ፗにおいて測る。よって、ṇしい。 

 答 䠏 

 

24-2 【142】 ḟのグ㏙のうち㸪「建⠏基‽ἲ」上、ㄗっているものはどれか。  

  1) ‵₶な土地に建⠏≀を建⠏する場合は、┒土㸪地┙の改Ⰻなどの措⨨をㅮじなけ

ればならない。 

  2) 居室の天井の㧗さは、室の床㠃から り、㸯室で天井の㧗さの␗なる㒊分がある

場合は、その平均の㧗さによる。 

  3) 事務所の事務室には、採光に㛵するつ定が㐺⏝される。  

  4) 回り㝵ẁの㒊分における㋃㠃の寸ἲは、㋃㠃の⊃い方の➃から30cmの位⨨に 

おいて る。  
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          解 答  

 【143】 1) 業法ᇹᲭ条ᇹᲫにより、建ᚨ業を営もうとするᎍは、建ᚨ業のᚩ可を受けなけ

ればならないが、政令で定める᠉微な建ᚨ工事のみをᛪけうことを営業とする

ᎍは、ᚩ可を受けなくともよい。業法Ტ令ᲣᇹᲭ条のᲬにおいて、᠉微な建ᚨ工

事は、工事Ძ件のᛪ代の᫇が、建ሰ一式工事にあっては 1,500万円に満たな

い工事又は延べ᩿ᆢが 150㎡に満たない木ᡯ住宅工事、建ሰ一式工事以外
㸬㸬
の建ᚨ

工事にあっては 500万円に満たない工事と定められている。よって、 ㄗり。 

  2) 業法ᇹᲭ条ᇹᲭにより、建ᚨ業のᚩ可は、Ჯ年ごとに更新を受けなければ、そ

の期᧓のኺᢅによって、その効力が失われる。よって、ṇしい。 

  3) 業法ᇹᲭ条ᇹᲫにより、建ᚨ業のᚩ可は、Წ以上のᣃᢊ府Ⴤで営業所をᚨけて

営業する場合は、国土交ᡫ大ᐫによって、一のᣃᢊ府Ⴤ内に営業所をᚨけて営業

する場合は、ᣃᢊ府Ⴤჷ事によって与えられる。 よって、ṇしい。 

  4) 業法ᇹᲭ条ᇹᲬにより、建ᚨ業のᚩ可は、一の営業所で、建ሰ一式工事やᩓ気

工事ሁの建ᚨ工事のᆔごとにᚩ可を受けるので、建ሰ工事業とᩓ気工事業の両

方のᚩ可を受けることができる。 よって、ṇしい。 

 答 １ 

 

24-2 【143】 建タᴗのチ可に㛵するグ㏙として、「建タᴗἲ」上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 建タᴗを営もうとする⪅は、すべて、建タᴗのチ可を受けなければならない。  

  2) 建タᴗのチ可は、㸳年ごとに更新を受けなければ、その期㛫の⤒㐣によって、 

その効力が失われる。  

  3) 建タᴗのチ可は、国土交㏻大⮧又は㒔㐨府┴▱事によって与えられる。  

  4) 一の営ᴗ所で、建⠏工事ᴗと㟁Ẽ工事ᴗのチ可を受けることができる。  
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          解 答  

 【144】 1) 業法ᇹ 24条のᲮより、ṇしい。 

  2) 業法ᇹ 24 条のᲬより、元ᛪ人は、そのᛪけった建ᚨ工事を施工するために

必ᙲな工ᆉのኬႸ、作業方法その他元ᛪ人において定めるべき事を定めよう

とするときは、あらかじめ、「下ᛪ人」の意ᙸをきかなければならない。 

よって、 ㄗり。 

  3) 業法ᇹ 24条のᲭᇹᲬより、ṇしい。 

  4) 業法ᇹ 24条のᲰより、ṇしい。 

 答 ２ 

 

24-2 【144】 元ㄳ㈇人の⩏務に㛵するグ㏙として、「建タᴗἲ」上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 元ㄳ㈇人は、下ㄳ㈇人からそのㄳけ㈇った建タ工事が完成した旨の㏻▱を受けた

ときは、当ヱ㏻▱を受けた日から20日以内で、かつ、できる㝈り▷い期㛫内に、

その完成を☜ㄆするための᳨ᰝを完了しなければならない。 

  2) 元ㄳ㈇人は、工⛬の⣽┠、作ᴗ方ἲその他元ㄳ㈇人において定めるべき事㡯を 

定めようとするときは、あらかじめ、Ⓨὀ⪅の意ぢをきかなければならない。  

  3) 元ㄳ㈇人は、前払㔠の支払を受けたときは、下ㄳ㈇人に対して、㈨材の㉎入、 

労働⪅の募㞟その他建タ工事の╔手に必せな㈝⏝を前払㔠として支払うよう 

㐺切な㓄慮をしなければならない。 

  4) Ⓨὀ⪅から┤接建タ工事をㄳけ㈇った≉定建タᴗ⪅は、当ヱ建タ工事の下ㄳ㈇人 

が、その下ㄳ㈇に係る建タ工事の施工に㛵し、建タᴗἲ及び㛵係ἲ令に㐪反しな 

いよう下ㄳ㈇人の指導に努めるものとする。 
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          解 答  

 

 【145】 1) 労働基準法ᇹ 35 条ᇹᲫより、使ဇᎍは、労働ᎍに対して、毎ᡵ少なくともᲫ

回の休日を与えなければならない。ただし、同条ᇹᲬに、「前のᙹ定は、Ხᡵ

᧓をᡫじᲮ日以上の休日を与える使ဇᎍについてはᢘဇしない。」と定められてい

る。よって、ṇしい。 

  2) 労働基準法ᇹ 34 条ᇹᲫより、使ဇᎍは、労働時᧓がᲰ時᧓をឬえる場合にお

いては少なくとも 45 分、Ჲ時᧓をឬえる場合においては少なくともᲫ時᧓の休

憩時᧓を労働時᧓のᡦ中に与えなければならない。よって、ṇしい。 

  3) 労働基準法ᇹ 32 条ᇹᲫ、ᇹᲬより、使ဇᎍは、原則として、労働ᎍに休憩

時᧓をᨊき、1 ᡵ᧓について 40 時᧓をឬえて、また、Ძ日についてᲲ時᧓をឬ

えて、労働させてはならないので、 ㄗり。 

  4) 労働基準法ᇹ 39条ᇹᲯより、ṇしい。 

    

 答 䠏 

 

24-2 【145】 ḟのグ㏙のうち㸪「労働基‽ἲ」上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 使⏝⪅は、原則として、労働⪅に対して、ẖ㐌少なくとも㸯回の休日を与えなけ

ればならない。  

  2) 使⏝⪅は、原則として、労働⪅に対して、労働時㛫が㸴時㛫を㉸える場合、休憩

時㛫を労働時㛫の㏵中に与えなければならない。  

  3) 使⏝⪅は、原則として、労働⪅に対して、休憩時㛫を㝖き、㸯㐌㛫について44時

㛫、㸯日について㸶時㛫を㉸えて労働させてはならない。 

  4) 使⏝⪅は、原則として、労働⪅に対して、労働⪅のㄳồする時季に有⤥休暇を 

与えなければならない。 
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          解 答  

 【146】 2) 労働安全ᘓဃ法ᇹ 15条ᇹᲫ、同Ტ令ᲣᇹᲱ条ᇹᲬᇹ二号より、元方事業ᎍ、

᧙係ᛪ人が混在して作業をᘍうことによる労働災害を᧸止するため、ཎ定元方

事業ᎍは、その労働ᎍ及び᧙係ᛪ人の労働ᎍの数が常時 50 人以上となる場合

は、ወ括安全ᘓဃᝧ任ᎍをᢠ任し、ཎ定元方事業ᎍのᜒずべき措ፗの各事を 

ወ括ሥྸさせなければならない。 よって、ṇしい。 

 答 ２ 

 

24-2 【146】 建⠏工事の⌧場で、⤫括安全⾨⏕㈐任⪅を㑅任しなければならない常時就労する労働

⪅の最少人員として、「労働安全⾨⏕ἲ」上、ṇしいものはどれか。  

 ただし、圧Ẽ工ἲによる作ᴗを⾜う仕事を㝖く。 

  1) 30人  

  2) 50人  

  3) 100人  

  4) 300人  
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          解 答  

 【147】 2) 建ᚨ工事に係る材の再源化ሁに᧙する法律Ტ建ᚨリサイクル法Უ」ᇹᲬ条ᇹᲯ

、同Ტ令ᲣᇹᲫ条Ტཎ定建ᚨ材Უより、ཎ定建ᚨ材として、 

①コンクリート 

②コンクリート及びᤧから成る建ᚨ材 

③木材 

④アスファルト・コンクリート 

が定められており、家屋のᚐ体工事に伴ってဃじた木材が、ヱ当する。  

 答 ２ 

 

24-2 【147】 建タ工事に係るḟの㈨材のうち、「建タ工事に係る㈨材の再㈨※化➼に㛵するἲ律㸦建

タリサイクルἲ㸧」上、≉定建タ㈨材にヱ当するものはどれか。 

  1) ᰿切りに伴って⏕じた土◁ 

  2) 家屋のゎ体工事に伴って⏕じた木材 

  3) 場所打ちコンクリートᮺ工事に伴って⏕じたởἾ  

  4) 㗰〇建具の取替えに伴って⏕じた㔠属くず  
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          解 答  

 【148】 1) 消᧸法ᇹ 13条のᲬᲢ危ᨖཋ取扱ᎍ免ཞᲣより、定められている。 

  2) 消᧸法ᇹᲲ条Ტ᧸火ሥྸᎍᲣより、学校、၏ᨈ、工場、ႊᝣ店などの᧸火対ᝋཋ

のሥྸの権ᨂを有するᎍが、᧸火ሥྸ上必ᙲな消᧸ᚘဒの作成、ᢤᩊጀの実施、

消᧸ဇᚨ備の点検などの業務をᘍなわせるために、格を有するᎍのうちから定

める。よって、定められている。 

  3) 消᧸法ᇹ 17 条のᲰᲢ消᧸ᚨ備士の免ཞのᆔᲣより、ဍᆔ及び乙ᆔ消᧸ᚨ備士

免ཞの交付を受けているᎍをいい、ᆔ別によってᘍうことができる消᧸ဇᚨ備ሁ

の工事や整備のᆔが定められている。よって、定められている。 

  4) 建ሰ基準法ᇹ 12 条Ტ報告、検査ሁᲣᇹᲭ、同Ტ則ᲣᇹᲮ条の 20 より、建ሰ

ཋの昇ᨀ機以外の建ሰᚨ備の所有ᎍが、当ᛆ建ሰᚨ備について、定期に検査を 

させるᎍとして、一ኢ建ሰ士ᒉしくは二ኢ建ሰ士又は国土交ᡫ大ᐫが定める格

を有するᎍᲢ建ሰᚨ備検査格ᎍᲣとすることが定められている。 

よって、消᧸法では、定められていない。  

 答 䠐 

 

24-2 【148】 ḟの㈨᱁⪅のうち、「ᾘ㜵ἲ」上、定められていないものはどれか。 

  1) 危㝤≀取扱⪅ 

  2) 㜵ⅆ⟶⌮⪅ 

  3) ᾘ㜵タ備士 

  4) 建⠏タ備᳨ᰝ㈨᱁⪅ 
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          解 答  

 【149】 1) 建ᚨ業法ᇹᲭ条Ტ建ᚨ業のᚩ可ᲣᇹᲫより、一のᣃᢊ府Ⴤの区域内のみに営業

所をᚨけて営業をしようとする場合にあっては、当ᛆ営業所の所在地をሥᠤする

ᣃᢊ府Ⴤჷ事のᚩ可を受けなければならないので、ṇしい。 

  2) 同条ᇹᲬにより、建ᚨ業のᚩ可はᲫつの営業所で、土木一式工事や建ሰ一式工事の

建ᚨ工事のᆔごとにᚩ可を受けるので、土木工事業と建ሰ工事業の両方のᚩ可を受

けることができるため、ṇしい。 

  3) 同条ᇹᲭにより、建ᚨ業のᚩ可は、Ჯ年ごとに更新を受けなければ、その期᧓

のኺᢅによって、その効力を失うため、ṇしい。 

  4) 同条ᇹᲰにより、一ᑍ建ᚨ業のᚩ可を受けたᎍが当ᛆᚩ可に係る建ᚨ業につい

て、ཎ定建ᚨ業のᚩ可を受けたときは、当ᛆ建ᚨ業に係る一ᑍ建ᚨ業のᚩ可は、

その効力を失うため、ㄗっている。 

 答 䠐 

 

26-2 【149】 建タᴗのチ可に㛵するグ㏙として、建タᴗἲ上、ㄗっているものはどれか。 

  1) 一の㒔㐨府┴の区域内にのみ営ᴗ所をタけて営ᴗをしようとする場合は、当ヱ 

営ᴗ所の所在地を⟶㎄する㒔㐨府┴▱事のチ可を受けなければならない 

  2) 建タᴗのチ可は、㸯つの営ᴗ所で、土木工事ᴗと建⠏工事ᴗのチ可を受けること

ができる 

  3) 建タᴗのチ可は、㸳年ごとに更新を受けなければ、その期㛫の⤒㐣によって、 

その効力が失われる 

  4) 一⯡建タᴗのチ可を受けた⪅が、当ヱチ可に係る建タᴗについて、≉定建タᴗの

チ可を受けたときも、当ヱ建タᴗに係る一⯡建タᴗのチ可は有効である 



                           ©ᮾ日本建⠏教⫱◊✲会(2004―2022)                        

 

 

 

 

 

 
          解 答  

 【150】 1) 建ᚨ業法ᇹ26条Ტ主任技ᘐᎍ及びႳྸ技ᘐᎍのᚨፗሁᲣᇹᲭ、令ᇹ27条Ტ専

任の主任技ᘐᎍ又はႳྸ技ᘐᎍを必ᙲとする建ᚨ工事ᲣᇹᲫにより、建ᚨ工事

Ძ件のᛪ代の᫇が、建ሰ一式工事の場合は7,000万円Ტその他の建ᚨ工事の

場合は3,500万円Უ以上で、共同住宅ሁの政令で定められたᙲな建ᚨ工事の主

任技ᘐᎍ又はႳྸ技ᘐᎍは、工事ྵ場ごとに専任のᎍでなければならないので、

正しい。 

  2) 同条ᇹᲬ、令ᇹᲬ条により、ႆ注ᎍからႺ接建ᚨ工事をᛪけったཎ定建ᚨ業

ᎍは、当ᛆ建ᚨ工事を施工するためにዸኽした下ᛪ契ኖのᛪ᫇の᫇が、建ሰ

一式工事で6,000万円Ტその他の工事は4,000万円Უ以上となる場合は、Ⴓྸ技

ᘐᎍをፗかなければならないので、正しい。 

  3) 同条ᇹᲫにより、下ᛪ人として建ᚨ工事をᛪけった場合でも、建ᚨ業のᚩ

可を受けている建ᚨ業ᎍは、下ᛪ代の᫇にかかわらず主任技ᘐᎍをፗかなけれ

ばならない、ᛚっている。 

  4) 同条ᇹᲫにより、建ᚨ業ᎍは、そのᛪけった建ᚨ工事を施工しようとすると

きは、当ᛆ建ᚨ工事に᧙し法ᇹᲱ条Ტᚩ可の基準Უᇹ二号イ᳸ハにᛆ当するᎍを

主任技ᘐᎍとしてፗかなければならず、ロに「ᚩ可を受けようとする建ᚨ業に係

る建ᚨ工事に᧙し10年以上実務のኺ᬴を有するᎍ」が定められているので、ṇし

い。 

 答 䠏 

 

26-2 【150】 工事⌧場における技⾡⪅に㛵するグ㏙として、建タᴗἲ上、ㄗっているものはどれか。 

  1) ㄳ㈇代㔠の㢠が7,000万円の共同住宅の建⠏一式工事をㄳけ㈇った建タᴗ⪅が、

工事⌧場に⨨く主任技⾡⪅は、専任の⪅でなければならない 

  2) Ⓨὀ⪅から┤接建⠏一式工事をㄳけ㈇った≉定建タᴗ⪅は、下ㄳ契⣙の⥲㢠が

6,000万円以上となる工事を施工する場合、工事⌧場に┘⌮技⾡⪅を⨨かなけれ

ばならない 

  3) 元ㄳの≉定建タᴗ⪅から下ㄳけとしてㄳけ㈇った建タ工事の場合、下ㄳの建タ 

ᴗ⪅は主任技⾡⪅を⨨かなくてよい 

  4) 建⠏一式工事に㛵し10年以上実務の⤒㦂を有する⪅は、建⠏一式工事における 

主任技⾡⪅になることができる 
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          解 答  

 【151】  

 

 

1) 

法ᇹ19条Ტ建ᚨ工事のᛪ契ኖの内容ᲣᇹᲫにより、建ᚨ工事のᛪ契ኖの当

事ᎍは、契ኖのዸኽにᨥして、契ኖの内容となる一定の事を書᩿にᚡ᠍し、ፙ

名又はᚡ名押印をしてႻ互に交付しなければならない。 

一「工事内容」、ニ「ᛪ代の᫇」より、定められている。 

  2) 十四「契ኖに᧙するኣ争のᚐ決方法」より、定められている。 

  3) ᲫᲣより、当ᛆ工事におけるᛪ代の᫇はᲦᚡ᠍しなければならないがᲦ 

予定する下ᛪ代の᫇のዮ᫇をᚡ᠍しなければならない定めはない。 

  4) 六「天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の担及びその᫇のም定方法 

  に᧙する・・・」より、定められている。 

 答 䠏 

 

 

27-2 【151】 建タ工事のㄳ㈇契⣙書にグ㍕しなければならない事㡯として、「建タᴗἲ」上、定め

られていないものはどれか。 

  1) 工事完成後におけるㄳ㈇代㔠の支払の時期及び方ἲ 

  2) 契⣙に㛵する⣮争のゎỴ方ἲ 

  3) 予定する下ㄳ代㔠の㢠の⥲㢠 

  4) 天⅏その他不可抗力による工期の変更又は損害の㈇担及びその㢠の⟬定方ἲに

㛵する定め 

 


